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１．公的不動産の施設カルテ 

以下に示す公的不動産の施設カルテを掲載する。 

 

 

図 公的不動産の位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（現在地） 

（行政施設用地） 

（寄附予定部分） 
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【主なもの】 

整理 

番号 
土地・建物名等 所在地 用地面積 

主な地域地区等 

（容積率/建ぺい率） 

1 

鎌倉市役所 

（現在地） 

（将来的な跡地活用含む） 

  

14,361.54 ㎡ 

第二種住居地域 

御成
オ ナ リ

町
マチ

 （200%/60%） 

（鎌倉地域） 第３種風致地区※ 

2 
梶原四丁目用地 

（野村総合研究所跡地） 

    主に市街化調整区域 

梶原 175,388.05 ㎡ （80%/40%） 

（深沢地域）   第２種風致地区※ 

3 
深沢
フカサワ

地域整備事業用地 

（行政施設用地） 

    未定で現状は、 

寺分 約 26,000 ㎡ 工業地域等 

（深沢地域） 
 

（200%/60%） 

4 扇
セン

湖
コ

山荘
サ ンソウ

 

  

約 46,800 ㎡ 

市街化調整区域 

鎌倉山 （80%/40%） 

（深沢地域） 第２種風致地区※ 

5 
資生堂鎌倉工場跡地 

（寄附予定部分） 

    準工業地域 

岩瀬 約 5,200 ㎡ （200%/60%） 

（大船地域） 
 

  

【その他の公的不動産（旧邸宅など）】 
整理 

番号 
土地・建物名等 所在地 用地面積 

主な地域地区等 

（容積率/建ぺい率） 

6 旧華頂宮
カチョウノミヤ

邸 

    第一種低層住居専用地域 

浄明寺 4,462.77 ㎡ （80%/40%） 

（鎌倉地域） （借地） 第２種風致地区※ 

7 旧前田邸 

  

4,474.66 ㎡ 

市街化調整区域 

長谷
ハ セ

 （80%/40%） 

（鎌倉地域） 第２種風致地区※ 

8 旧和辻邸 

  

7,748.15 ㎡ 

市街化調整区域 

雪ノ下 （80%/40%） 

（鎌倉地域） 第２種風致地区※ 

9 旧今井邸跡地 

  

1,550.51 ㎡ 

第一種中高層住居専用地域 

由比ガ浜 （150%/60%） 

（鎌倉地域） 景観地区 

10 旧村上邸 

  

1,677.50 ㎡ 

第一種低層住居専用地域 

西御門
ニ シ ミ カ ド

 （80%/40%） 

（鎌倉地域） 第２種風致地区※ 

※ 風致地区は建ぺい率 40％ 
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【その他の公的不動産（その他）】 

整理 

番号 
土地・建物名等 所在地 用地面積 

主な地域地区等 

（容積率/建ぺい率） 

11 扇ガ谷
オウギガヤツ

用地 

  

5,477.44 ㎡ 

第一種低層住居専用地域 

扇ガ谷 （80%/40%） 

（鎌倉地域） 第２種風致地区※ 

12 深沢クリーンセンター 

  

15,719.49 ㎡ 

第一種中高層住居専用地域 

笛田 （150%/60%） 

（深沢地域） 高度地区 

13-1 
市営住宅用地 

（市営植木住宅） 

    第一種住居地域 

植木 11,712.04 ㎡ （200%/60%） 

（玉縄地域）   準防火地域 

13-2 
市営住宅用地 

（市営深沢住宅） 

    第一種住居地域 

深沢 12,245.10 ㎡ （200%/60%） 

（深沢地域）   準防火地域 

13-3 
市営住宅用地 

（市営笛田住宅） 

    第一種中高層住居専用地域 

笛田 5,882.71 ㎡ （150%/60%） 

（深沢地域）   高度地区 

13-4 
市営住宅用地 

（市営梶原住宅） 

    第一種中高層住居専用地域 

梶原 4,405.36 ㎡ （200%/60%） 

（深沢地域）   高度地区 

13-5 
市営住宅用地 

（市営梶原東住宅） 

    第一種中高層住居専用地域 

梶原 5,218.50 ㎡ （200%/60%） 

（深沢地域）   高度地区 

13-6 
市営住宅用地 

（市営岡本住宅） 

    工業地域 

岡本 5181.30 ㎡ （200%/60%） 

（玉縄地域）     

14-1 材木座保育園敷地 

  

1,200.23 ㎡ 

第一種住居地域等 

材木座 （200%/60%） 

（鎌倉地域） 景観地区 

14-2 稲瀬川保育園敷地 

  

1,496.52 ㎡ 

第一種住居地域等 

長谷 （200%/60%） 

（鎌倉地域） 景観地区 

15 二階堂用地 

  

1,506.84 ㎡ 

第一種低層住居専用地域 

二階堂 （80%/40%） 

（鎌倉地域） 第２種風致地区※ 

16 旧市営弁ヶ谷
ベニガヤツ

住宅用地 

  

8,668.66 ㎡ 

第一種低層住居専用地域 

材木座 （80%/40%） 

（鎌倉地域） 第２種風致地区※ 

※ 風致地区は建ぺい率 40％ 



- 表

（

施設カルテ （案） 整理番号： 1 平成29（2017）年度版

1.基本情報

写
真
（
外
観
）

施設名称 鎌倉市役所（現在地）

所在地 御成町18-10 設置日

財産区分 行政財産 根拠法 -

具体用途 市役所 管理形態 直営

昭和44年4月

行政地域 鎌倉地域 所管部署 総務部管財課
施設分類（再編計画） （1）本庁舎・支所 設置条例 鎌倉市役所の位置を定める条例

取得価額等 -

建築確認： 14,361.54㎡ 評価額等 -

設置目的
など

現在の鎌倉生涯学習センター（きらら鎌倉）の位置から当時移転
整備された。

写
真
（
内
観
）

2.土地情報

敷地面積 路線価 270,000円/㎡

実測： 14,361.54㎡

所有形態 市有地 想定定期借地料 101百万円/年（注）

用途地域等 第二種住居地域

主要棟建築年度 1969 ）年

容積率等 200／60

その他の地
域地区

第３種風致地区/埋蔵文化財包蔵地/宅地造成工事規制区域/土砂災害警戒区域（一部）/建築基準法第22条区域/景
観計画区域

バリアフリー 北側の道路（藤沢鎌倉線）とは接道部中央付近で高低差なし

昭和 44

土地の
状況

（安全性、管理の状況など）　ほぼ平坦な整形地。

アクセス JR鎌倉駅から徒歩５分ほど

3.建物情報
棟数（主要棟名） 16棟（本庁舎） 全棟延床面積（M) 13,508.37㎡ 建物の状況

主要棟構造 RC造一部S造 主要棟延床面積 11,974.87㎡

主要棟階数 地上４階地下１階建て

5.利用状況 6.管理・運営に係る支出

4.防災情報

災害危険区域等 土砂災害警戒区域 受入避難者数

浸水情報 津波想定浸水範囲（0.5ｍ未満（一部0.5～1.2ｍ）） 屋内： -

災害対応施設の指定等 災害対策本部・災害応急対策活動拠点 屋外： -

周辺の災害対応施設の指定等の状況 御成小・中学校（避難所）/御成中学校（広域避難場所・津波避難ビル）/鎌倉生涯学習センター（一時滞在施設）

（老朽化、活用の可能性など） 最低
限の耐震化は実施済み。建物・設備
は老朽化が進んでいる。大規模な改
修が必要だが、Is値0.6で利用可能
な施設への転用の可能性はある。

主要棟耐震性能 耐震改修済 Is値：0.6 取得価額等 -

バリアフリー
出入口スロープ： 有り 建物内スロープ： 無し
多目的トイレ： 有り エレベータ： 有り

光熱水費

年間利用数（N) 111,857件 109,729件 指定管理委託料 - -

平成28年度 平成27年度 平成28年度 平成27年度

46百万円 49百万円

17百万円

確認中

平成28年度 平成27年度 土地・建物等賃借費 19百万円 20百万円

39百万円 44百万円

修繕費 32百万円 37百万円

7.管理・運営に係る収入 大規模修繕等工事費 8百万円 83百万円

利用状況 証明書等の件数

事業運営コスト
施
設
コ
ス
ト
（

C

)

建物管理委託費等 104百万円 88百万円

（駐車場・自動販売機設置場所貸付他） 減価償却相当額

使用料 11百万円 11百万円 その他 20百万円

合計（T) 11百万円 11百万円 利用あたりの支出（P/N) - -

その他 - - 合計(P) 268百万円 338百万円

利用あたりの収入（T/N) - - １㎡あたりの施設コスト（C/M） 16,434円/㎡ 21,394円/㎡

参4



- 裏

【注記】

・御成小学校、御成中学校 ・容積率等の記載内容：（容積率）/（建ぺい率）

・旧図書館 ・中央図書館 ・想定借地料単価：

・鎌倉市福祉センター （鎌倉市公共施設再編計画におけるコスト試算単価）

・鎌倉生涯学習センター（きらら鎌倉） ・地図及び航空写真は国土地理院ホームページより

・鎌倉歴史文化交流館

・御成町在宅福祉サービスセンター

・御成交番、鎌倉水道営業所（県施設）

・鎌倉税務署（国施設）

施設カルテ 整理番号： 1 平成29（2017）年度版

地図 航空写真

8.大規模工事履歴

年度 工事名称 金額 概要

平成9～17年度 本庁舎耐震工事 450,000千円 ４８箇所耐震壁設置

（この写真の提供は不要です）

12.利活用の基本方針 備考

●市民サービスの提供・公共施設再編と民間機能の導入
による賑わいや憩いの創出
　鎌倉駅直近の一等地において様々な魅力を発信するこ
とで鎌倉のブランド力向上・新たなライフスタイルの提
案・「住みたいまち鎌倉」の実現を目指す。

本庁舎の移転先：深沢地域整備事業用地（行政施設用
地）を移転先とします。

周辺の主な公共施設

7,000円/㎡・年

9.検討経過

＜検討経過など＞　平成29年3月に本庁舎は「移転して整備する」とした「鎌倉市本庁舎整備方針」を策定。策定
の際には、「鎌倉市役所整備方針市民対話」として、市民との対話を進め、「市民の想い」を取りまとめた。

＜支障となっている課題など＞　移転先の検討と移転先と現在地との機能分担などの検討が必要。

10.市民ニーズ・行政課題 11.サウンディング調査

＜行政地域面＞　中央図書館、鎌倉生涯学習センター、
福祉センターといった公共施設の再編が課題。

平成29年度実施【以下概要より】
・事業者からは、宿泊施設や商業施設、健康・スポーツ関
連施設の提案があった。
・民間施設の整備による新たな雇用の促進や地域の活性化
等への寄与、民間施設の一部を市民開放することにより市
民サービス向上や市民活動の拠点の創造等が期待できると
いう提案があった。

＜個別施設面＞　普段は関係ない場所、一等地なのに市
役所ではもったいない、地震や津波の際の懸念などの意
見があり、求める本庁舎の姿に災害発生時でも機能する
本庁舎などがあった。
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利用あたりの収入（T/N) - - １㎡あたりの施設コスト（C/M） 149円/㎡ 169円/㎡

- - 減価償却相当額

使用料（撮影） 0.2百万円 0.6百万円 その他（建物機械警備等） 2.2百万円

合計（T) 0.2百万円 0.6百万円 利用あたりの支出（P/N) - -

その他 - - 合計(P) 10.1百万円 10.4百万円

平成28年度 平成27年度 土地・建物等賃借費 - -

0.1百万円 0.1百万円

修繕費 - -

7.管理・運営に係る収入 大規模修繕等工事費 - -

利用状況
敷地内は年末年始を除き朝9時から夕方17時まで一般開
放している。敷地内のグラウンドは、土曜日・日曜日は
スポーツ団体が練習等に活用している。また、市民ボラ
ンティアによる竹林整備活動を定期的に行っている。

事業運営コスト
施
設
コ
ス
ト
（

C

)

建物管理委託費等 - -

2.5百万円

7.8百万円

光熱水費

年間利用数（N) 不明（一般開放） 不明（一般開放） 指定管理委託料 - -

5.利用状況 6.管理・運営に係る支出

平成28年度 平成27年度 平成28年度 平成27年度

7.8百万円

災害対応施設の指定等 - 屋外： -

周辺の災害対応施設の指定等の状況 深沢小・中学校（避難所）/鎌倉中央公園・源氏山公園（広域避難所）

4.防災情報

災害危険区域等 土砂災害警戒区域（敷地北側接道部付近） 受入避難者数

浸水情報 - 屋内： -

鉄筋コンクリート造 主要棟延床面積 7,369.20㎡

バリアフリー
出入口スロープ： 無し 建物内スロープ： 無し
多目的トイレ： 無し エレベータ： 無し

（老朽化、活用の可能性など）
老朽化が進んでいる。
新館については平成18年1月に実施
した耐震診断結果において「補強の
必要なし」であった。

主要棟階数 地上5階建て 主要棟建築年度 昭和 41

土地の
状況

（安全性、管理の状況など）　道路と建物が建っている位置までの高低差があるほか、敷地内の道路に
橋があり、耐震性や老朽化に課題がある。小規模なグラウンド（広場）がある。

アクセス 梶原バス停より徒歩１分程度

3.建物情報
棟数（主要棟名） 4棟（本館） 全棟延床面積（M) 15,402.62㎡ 建物の状況

1966 ）年

主要棟耐震性能 耐震改修未済（耐震診断未済） - 取得価額等 -

主要棟構造

容積率等 80/40　／　100/50

その他の地
域地区

歴史的風土特別保存地区（11,500㎡）、歴史的風土保存区域（22,441.17㎡）、風致地区（市街化調整区域の
一部）、第2種風致地区（風致地区全域）、国指定史跡 北条氏常盤邸跡（一部）、埋蔵文化財包蔵地（全域）、宅
地造成工事規制区域/建築基準法第22条区域/景観計画区域

バリアフリー 敷地入口から建物周辺・グラウンドまでは坂を登る必要あり。

所有形態 公有地 想定定期借地料 1,228百万円/年（注）

用途地域等
第一種低層住居専用地域　２１，５２１㎡
市街化調整区域　１３９，２６３，６４㎡

取得価額等 -

建築確認： 160,784.64㎡ 評価額等 -

設置目的
など

寄附

写
真
（
内
観
）

2.土地情報

敷地面積 路線価 108,000円/㎡

実測： 175,388.05㎡

直営

平成14年7月17日

行政地域 深沢地域 所管部署 文化財部文化財課
施設分類（再編計画） 対象外施設（⑧その他） 設置条例 -

施設カルテ （案） 整理番号： 2 平成29（2017）年度版

確認中

1.基本情報

写
真
（
外
観
）

施設名称 梶原四丁目用地（野村総合研究所跡地）

所在地 梶原4-７-１ 設置日

財産区分 普通財産 根拠法 -

具体用途 - 管理形態

参6
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【注記】

・深沢こどもセンター ・容積率等の記載内容：（容積率）/（建ぺい率）

・想定借地料単価：

・市営梶原東住宅、市営梶原住宅 （鎌倉市公共施設再編計画におけるコスト試算単価）

・梶原子ども会館 ・地図及び航空写真は国土地理院ホームページより

・常盤山緑地管理施設管理棟
・梶原口交番

周辺の主な公共施設

（保育園・子育て支援センター・障害児活動支援センター） 7,000円/㎡・年

＜行政地域面＞ 平成29年度実施【以下概要より】
・事業者からは、新産業施設、宿泊施設、医療施設、文
化施設の提案がありました。
・施設整備による新たな雇用の促進や地域の企業と優先
的に提携するなど、地域の活性化等への寄与、敷地の一
部を市民開放することにより市民サービスの向上や市民
と自然環境との接点が持てるなどの提案もありました。

＜個別施設面＞
開放している敷地内は、市民の憩いの場となっており、
利用している市民から、草刈等の環境保全の要望がある
（随時）。
また、近隣住民より、敷地内の樹木の伐採等の管理の要
望がある（随時）。

12.利活用の基本方針 備考

●自然環境を生かした利活用（市民への開放を含む）と
企業誘致
　郊外の環境の良い、ゆったりとした場所（豊かな緑に
囲まれた広大な敷地）という立地を生かした高度な研
究・開発系等の企業誘致（求心力の高い企業を選定）に
より、「働くまち鎌倉」の実現を目指す。

駐車場94台、市民への一般開放（建物除く）

（この写真の提供は不要です） （この写真の提供は不要です）

9.検討経過

＜検討経過など＞
平成17年に野村総合研究所株式会社より寄贈を受ける。平成17年度、野村総合研究所跡地土地利用等基本計画策
定。平成21年度、野村総研跡地にかかる今後の基本方針策定。平成22年度より、文化財課の所管となる。

＜支障となっている課題など＞
建築物および敷地内道路の野村橋の老朽化。

10.市民ニーズ・行政課題 11.サウンディング調査

地図 航空写真

8.大規模工事履歴

年度 工事名称 金額 概要

施設カルテ 整理番号： 2 平成29（2017）年度版
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- 表

（

利用あたりの収入（T/N) １㎡あたりの施設コスト（C/M） - -

- -貸付料 9.1百万円 8.4百万円 減価償却相当額

使用料・手数料 - - その他（草刈等） 0.8百万円

合計（T) 9.1百万円 8.4百万円 利用あたりの支出（P/N) - -

その他 - - 合計(P) 6.9百万円 7.7百万円

平成28年度 平成27年度 土地・建物等賃借費 - -

- -

修繕費 - -

7.管理・運営に係る収入 大規模修繕等工事費 - -

利用状況
多目的スポーツ広場、スポーツセ
ンター、テニスコート、駐車場な
どに貸付け

事業運営コスト
施
設
コ
ス
ト
（

C

)

建物管理委託費等 1.8百万円 2.7百万円

0.5百万円

4.3百万円

光熱水費

年間利用数（N) - - 指定管理委託料 - -

5.利用状況 6.管理・運営に係る支出

平成28年度 平成27年度 平成28年度 平成27年度

4.5百万円

災害対応施設の指定等 広域避難場所（現状） 屋外： -

周辺の災害対応施設の指定等の状況 深沢中学校、富士塚小学校（広域避難場所）／深沢中学校、深沢小学校、富士塚小学校（避難所）

4.防災情報

災害危険区域等 - 受入避難者数

浸水情報 洪水・内水浸水想定区域（0.5ｍ未満） 屋内： -

主要棟延床面積

バリアフリー
出入口スロープ： 建物内スロープ：

多目的トイレ： エレベータ：

（老朽化、活用の可能性など）

主要棟階数 主要棟建築年度

土地の
状況

（安全性、管理の状況など）　敷地面積は、土地区画整理事業後の行政街区の想定面積を記載しており、公園・スポーツ
施設用地約30,000㎡が隣接する計画となっている。現在は約81,000㎡。敷地はほぼ平坦で、土壌汚染対策処理済。

アクセス 湘南モノレール湘南深沢駅徒歩2分

3.建物情報
棟数（主要棟名） 全棟延床面積（M) 建物の状況

）年

主要棟耐震性能 取得価額等

主要棟構造

容積率等 どちらも　200／60（現状）

その他の地
域地区

埋蔵文化財包蔵地/建築基準法第22条区域/景観計画区域

バリアフリー 接道との高低差なし（現状）

所有形態 公有地 想定定期借地料 182百万円/年（注）

用途地域等 工業地域　／　第一種住居地域（いずれも現状）

取得価額等 -

建築確認： - 評価額等 -

設置目的
など

鎌倉駅周辺、大船駅周辺に並ぶ第三の都市拠点形成のため

写
真
（
外
観
）

2.土地情報

敷地面積 路線価 148,000円/㎡

実測： 約26,000㎡

直営

平成9年3月～平成20年3月に取得

行政地域 深沢地域 所管部署 拠点整備部深沢地域整備課
施設分類（再編計画） （区分外（土地のみ）） 設置条例 -

施設カルテ （案） 整理番号： 3 平成29（2017）年度版

1.基本情報

写
真
（
外
観
）

施設名称 深沢
フカサワ

地域整備事業用地（行政施設用地）
所在地 寺分字陣出８ほか 設置日

財産区分 普通財産 根拠法 -

具体用途 深沢地域整備事業 管理形態
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- 裏

・深沢行政センター

・深沢中学校、深沢小学校、富士塚小学校

・深沢リサイクルセンター

・深沢子ども会館、富士塚こども会館 【注記】

・ふかさわ子どもの家、ふじづか子どもの家 ・容積率等の記載内容：（容積率）/（建ぺい率）

・深沢市営住宅 ・想定借地料単価：

・深沢交番（県施設） （鎌倉市公共施設再編計画におけるコスト試算単価）

・地図及び航空写真は国土地理院ホームページより

周辺の主な公共施設

7,000円/㎡・年

＜行政地域面＞

＜個別施設面＞現在暫定利用中の多目的スポーツ広場の
継続希望がある。

12.利活用の基本方針

備考

●本庁舎の移転先とし、消防本部や総合体育館と一体と
なり、シビックエリアを形成する
　本庁舎・消防本部・総合体育館を一体的に整備するこ
とでシビックエリアを形成し、新しい拠点の機能強化・
賑わいの創出とともに、市民に「医療」「健康」などの
新たな価値を提供

・深沢地域整備事業は、現況の土地利用を、土地区画整理事
業手法により、土地の整序化・整形化を行い、併せて、道
路・公園等を整備する事業で、事業区域内には、鎌倉市、Ｊ
Ｒ東日本の他、一般の地権者が75名いる。
・管理・運営、大規模工事履歴の情報は、現在の約8.1haの
土地を対象にしたもの。

平成28年度実施【深沢地域整備事業についての調査】
・修正土地利用計画（素案）の位置や規模についての妥
当性を確認した。
・行政施設街区を含め、各街区が連携できる可能性があ
ることを確認した。
平成29年度実施【以下概要より】
・PFI事業で整備することで、民間事業者の資金、技術
力、運営能力等のノウハウの導入が可能となり、市の財
政負担の軽減、平準化につながるとの提案があった。
・PFI事業のほか民間事業者が土地を借り上げて建物を
建て、行政機能はテナントとして入るといった提案が
あった。

（この写真の提供は不要です） （この写真の提供は不要です）

9.検討経過

＜検討経過など＞鎌倉駅周辺、大船駅周辺に並ぶ第三の都市拠点形成のため、市有地約8.1haのほか、ＪＲ大船工場
跡地（ＪＲ東日本所有）約17.0ha等も併せ、土地区画整理事業によるまちづくりを進めており、平成28年10月
に、土地区画整理事業後の土地利用の方針や配置を示した修正土地利用計画（案）を策定している。

＜支障となっている課題など＞
国庫補助金充当率の低下、社会情勢の変化等。

10.市民ニーズ・行政課題 11.サウンディング調査

地図 航空写真

8.大規模工事履歴

年度 工事名称 金額 概要

H16～H27 土壌汚染対策処理等 416,219千円 内、市負担は、26,817千円

施設カルテ 整理番号： 3 平成29（2017）年度版

行政施設用地 行政施設用地
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- 表

（

利用あたりの収入（T/N) 147円/利用 191円/利用 １㎡あたりの施設コスト（C/M） 2,296円/㎡ 689円/㎡

- - 減価償却相当額

使用料・手数料 - - その他（庭園整備等） 2.9百万円

合計（T) 0.2百万円 0.4百万円 利用あたりの支出（P/N) 6,618円/利用 574円/利用

その他（募金） 0.2百万円 0.4百万円 合計(P) 9百万円 1.2百万円

平成28年度 平成27年度 土地・建物等賃借費 - -

0.5百万円 0.3百万円

修繕費 - -

7.管理・運営に係る収入 大規模修繕等工事費 - -

利用状況 年４日庭園公開を実施した結果の来場者数

事業運営コスト
施
設
コ
ス
ト
（

C

)

建物管理委託費等 0.6百万円 0.6百万円

0.3百万円

5百万円

光熱水費

年間利用数（N) 1,360件 2,090件 指定管理委託料 - -

5.利用状況 6.管理・運営に係る支出

平成28年度 平成27年度 平成28年度 平成27年度

-

災害対応施設の指定等 - 屋外： -

周辺の災害対応施設の指定等の状況 -

4.防災情報

災害危険区域等 土砂災害警戒区域 受入避難者数

浸水情報 - 屋内： -

木・鉄筋コンクリート造
銅板かわらぶき３階建 主要棟延床面積 1,530.31㎡

バリアフリー
出入口スロープ： 無し 建物内スロープ： 無し
多目的トイレ： 無し エレベータ： 無し

（老朽化、活用の可能性など）
本館は、昭和9年に飛騨高山の民家
を移築・改築したもので、改築は、
建築家・大江新太郎らによる。

主要棟階数 地下1階地上2階建て 主要棟建築年度

土地の
状況

（安全性、管理の状況など）　ほぼ平坦な土地（一部傾斜地あり）。
公簿上の敷地面積は23,408.41㎡。

アクセス 鎌倉駅から約2.3km（直線距離）/鎌倉駅から若松バス停又は旭ヶ丘バス停から徒歩８分程度

3.建物情報
棟数（主要棟名） ５棟（本館） 全棟延床面積（M) 1,741.88㎡ 建物の状況

）年

主要棟耐震性能 耐震改修未済（耐震診断未済） - 取得価額等 －

主要棟構造

容積率等 80/40

その他の地
域地区

第２種風致地区/宅地造成工事規制区域/埋蔵文化財包蔵地/土砂災害警戒区域/建築基準法第22条区域/景観計画区
域

バリアフリー 接道との高低差なし

所有形態 公有地 想定定期借地料 328百万円/年（注）

用途地域等 市街化調整区域

取得価額等 -

建築確認： - 評価額等 -

設置目的
など

写
真
（
内
観
）

2.土地情報

敷地面積 路線価 83,000円/㎡

実測： 約46,800㎡

直営

平成22年10月25日

行政地域 鎌倉地域 所管部署 総務部管財課
施設分類（再編計画） 対象外施設（⑧その他） 設置条例 -

施設カルテ （案） 整理番号： 4 平成29（2017）年度版

確認中

1.基本情報

写
真
（
外
観
）

施設名称 扇湖山荘
センコサンソウ

所在地 鎌倉山1-21-1 設置日

財産区分 普通財産 根拠法 -

具体用途 庭園公開 管理形態
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- 裏

・鎌倉山駐在所

【注記】

・容積率等の記載内容：（容積率）/（建ぺい率） ・想定借地料単価：

・地図及び航空写真は国土地理院ホームページより （鎌倉市公共施設再編計画におけるコスト試算単価）

7,000円/㎡・年

＜行政地域面＞ 平成26年度実施【保全・活用に向けて】
研修所、ホテル、体験型観光施設、文化拠点等の提案が
あった。法令の制限等を勘案した結果、都市公園の便益施
設としての活用或いは研修施設としての活用が考えられ
る。
平成29年度実施【以下概要より】
・事業者からは、宿泊施設・料理旅館、婚礼・宴会場、多
目的スペースの提案があった。
・市民の利用(庭園の開放)などに積極的に取り組むという提
案の外、施設を学校の社会科の教材として活用するなど、
市民と積極的な関わりを持つという提案があった。

＜個別施設面＞

12.利活用の基本方針 備考

●自然環境を生かした歴史・文化を継承する利活用（市
民への開放を含む）と旧邸宅群の一つのシンボルとして
先導的な活用（企業誘致や宿泊施設など）
　旧邸宅群のシンボル（先導的・中核的な存在）として活
用することで鎌倉の歴史・文化・まち並みの保存と新たな
価値創造、地域に存在する地域資源の活用によるまちづく
りを誘発

周辺の主な公共施設

・管理等にかかる経費として、6及び8に挙げている以外に、
毎年２回（春・秋）の一般公開のために、庭園管理（樹木の
剪定・刈り込み、草刈等）について、年間延べ219人（平成
28年度実績、公園課、新規採用職員研修、作業センター等の
ほか、鎌倉造園界の協力を含む）が実作業に携わっており、
多くの人件費が掛かっている。
・年に４日実施している公開に際しては、公園課、管財課、
都市景観課の職員で対応しており、年間延べ60人を投入して
いる。
歴史的風致形成建造物候補（鎌倉市歴史的風致維持向上計画
（平成27年12月））/その他本市の都市景観の形成に重要な
役割を果たしていると認められる建造物（鎌倉市景観重要建
造物等保全基金条例（平成29年１月））

（この写真の提供は不要です） （この写真の提供は不要です）

9.検討経過

＜検討経過など＞
平成22年に、景観部内に準備会を設置し、検討課題を整理した。その後、平成23年６月に（仮称）扇湖山荘整備活
用検討会を設置し、活用方針等について検討を行った。

＜支障となっている課題など＞
至る道路の幅員が４ｍに満たない部分があるため、一体的な土地活用が困難である。また、宅地要件を有する敷地の
接道長さにより、建物の主たる用途が限定される。

10.市民ニーズ・行政課題 11.サウンディング調査

28 （仮称）扇湖山荘防災工事 17,188千円 高強度ネット設置工

地図 航空写真

8.大規模工事履歴

年度 工事名称 金額 概要

25 （仮称）扇湖山荘防災工事 20,628千円 高強度ネット設置工

施設カルテ 整理番号： 4 平成29（2017）年度版

宅地

庭園用地・緑地等

宅地

庭園用地・緑地等

参11



- 表

（

利用あたりの収入（T/N) - - １㎡あたりの施設コスト（C/M） - -

- -- - 減価償却相当額

使用料・手数料 - - その他 -

合計（T) - - 利用あたりの支出（P/N) - -

その他 - - 合計(P) - -

平成28年度 平成27年度 土地・建物等賃借費 - -

- -

修繕費 - -

7.管理・運営に係る収入 大規模修繕等工事費 - -

利用状況 -

事業運営コスト
施
設
コ
ス
ト
（

C

)

建物管理委託費等 - -

-

-

光熱水費

年間利用数（N) - - 指定管理委託料 - -

5.利用状況 6.管理・運営に係る支出

平成28年度 平成27年度 平成28年度 平成27年度

-

災害対応施設の指定等 - 屋外： -

周辺の災害対応施設の指定等の状況 大船小(避難所）/鎌倉女子大学大船キャンパス（広域避難場所）

4.防災情報

災害危険区域等 - 受入避難者数

浸水情報 - 屋内： -

- 主要棟延床面積 -

バリアフリー
出入口スロープ： 建物内スロープ：

多目的トイレ： エレベータ：

（老朽化、活用の可能性など）

主要棟階数 - 主要棟建築年度

土地の
状況

（安全性、管理の状況など）　平坦地

アクセス JR大船駅笠間口から徒歩10分ほど

3.建物情報
棟数（主要棟名） - 全棟延床面積（M) - 建物の状況

）年

主要棟耐震性能 取得価額等 -

主要棟構造

容積率等 200／60

その他の地
域地区

建築基準法第22条区域/景観計画区域

バリアフリー 接道との高低差なし

所有形態 民有地 想定定期借地料 36百万円/年（注）

用途地域等 準工業地域

取得価額等 -

建築確認： - 評価額等 -

設置目的
など

－

写
真
（
外
観
）

2.土地情報

敷地面積 路線価 163,000円/㎡

実測： 約5,200㎡

民有地

-

行政地域 大船地域 所管部署 -
施設分類（再編計画） （区分外（土地のみ）） 設置条例 -

施設カルテ （案） 整理番号： 5 平成29（2017）年度版

1.基本情報

写
真
（
外
観
）

施設名称 資生堂鎌倉工場跡地（寄附予定部分）

所在地 岩瀬1-1-1外 設置日

財産区分 寄贈予定 根拠法 -

具体用途 - 管理形態
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- 裏

【注記】

・大船小学校 ・容積率等の記載内容：（容積率）/（建ぺい率）

・鎌倉女子大学大船キャンバス（民間） ・想定借地料単価：

（鎌倉市公共施設再編計画におけるコスト試算単価）

・地図及び航空写真は国土地理院ホームページより

周辺の主な公共施設

7,000円/㎡・年

＜行政地域面＞ 平成29年度実施【以下概要より】
・事業者からは、商業施設、事務所、学校等の可能性が
あるという意見があった。＜個別施設面＞

12.利活用の基本方針 備考

●利便性を生かした企業誘致
　鎌倉のまちに相応しく、都市拠点のまちづくりに積極
的に参画する企業誘致により、企業市民としての企業の
あり方の提案とともに、産業構造の維持、地域経済の発
展を目指す。

（この写真の提供は不要です） （この写真の提供は不要です）

9.検討経過

＜検討経過など＞平成28年８月29日付け「資生堂鎌倉工場跡地開発計画における寄附用地に係る覚書」により、三
菱地所レジデンス株式会社が行う開発計画の後、岩瀬一丁目１番１外の一部（約5,200㎡）について寄附受けるこ
ととなっている。

＜支障となっている課題など＞
　寄附を受ける土地は、企業等を誘致するための用地としているが、活用方法は未定であり、今後検討する必要があ
る。

10.市民ニーズ・行政課題 11.サウンディング調査

地図 航空写真

8.大規模工事履歴

年度 工事名称 金額 概要

施設カルテ 整理番号： 5 平成29（2017）年度版

寄附予定部分 寄附予定部分
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- 表

（

利用あたりの収入（T/N) 239円/利用 199円/利用 １㎡あたりの施設コスト（C/M） 19,826円/㎡ 19,826円/㎡

1.1百万円

確認中

合計（T) 3百万円 2.2百万円 利用あたりの支出（P/N) 1,129円/利用 1,285円/利用

その他 0.5百万円 0.6百万円 合計(P) 14.2百万円 14.2百万円

- - 減価償却相当額

使用料・手数料 2.5百万円 1.6百万円 その他 0.7百万円

平成28年度 平成27年度 土地・建物等賃借費 8.9百万円 8.6百万円

0.2百万円 0.2百万円

修繕費 1百万円 0.8百万円

7.管理・運営に係る収入 大規模修繕等工事費 - -

利用状況
週５日の庭園公開に加え、年４日
建物公開を実施した結果の来場者
数

事業運営コスト
施
設
コ
ス
ト
（

C

)

建物管理委託費等 3.4百万円 3.5百万円

光熱水費

確認中

年間利用数（N) 12,572件 11,053件 指定管理委託料 - -

5.利用状況 6.管理・運営に係る支出

平成28年度 平成27年度 平成28年度 平成27年度

災害対応施設の指定等 - 屋外： -

周辺の災害対応施設の指定等の状況 第二小学校（避難所）

4.防災情報

災害危険区域等 土砂災害警戒区域 受入避難者数

浸水情報 - 屋内： -

木造 主要棟延床面積 577.79㎡

バリアフリー
出入口スロープ： 無し 建物内スロープ： 無し
多目的トイレ： 無し エレベータ： 無し

平成18年の都市景観課へ所管替え以降、活用
検討協議会等において活用方針を検討し、こ
れを基に実験活用を継続中。本格活用に向け
ては地域の理解を得ながら用途許可を取得す
るとともに、耐震改修等を実施し、現行法規
に適合させる必要がある。

主要棟階数 地上3階建て 主要棟建築年度 昭和 4

土地の
状況

（安全性、管理の状況など）　平坦地

アクセス 鎌倉駅から約1.7km（直線距離）

3.建物情報
棟数（主要棟名） ２棟（洋館) 全棟延床面積（M) 716.23㎡ 建物の状況

1929 ）年

主要棟耐震性能 耐震改修未済（耐震診断未済） - 取得価額等 490,012,146（土地借地権取得）

主要棟構造

容積率等 80/40

その他の地
域地区

歴史的風土保存区域/第2種風致地区/宅地造成工事規制区域/土砂災害警戒区域/埋蔵文化財包蔵地/建築基準法第
22条区域/景観計画区域

バリアフリー 接道との高低差なし

所有形態 民有地（借地） 想定定期借地料 -

用途地域等 第一種低層住居専用地域

取得価額等 -

建築確認： - 評価額等 -

設置目的
など

寄附による歴史的建築物の保存・活用（庭園部分は週5日公開中）

写
真
（
内
観
）

2.土地情報

敷地面積

直営

路線価 126,000円/㎡

実測： 4,462.77㎡

平成8年7月1日

行政地域 鎌倉地域 所管部署 都市景観課
施設分類（再編計画） 対象外施設（⑧その他） 設置条例 -

施設カルテ （案） 整理番号： 6 平成29（2017）年度版

1.基本情報

写
真
（
外
観
）

施設名称 旧華頂宮邸
　　　　カチョウ　ノ　ミヤ

所在地 浄明寺2-6-37 設置日

財産区分 行政財産 根拠法 -

具体用途 庭園公開 管理形態
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- 裏

【注記】

・第二小学校 ・容積率等の記載内容：（容積率）/（建ぺい率）

・鎌倉青少年会館 ・想定借地料単価：

（鎌倉市公共施設再編計画におけるコスト試算単価）

・地図及び航空写真は国土地理院ホームページより

（この写真の提供は不要です） （この写真の提供は不要です）

12.利活用の方向性 備考

●それぞれの検討状況を踏まええつつ、扇湖山荘をシン
ボルにしたネットワーク化も視野に入れ、鎌倉の歴史的
な文化遺産(文化財、別荘文化等)として、民間との協働
による利活用を目指す。

景観重要建築物等指定第29号
国登録有形文化財に指定（平成18年10月）
歴史的風致形成建造物候補（鎌倉市歴史的風致維持向上
計画（平成27年12月））
宅間ボランティアの会（近隣住民ボランティア）が、庭
園のバラ等の管理及び建物公開補助をボランティアで実
施している。

周辺の主な公共施設

7,000円/㎡・年

9.検討経過

＜検討経過など＞
寄附受納当初は文化推進部局が、平成18年からは景観部局が主管観課となり、庭園を一般公開するとともに、実験
活用を実施してきた。平成22年３月から旧華頂宮邸活用検討協議会、平成25年から旧華頂宮邸暫定活用運営会議を
設置し、市民を交えて、活用の手法を探った。平成28年３月に、暫定活用のルールや事例等を取りまとめた「旧華
頂宮邸暫定活用運営会議活動報告書」を作成した。

＜支障となっている課題など＞
耐震診断及び補強設計を要する。
また、第一種低層住居専用地域であることから、活用に向けて法制上の整理を要する。

10.市民ニーズ・行政課題 11.サウンディング調査

＜行政地域面＞

＜個別施設面＞
旧華頂宮邸活用検討協議会において、文化の維持継承、
周辺環境との調和、市民合意、建物保全等からなる活用
の方向性を検討し、市長への提言を得ている。

地図 航空写真

8.大規模工事履歴

年度 工事名称 金額 概要

平成13年 旧華頂宮邸各所修繕 10,200千円 各所修繕・フェンス設置

施設カルテ 整理番号： 6 平成29（2017）年度版
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- 表

（

利用あたりの収入（T/N) - - １㎡あたりの施設コスト（C/M） 308円/㎡ 1,848円/㎡

0.1百万円

合計（T) - 0.3百万円 利用あたりの支出（P/N) - -

その他 0百万円 0百万円 合計(P) 0.1百万円 0.6百万円

- - 減価償却相当額

使用料（撮影） 0百万円 0.3百万円 その他（建物機械警備） 0.1百万円

平成28年度 平成27年度 土地・建物等賃借費 - -

- -

修繕費 0百万円 0.5百万円

7.管理・運営に係る収入 大規模修繕等工事費 - -

利用状況 -

事業運営コスト
施
設
コ
ス
ト
（

C

)

建物管理委託費等 - -

光熱水費

確認中

年間利用数（N) - - 指定管理委託料 - -

5.利用状況 6.管理・運営に係る支出

平成28年度 平成27年度 平成28年度 平成27年度

災害対応施設の指定等 - 屋外： -

周辺の災害対応施設の指定等の状況 御成中学校（避難所・広域避難所・津波避難ビル）/鎌倉文学館（津波避難ビル）

4.防災情報

災害危険区域等 土砂災害警戒区域 受入避難者数

浸水情報 - 屋内： -

鉄筋コンクリート造 主要棟延床面積 264.23㎡

バリアフリー
出入口スロープ： 無し 建物内スロープ： 無し
多目的トイレ： 無し エレベータ： 無し

（老朽化、活用の可能性など）
建物は老朽化が進んでいる。活用す
るには、耐震改修、アスベスト処
理、雨漏り修繕、内装補修などが必
要である。

主要棟階数 地上２階建て 主要棟建築年度 昭和 46

土地の
状況

（安全性、管理の状況など）　ほぼ平坦な整形地（敷地入口部分と建物・庭敷地との間に段差あり。）
と建物裏手に斜面地あり。

アクセス 江ノ電由比ヶ浜駅から徒歩5分

3.建物情報
棟数（主要棟名） ３棟（母屋） 全棟延床面積（M) 324.72㎡ 建物の状況

1971 ）年

主要棟耐震性能 耐震改修未済（耐震診断未済） - 取得価額等 -

主要棟構造

容積率等 80/40

その他の地
域地区

第2種風致地区/埋蔵文化財包蔵地/歴史的風土保存区域/宅地造成工事規制区域/土砂災害警戒区域/建築基準法第
22条区域/景観計画区域

バリアフリー 敷地入口から緩い斜面地を上り、建物玄関、庭敷地へは3段の階段を上る。バリアフリー対応していない。

所有形態 公有地 想定定期借地料 31百万円/年（注）

用途地域等 市街化調整区域

取得価額等 -

建築確認： 2,192.66㎡ 評価額等 -

設置目的
など

平成22年2月26日寄附受納

写
真
（
内
観
）

2.土地情報

敷地面積

管理形態

路線価 151,000円/㎡

実測： 4,474.66㎡

直営

-

行政地域 鎌倉地域 所管部署 経営企画部文化人権推進課
施設分類（再編計画） 対象外施設（⑧その他） 設置条例 -

施設カルテ （案） 整理番号： 7 平成29（2017）年度版

確認中

1.基本情報

写
真
（
外
観
）

施設名称 旧前田邸
所在地 長谷１－５－２ 設置日

財産区分 普通財産 根拠法 -

具体用途 -
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- 裏

備考

【注記】

・鎌倉文学館 ・容積率等の記載内容：（容積率）/（建ぺい率）

・長谷子ども会館 ・想定借地料単価：

・吉屋信子記念館 （鎌倉市公共施設再編計画におけるコスト試算単価）

・由比ガ浜こどもセンター ・地図及び航空写真は国土地理院ホームページより

・御成中学校

・旧長谷出張所

・長谷交番（県施設）

周辺の主な公共施設

7,000円/㎡・年

12.利活用の方向性

●それぞれの検討状況を踏まええつつ、扇湖山荘をシン
ボルにしたネットワーク化も視野に入れ、鎌倉の歴史的
な文化遺産(文化財、別荘文化等)として、民間との協働
による利活用を目指す。

9.検討経過

＜検討経過など＞
建物を公共施設として利用する場合には、耐震診断・耐震補強、アスベスト処理（暖炉内などの建材に含有の可能性
あり）、バリアフリー対策、内装補修が必要になると思われる。

＜支障となっている課題など＞
文化関連施設として活用する場合、既存建物の改修、解体して新たな施設の建設の双方を見据えて、長期的なコスト
比較を行うことが必要と思われる。市街化調整区域であるため、用途が限定される。

10.市民ニーズ・行政課題 11.サウンディング調査

＜行政地域面＞

＜個別施設面＞

地図 航空写真

8.大規模工事履歴

年度 工事名称 金額 概要

施設カルテ 整理番号： 7 平成29（2017）年度版

（保育園・子育て支援センター・障害児通所支援施設）
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- 表

ｑ

（

利用あたりの収入（T/N) - - １㎡あたりの施設コスト（C/M） 2,057円/㎡ -

-

合計（T) - - 利用あたりの支出（P/N) 11,292円/利用 15,895円/利用

その他 - - 合計(P) 35.3百万円 35百万円

- - 減価償却相当額

使用料・手数料 - - その他 -

平成28年度 平成27年度 土地・建物等賃借費 - -

- -

修繕費 0.3百万円 0百万円

7.管理・運営に係る収入 大規模修繕等工事費 - -

利用状況
年２回春・秋（例年４月・10
月）に各２日間ずつ一般公開（屋
外からの施設観覧のみ）

事業運営コスト
施
設
コ
ス
ト
（

C

)

建物管理委託費等 - -

光熱水費

確認中

年間利用数（N) 3126人 2202人 指定管理委託料 35百万円 35百万円

5.利用状況 6.管理・運営に係る支出

平成28年度 平成27年度 平成28年度 平成27年度

災害対応施設の指定等 － 屋外： －

周辺の災害対応施設の指定等の状況 鶴岡八幡宮（広域避難場所）/鎌倉彫会館・櫻井ビル・鎌倉春秋スクエア（津波避難ビル）

4.防災情報

災害危険区域等 － 受入避難者数

浸水情報 － 屋内： －

木造瓦葺平屋 主要棟延床面積 145.86㎡

バリアフリー
出入口スロープ： 無し 建物内スロープ： 無し
多目的トイレ： 無し エレベータ： 無し

（老朽化、活用の可能性など）
居宅のため、不特定多数が立ち入る
ことができない。

主要棟階数 地上1階建て 主要棟建築年度 昭和 36

土地の
状況

（安全性、管理の状況など）　背後が県指定保安林。危険木剪定を市予算で毎年度実施している。

アクセス 鎌倉駅東口から徒歩８分ほど

3.建物情報
棟数（主要棟名） 1棟 全棟延床面積（M) 145.86㎡ 建物の状況

1961 ）年

主要棟耐震性能 耐震改修未済 - 取得価額等 -

主要棟構造

容積率等 80/40

その他の地
域地区

歴史的風土保存地区/第一種低層住宅専用地域/第2種風致地区/宅地造成工事規制区域/埋蔵文化財包蔵地/建築基準
法第22条区域/景観計画区域

バリアフリー 川喜多映画記念館遊歩道から庭園に入って石階段を上る。バリアフリーに対応していない。

所有形態 公有地 想定定期借地料 54百万円/年（注）

用途地域等 第一種低層住宅専用地域　／　市街化調整区域（大部分）

取得価額等 -

建築確認： - 評価額等 -

設置目的
など

平成６年３月に川喜多かしこ氏ご遺族から寄附された。

写
真
（
内
観
）

2.土地情報

敷地面積 路線価 226,000円/㎡

実測： 7,748.15㎡

指定管理

昭和36年

行政地域 鎌倉地域 所管部署 経営企画部文化人権推進課
施設分類（再編計画） 対象外施設（⑧その他） 設置条例 鎌倉市川喜多映画記念館条例

施設カルテ （案） 整理番号： 8 平成29（2017）年度版

確認中

1.基本情報

写
真
（
外
観
）

施設名称 旧和辻邸
所在地 雪ノ下2-2-12 設置日

財産区分 行政財産 根拠法 -

具体用途 - 管理形態
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- 裏

【注記】
・  鏑木清方記念美術館 ・容積率等の記載内容：（容積率）/（建ぺい率）
・鎌倉国宝館 ・想定借地料単価：
・神奈川県立近代美術館　鎌倉別館（県施設） （鎌倉市公共施設再編計画におけるコスト試算単価）

・地図及び航空写真は国土地理院ホームページより

周辺の主な公共施設

7,000円/㎡・年

＜行政地域面＞
住宅地のため、騒音等、近隣への配慮が求められる

未実施

＜個別施設面＞
集会場等として利用するためには、建物の用途変更、大
規模な施設修繕等を行うとともに、市民の理解を得る必
要がある。

12.利活用の方向性 備考　　　　　

●それぞれの検討状況を踏まええつつ、扇湖山荘をシン
ボルにしたネットワーク化も視野に入れ、鎌倉の歴史的
な文化遺産(文化財、別荘文化等)として、民間との協働
による利活用を目指す。

景観重要建造物（平成22年9月１日）
歴史的風致形成建造物候補（鎌倉市歴史的風致維持向上
計画（平成27年12月））

（この写真の提供は不要です） （この写真の提供は不要です）

9.検討経過

＜検討経過など＞
平成6年に寄贈を受け、平成7年６月、「鎌倉市旧川喜多邸活用プラン検討委員会」を発足し、基本的な活用の目的
を「川喜多夫妻の功績に学び、映画を中心とした鎌倉の文化を創造・発信するとともに市民の文化活動等の場を提供
すること」とした。平成９年８月、「（仮称）川喜多記念館建設推進委員会」を設置し、平成10年11月、「（仮
称）川喜多記念館基本計画」を報告。平成13年８月、「（仮称）川喜多記念館建設専門委員会」（以下「建設専門
委員会」という。）を設置し、具体的な施設の内容を検討した。その後、建設専門委員会の検討結果を基調に平成
19年５月に「（仮称）川喜多記念館の整備方針」を決定した。

＜支障となっている課題など＞
現状が居宅であるため、集客施設として活用するためには建物の用途変更、建築基準法に適した建築物にする必要が
ある。水道が通っていないため、上下水道の接続など諸手続が必要である。
景観重要建造物に指定されているため、外観を修繕する場合は市長の許可が必要である。

10.市民ニーズ・行政課題 11.サウンディング調査

地図 航空写真

8.大規模工事履歴

年度 工事名称 金額 概要

施設カルテ 整理番号： 8 平成29（2017）年度版
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- 表

（

利用あたりの収入（T/N) - - １㎡あたりの施設コスト（C/M） - -

-

合計（T) - - 利用あたりの支出（P/N) - -

その他 - - 合計(P) - -

- -- - 減価償却相当額

使用料・手数料 - - その他 -

平成28年度 平成27年度 土地・建物等賃借費 - -

- -

修繕費 - -

7.管理・運営に係る収入 大規模修繕等工事費 - -

利用状況 -

事業運営コスト
施
設
コ
ス
ト
（

C

)

建物管理委託費等 - -

光熱水費

確認中

年間利用数（N) - - 指定管理委託料 - -

5.利用状況 6.管理・運営に係る支出

平成28年度 平成27年度 平成28年度 平成27年度

災害対応施設の指定等 - 屋外：

周辺の災害対応施設の指定等の状況 ダイヤモンド鎌倉別邸ソサエティ・鎌倉文学館（津波避難ビル）

4.防災情報

災害危険区域等 - 受入避難者数

浸水情報 津波想定浸水範囲（0.5ｍ以上1.2ｍ未満） 屋内：

主要棟延床面積

バリアフリー
出入口スロープ： 建物内スロープ：

多目的トイレ： エレベータ：

（老朽化、活用の可能性など）

主要棟階数 主要棟建築年度

土地の
状況

（安全性、管理の状況など）　平坦な整形地

アクセス 鎌倉駅から約１km（直線距離）、由比ヶ浜駅から約８ｍ（直線距離）

3.建物情報
棟数（主要棟名） 全棟延床面積（M) 建物の状況

）年

主要棟耐震性能 取得価額等

主要棟構造

容積率等 150/60

その他の地
域地区

景観地区/埋蔵文化財包蔵地/建築基準法第22条区域/景観計画区域

バリアフリー 接道との高低差なし

所有形態 公有地 想定定期借地料 11百万円/年（注）

用途地域等 第一種中高層住居専用地域

取得価額等 -

建築確認： 測量図（平成５年８月７日） 評価額等 -

設置目的
など

－

写
真
（
内
観
）

2.土地情報

敷地面積 路線価 187,000円/㎡

実測： 1,550.51㎡

直営

平成23年3月1日

行政地域 鎌倉地域 所管部署 管財課
施設分類（再編計画） 対象外施設（⑧その他） 設置条例 -

施設カルテ （案） 整理番号： 9 平成29（2017）年度版

1.基本情報

写
真
（
外
観
）

施設名称 旧今井邸跡地
所在地 由比ガ浜三丁目９番17号 設置日

財産区分 行政財産 根拠法 -

具体用途 - 管理形態
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- 裏

【注記】

・由比ガ浜こどもセンター ・容積率等の記載内容：（容積率）/（建ぺい率）

・想定借地料単価：

・吉屋信記念館 （鎌倉市公共施設再編計画におけるコスト試算単価）

・旧長谷出張所 ・地図及び航空写真は国土地理院ホームページより

・長谷交番（県施設）

周辺の主な公共施設

7,000円/㎡・年

＜行政地域面＞

＜個別施設面＞

12.利活用の方向性 備考

　用地リストを公開し、その利活用の提案を民間事業者
等に求め、市場性を確認するとともに、市民の意見等も
聞きながら、その利活用を慎重に検討することが必要

（保育園・子育て支援センター・障害児通所支援施設）

（この写真の提供は不要です） （この写真の提供は不要です）

9.検討経過

＜検討経過など＞
生涯学習施設＋女性センター、保育所、子どもの家等としての活用の検討経過あり。

＜支障となっている課題など＞

10.市民ニーズ・行政課題 11.サウンディング調査

地図 航空写真

8.大規模工事履歴

年度 工事名称 金額 概要

施設カルテ 整理番号： 9 平成29（2017）年度版
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- 表

（

利用あたりの収入（T/N) - １㎡あたりの施設コスト（C/M） 18,867円/㎡

合計（T) - 0百万円 利用あたりの支出（P/N) -

その他 - 合計(P) 4.5百万円

- 減価償却相当額

使用料・手数料 - その他（庭園整備等） 2.2百万円

確認中

平成28年度 平成27年度 土地・建物等賃借費 -

0百万円

修繕費 2.3百万円

7.管理・運営に係る収入 大規模修繕等工事費 -

利用状況 -

事業運営コスト
施
設
コ
ス
ト
（

C

)

建物管理委託費等 -

光熱水費

確認中

年間利用数（N) - - 指定管理委託料 -

5.利用状況 6.管理・運営に係る支出

平成28年度 平成27年度 平成28年度 平成27年度

災害対応施設の指定等 - 屋外： -

周辺の災害対応施設の指定等の状況 清泉小学校・横浜国大付属鎌倉小・中学校（避難所）/鶴岡八幡宮（広域避難所）

4.防災情報

災害危険区域等 土砂災害計画区域 受入避難者数

浸水情報 - 屋内： -

木造草葺平家建 主要棟延床面積 186.77㎡

バリアフリー
出入口スロープ： 無し 建物内スロープ： 無し
多目的トイレ： 無し エレベータ： 無し

（老朽化、活用の可能性など）
景観重要建築物等指定の際に実施し
た調査にて、主屋は昭和14年以前
に建築されたことが確認できたが、
正確な建築年は不明。

主要棟階数 地上２階建て 主要棟建築年度 明治 35

土地の
状況

（安全性、管理の状況など）　平坦な整形地、敷地と道路の間に開渠あり

アクセス 鎌倉駅から約1.4km（直線距離）/鎌倉駅から天神前バス停から徒歩5分程度

3.建物情報
棟数（主要棟名） ３棟（居宅） 全棟延床面積（M) 238.51㎡ 建物の状況

1902 ）年

主要棟耐震性能 耐震改修未済 - 取得価額等 -

主要棟構造

容積率等 80/40

その他の地
域地区

第2種風致地区/宅地造成工事規制区域/埋蔵文化財包蔵地/土砂災害警戒区域/建築基準法第22条区域/景観計画区
域

バリアフリー 接道との高低差なし

所有形態 公有地 想定定期借地料 12百万円/年（注）

用途地域等 第一種低層住居専用地域

取得価額等 -

建築確認： - 評価額等 -

設置目的
など

寄附

写
真
（
内
観
）

2.土地情報

敷地面積 路線価 176,000円/㎡

公簿： 1,677.50㎡

直営

平成28年６月７日

行政地域 鎌倉地域 所管部署 総務部管財課
施設分類（再編計画） 対象外施設（⑧その他） 設置条例 -

施設カルテ （案） 整理番号： 10 平成29（2017）年度版

1.基本情報

写
真
（
外
観
）

施設名称 旧村上邸
所在地 西御門2-8-22 設置日

財産区分 普通財産 根拠法 -

具体用途 - 管理形態
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- 裏

【注記】

・鎌倉国宝館 ・容積率等の記載内容：（容積率）/（建ぺい率）

・第二小学校、第二中学校 ・想定借地料単価：

（鎌倉市公共施設再編計画におけるコスト試算単価）

・地図及び航空写真は国土地理院ホームページより

周辺の主な公共施設

7,000円/㎡・年

＜行政地域面＞

＜個別施設面＞

12.利活用の方向性 備考

●それぞれの検討状況を踏まええつつ、扇湖山荘をシン
ボルにしたネットワーク化も視野に入れ、鎌倉の歴史的
な文化遺産(文化財、別荘文化等)として、民間との協働
による利活用を目指す。

景観重要建築物等指定第18号

（この写真の提供は不要です） （この写真の提供は不要です）

9.検討経過

＜検討経過など＞

＜支障となっている課題など＞

10.市民ニーズ・行政課題 11.サウンディング調査

地図 航空写真

8.大規模工事履歴

年度 工事名称 金額 概要

施設カルテ 整理番号： 10 平成29（2017）年度版
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- 表

（

施設カルテ （案） 整理番号： 11 平成29（2017）年度版

1.基本情報

写
真
（
外
観
）

施設名称 扇ガ谷
オウギ　ガ　ヤツ

用地
所在地 扇ガ谷１-３-８ 設置日

財産区分 行政財産 根拠法 -

具体用途 博物館（予定） 管理形態 直営

平成25年3月

行政地域 鎌倉地域 所管部署 歴史まちづくり推進担当
施設分類（再編計画） 対象外施設（⑧その他） 設置条例 -

取得価額等 -

建築確認： - 評価額等 -

設置目的
など

-

写
真
（
内
観
）

2.土地情報

敷地面積 路線価 228,000円/㎡

実測： 5,477.44㎡

所有形態 公有地 想定定期借地料 38百万円/年（注）

用途地域等 第一種低層住居専用地域

主要棟建築年度 1988 ）年

容積率等 80/40

その他の地
域地区

第2種風致地区/歴史的風土保存地区/宅地造成工事規制地区/埋蔵文化財包蔵地/土砂災害警戒区域/建築基準法第
22条区域/景観計画区域

バリアフリー 道路との高低差なし

昭和 63

土地の
状況

（安全性、管理の状況など）　鎌倉駅西口方面から佐助方面に向かう坂道の途中に位置し、周辺は閑静
な住宅街である。建物はほぼ平坦な整形地に所在する。

アクセス JR鎌倉駅西口から徒歩約10分

3.建物情報
棟数（主要棟名） 1棟 全棟延床面積（M) 342.77㎡ 建物の状況

主要棟構造 鉄筋コンクリート造 主要棟延床面積 342.77㎡

主要棟階数 地上2階建て

5.利用状況 6.管理・運営に係る支出

4.防災情報

災害危険区域等 土砂災害警戒区域 受入避難者数

浸水情報 - 屋内： -

災害対応施設の指定等 - 屋外： -

周辺の災害対応施設の指定等の状況 鎌倉市役所（災害対策本部・災害応急対策活動拠点）/御成小学校（避難所）/源氏山公園（広域避難場所）

（老朽化、活用の可能性など）
昭和63年７月に株式会社国際不動産の住居と
して竣工した。その後一般財団法人センチュ
リー文化財団が所有していたが、寄附により
平成25年３月に鎌倉市が取得した。前所有者
が平成17年ごろ建物の一部をリフォームした
が、扉（屋上）の破損、ガラスのひび割れ、
シーリング材等に劣化などが見られる。

主要棟耐震性能 新耐震基準 - 取得価額等 -

バリアフリー
出入口スロープ： 無し 建物内スロープ： 無し

多目的トイレ： 無し エレベータ： 無し

光熱水費

年間利用数（N) - - 指定管理委託料 - -

確認中

平成28年度 平成27年度 平成28年度 平成27年度

-

確認中

平成28年度 平成27年度 土地・建物等賃借費 - -

- -

修繕費 - -

7.管理・運営に係る収入 大規模修繕等工事費 - -

利用状況 -

事業運営コスト
施
設
コ
ス
ト
（

C

)

建物管理委託費等 - -

- - 減価償却相当額

使用料・手数料 - - その他 -

合計（T) - - 利用あたりの支出（P/N) - -

その他 - - 合計(P) - -

利用あたりの収入（T/N) - - １㎡あたりの施設コスト（C/M） - -
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- 裏

【注記】

・鎌倉市役所 ・鎌倉歴史文化交流館 ・容積率等の記載内容：（容積率）/（建ぺい率）

・御成小学校、御成中学校 ・想定借地料単価：

・旧図書館 ・中央図書館 （鎌倉市公共施設再編計画におけるコスト試算単価）

・鎌倉市福祉センター ・地図及び航空写真は国土地理院ホームページより

・御成町在宅福祉サービスセンター

・鎌倉御成交番、鎌倉水道営業所（県施設）

・鎌倉税務署（国施設）

施設カルテ 整理番号： 11 平成29（2017）年度版

地図 航空写真

8.大規模工事履歴

年度 工事名称 金額 概要

（この写真の提供は不要です） （この写真の提供は不要です）

12.利活用の方向性 備考

隣接する交流館との一体的な整備

周辺の主な公共施設

7,000円/㎡・年

9.検討経過

＜検討経過など＞
　「武家の古都・鎌倉」世界遺産ガイダンス施設及び将来的な博物館整備の候補地として、平成25年3月に鎌倉市
が３棟と、建物と敷地を「扇ガ谷一丁目用地」（別添案内図参照）として取得した。ガイダンス施設予定地について
は、UNESCOの諮問機関であるICOMOSの不記載勧告を受け、政府が推薦を取り下げたため、（仮称）鎌倉歴史文
化交流センターに計画を変更し（平成26年3月に基本計画策定）、平成29年3月に改修工事等が完了し、同年５月
に鎌倉歴史文化交流館として開館した。
（仮称）鎌倉博物館予定地については、平成29年3月に佐助隧道につながる道路から鎌倉歴史文化交流館までの導
入路を整備した。将来的な博物館整備を検討しているが、基本構想等は未着手である。
＜支障となっている課題など＞
　当該施設は第一種低層住居専用地域に所在するため、建物の用途の目的によっては用途（変更）許可の手続きが必
要となる。（隣接する鎌倉歴史文化交流館は個人住居を博物館等施設に転用する計画であったことから、周辺住民の
理解を得るため、「日曜・祝日閉館、開館時間10：00～16：00」として用途許可を得た）

10.市民ニーズ・行政課題 11.サウンディング調査

＜行政地域面＞
（仮称）鎌倉博物館の整備、一時避難場所としての利用
及び備蓄食料等の保管の要望、修学旅行等で来訪した児
童の昼食場所としての開放

＜個別施設面＞
美術館、NPOセンターとしての活用など。

②

①

②

①
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- 表

（

利用あたりの収入（T/N) - - １㎡あたりの施設コスト（C/M） 7,206円/㎡ 8,167円/㎡

-

合計（T) - - 利用あたりの支出（P/N) - -

その他 - - 合計(P) 24百万円 25百万円

- - 減価償却相当額

使用料・手数料 - - その他 -

平成28年度 平成27年度 土地・建物等賃借費 - -

6百万円 7百万円

修繕費 9百万円 10百万円

7.管理・運営に係る収入 大規模修繕等工事費 - -

利用状況 -

事業運営コスト 9百万円 8百万円
施
設
コ
ス
ト
（

C

)

建物管理委託費等 - -

光熱水費

年間利用数（N) - - 指定管理委託料 - -

5.利用状況 6.管理・運営に係る支出

平成28年度 平成27年度 平成28年度 平成27年度

災害対応施設の指定等 - 屋外： -

周辺の災害対応施設の指定等の状況 深沢小・中学校（避難所）／深沢中学校（広域避難場所）

4.防災情報

災害危険区域等 土砂災害警戒区域 受入避難者数

浸水情報 - 屋内： -

ＲＣ造 主要棟延床面積 318.14㎡

バリアフリー
出入口スロープ： 無し 建物内スロープ： 無し
多目的トイレ： 無し エレベータ： 無し

（老朽化、活用の可能性など）
建物・設備は老朽化が進んでおり、
改修が必要。

主要棟階数 地上２階建て 主要棟建築年度 昭和 49

土地の
状況

（安全性、管理の状況など）　敷地のうち、平地面積は約10,000㎡
全体が北側接道（市道）へ傾斜地

アクセス 湘南モノレール湘南深沢駅から徒歩10分ほど

3.建物情報
棟数（主要棟名） 15棟（事務所棟） 全棟延床面積（M) 2,081.62㎡ 建物の状況

1974 ）年

主要棟耐震性能 耐震診断未済 - 取得価額等

主要棟構造

容積率等 150／60

その他の地
域地区

高度地区/宅地造成工事規制区域/土砂災害警戒区域/建築基準法第22条区域/景観計画区域

バリアフリー 北側接道（市道）とは高低差なし

所有形態 公有地 想定定期借地料 110百万円/年（注）

用途地域等 第一種中高層住居専用地域

取得価額等 -

建築確認： 7,506.58㎡ 評価額等 -

設置目的
など

し尿及び浄化槽汚泥等の受入

写
真
（
内
観
）

2.土地情報

敷地面積 路線価 102,000円/㎡

実測： 15,719.49㎡

直営

昭和36年

行政地域 深沢地域 所管部署 環境部環境センター
施設分類（再編計画） 対象外施設（⑤供給処理施設） 設置条例 鎌倉市クリーンセンター設置規程

施設カルテ （案） 整理番号： 12 平成29（2017）年度版

確認中

1.基本情報

写
真
（
外
観
）

施設名称 深沢クリーンセンター
所在地 笛田３-24-１ 設置日

財産区分 行政財産 根拠法 -

具体用途 し尿放流施設 管理形態
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- 裏

【注記】

・深沢小学校、深沢中学校 ・容積率等の記載内容：（容積率）/（建ぺい率）

・深沢行政センター ・想定借地料単価：

（支所、図書館、学習センター） （鎌倉市公共施設再編計画におけるコスト試算単価）

・教養センター ・地図及び航空写真は国土地理院ホームページより

・市営笛田住宅

・梶原口交番（県施設）

周辺の主な公共施設

7,000円/㎡・年

＜行政地域面＞公共下水道が普及しても、当該施設の機
能は必要であり、当該地を有効活用する場合は施設の集
約化や移転が必要。

＜個別施設面＞施設は老朽化しており、既存施設の集約
化や移転も視野に入れた検討を行う必要がある。

12.利活用の方向性 備考

市営住宅の集約化

（この写真の提供は不要です） （この写真の提供は不要です）

9.検討経過

＜検討経過など＞公共施設再編計画の先行事業として位置づけられている市営住宅の集約化事業の中で、当該地は１
次集約先の候補地となっている。

＜支障となっている課題など＞現在使用している、し尿及び浄化槽汚泥等の受入施設については早期の移転が難しい
ため、連動している建築物である受入・前処理棟、汚泥処理棟を残したまま集約化事業を行わなければならず、必要
とされている市営住宅の戸数を確保できない可能性がある。施設の用途から土壌汚染の可能性があるため、調査の結
果土壌汚染が確認された場合、その対策が必要となる。

10.市民ニーズ・行政課題 11.サウンディング調査

地図 航空写真

8.大規模工事履歴

年度 工事名称 金額 概要

施設カルテ 整理番号： 12 平成29（2017）年度版

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ａ

Ｂ

Ｃ
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- 表

（

利用あたりの収入（T/N) 53,846円/利用 63,636円/利用 １㎡あたりの施設コスト（C/M） - -

-

合計（T) 0.7百万円 0.7百万円 利用あたりの支出（P/N) 207,692円/利用 245,455円/利用

その他 - - 合計(P) 2.7百万円 2.7百万円

- - 減価償却相当額

使用料・手数料 0.7百万円 0.7百万円 その他 -

平成28年度 平成27年度 土地・建物等賃借費 - -

- -

修繕費 - -

7.管理・運営に係る収入 大規模修繕等工事費 - -

利用状況 居住者のみ利用

事業運営コスト 2百万円 2百万円
施
設
コ
ス
ト
（

C

)

建物管理委託費等 - -

光熱水費

年間利用数（N) 13人 11人 指定管理委託料 0.7百万円 0.7百万円

5.利用状況 6.管理・運営に係る支出

平成28年度 平成27年度 平成28年度 平成27年度

災害対応施設の指定等 - 屋外： -

周辺の災害対応施設の指定等の状況 玉縄中学校・植木小学校（避難所）/県立フラワーセンター大船植物園（広域避難所）

4.防災情報

災害危険区域等 - 受入避難者数

浸水情報 - 屋内： -

RC壁式 主要棟延床面積 240.68㎡

バリアフリー
出入口スロープ： 無し 建物内スロープ： 不要
多目的トイレ： 不要 エレベータ： 無し

（老朽化、活用の可能性など）
総戸数12戸。老朽化が進んでい
る。簡易耐火構造のため、活用は難
しい。

主要棟階数 地上２階建て 主要棟建築年度 昭和 31

土地の
状況

（安全性、管理の状況など）　平坦地・旗竿地

アクセス 岡本バス停より徒歩2分程度

3.建物情報
棟数（主要棟名） 2棟（１号棟） 全棟延床面積（M) 481.36㎡ 建物の状況

1956 ）年

主要棟耐震性能 耐震診断未済 - 取得価額等 -

主要棟構造

容積率等 200/60

その他の地
域地区

準防火地域/景観計画区域

バリアフリー -

所有形態 公有地 想定定期借地料 82百万円/年（注）

用途地域等 第一種住居地域

取得価額等 －

建築確認： 916.22㎡ 評価額等 －

設置目的
など

住宅困窮者に対して住宅を供給すること

写
真
（
内
観
）

2.土地情報

敷地面積 路線価 128,000円/㎡

公簿： 11,712.04㎡

指定管理

昭和31年度

行政地域 玉縄地域 所管部署 都市整備部建築住宅課
施設分類（再編計画） （11）市営住宅 設置条例 鎌倉市営住宅条例

施設カルテ （案） 整理番号： 13-１ 平成29（2017）年度版

確認中

1.基本情報

写
真
（
外
観
）

施設名称 市営住宅用地（市営植木住宅）
所在地 植木231 設置日

財産区分 行政財産 根拠法 公営住宅法

具体用途 住宅 管理形態
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- 裏

【注記】
・玉縄こどもセンター ・容積率等の記載内容：（容積率）/（建ぺい率）

（保育園・子育て支援センター） ・想定借地料単価：
・植木小学校、玉縄中学校 （鎌倉市公共施設再編計画におけるコスト試算単価）
・県立フラワーセンター大船植物園 ・地図及び航空写真は国土地理院ホームページより

周辺の主な公共施設

7,000円/㎡・年

＜行政地域面＞

＜個別施設面＞市有の市営住宅のなかでも、特に老朽化
が進んでいることから、居住者の早期の移転を促す必要
がある。施設の廃止等には居住者の住居の確保と引越し
が必要。

12.利活用の方向性 備考

市営住宅の集約化＊

＊集約化により余剰となったについては、用地リストを
公開し、その利活用の提案を民間事業者等に求め、市場
性を確認するとともに、市民の意見等も聞きながら、そ
の利活用を慎重に検討することが必要

（この写真の提供は不要です） （この写真の提供は不要です）

9.検討経過

＜検討経過など＞公共施設再編計画（平成27年3月策定）に基づき、老朽化が進む6団地について、1～2箇所程度
集約して整備することとしている。

＜支障となっている課題など＞集約化する候補地、施設計画や事業手法の検討が必要である。

10.市民ニーズ・行政課題 11.サウンディング調査

地図 航空写真

8.大規模工事履歴

年度 工事名称 金額 概要

施設カルテ 整理番号： 13-１ 平成29（2017）年度版
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- 表

（

利用あたりの収入（T/N) 128,788円/利用 120,853円/利用 １㎡あたりの施設コスト（C/M） - -

-

合計（T) 25.5百万円 25.5百万円 利用あたりの支出（P/N) 165,152円/利用 173,460円/利用

その他 0.2百万円 0.2百万円 合計(P) 32.7百万円 36.6百万円

- - 減価償却相当額

使用料・手数料 25.3百万円 25.3百万円 その他 -

平成28年度 平成27年度 土地・建物等賃借費 - -

- -

修繕費 - -

7.管理・運営に係る収入 大規模修繕等工事費 - -

利用状況 居住者のみ利用

事業運営コスト 24百万円 28.2百万円
施
設
コ
ス
ト
（

C

)

建物管理委託費等 - -

光熱水費

年間利用数（N) 198人 211人 指定管理委託料 8.7百万円 8.4百万円

5.利用状況 6.管理・運営に係る支出

平成28年度 平成27年度 平成28年度 平成27年度

災害対応施設の指定等 - 屋外： -

周辺の災害対応施設の指定等の状況 富士塚小学校（避難所・広域避難所）/深沢多目的スポーツ広場（広域避難所）

4.防災情報

災害危険区域等 土砂災害警戒区域 受入避難者数

浸水情報 - 屋内： -

RC壁式 主要棟延床面積 1627..51

バリアフリー
出入口スロープ： 無し 建物内スロープ： 無し
多目的トイレ： 不要 エレベータ： 無し

（老朽化、活用の可能性など）
総戸数142戸。老朽化が進んでい
る。特に、第３～６住宅は簡易耐火
構造のため、活用は難しい。

主要棟階数 地上５階建て 主要棟建築年度 昭和 54

土地の
状況

（安全性、管理の状況など）　道路との高低差有（最大約13M）。第４，５住宅はひな壇造成。第6住
宅は道路をはさんだ南側に立地。

アクセス 湘南深沢駅より徒歩５分程度

3.建物情報
棟数（主要棟名） 19棟（深沢第１住宅） 全棟延床面積（M) 7,169.17㎡ 建物の状況

1979 ）年

主要棟耐震性能 耐震診断未済 - 取得価額等 -

主要棟構造

容積率等 200/60

その他の地
域地区

準防火地域/土砂災害警戒区域/宅地造成工事規制区域/埋葬文化財包蔵地（一部）/景観計画区域

バリアフリー -

所有形態 公有地 想定定期借地料 86百万円/年（注）

用途地域等 第一種住居地域

取得価額等 －

建築確認： 13,752.08㎡ 評価額等 －

設置目的
など

住宅困窮者に対して住宅を供給すること

写
真
（
内
観
）

2.土地情報

敷地面積 路線価 127,000円/㎡

公簿： 12,245.10㎡

指定管理

昭和35年度

行政地域 深沢地域 所管部署 都市整備部建築住宅課
施設分類（再編計画） （11）市営住宅 設置条例 鎌倉市営住宅条例

施設カルテ （案） 整理番号： 13-２ 平成29（2017）年度版

確認中

1.基本情報

写
真
（
外
観
）

施設名称 市営住宅用地（市営深沢
フカサワ

住宅）
所在地 寺分448 設置日

財産区分 行政財産 根拠法 公営住宅法

具体用途 住宅 管理形態
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- 裏

【注記】
・深沢行政センター ・容積率等の記載内容：（容積率）/（建ぺい率）

（支所、図書館、学習センター） ・想定借地料単価：
・富士塚小学校、深沢小学校、深沢中学校 （鎌倉市公共施設再編計画におけるコスト試算単価）

・地図及び航空写真は国土地理院ホームページより

周辺の主な公共施設

7,000円/㎡・年

＜行政地域面＞敷地の一部が深沢地域整備事業の用地と
なっている。

＜個別施設面＞集約化の第二次集約の候補地の一つとし
て検討中。建替え等には居住者の住居の確保と引越しが
必要。

12.利活用の方向性 備考

市営住宅の集約化＊

＊集約化により余剰となったについては、用地リストを
公開し、その利活用の提案を民間事業者等に求め、市場
性を確認するとともに、市民の意見等も聞きながら、そ
の利活用を慎重に検討することが必要

（この写真の提供は不要です） （この写真の提供は不要です）

9.検討経過

＜検討経過など＞公共施設再編計画（平成27年3月策定）に基づき、老朽化が進む6団地について、1～2箇所程度
集約して整備することとしている。

＜支障となっている課題など＞集約化する候補地、施設計画や事業手法の検討が必要である。

10.市民ニーズ・行政課題 11.サウンディング調査

地図 航空写真

8.大規模工事履歴

年度 工事名称 金額 概要

施設カルテ 整理番号： 13-２ 平成29（2017）年度版

Ａ

Ｂ

Ａ
Ｂ
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- 表

（

利用あたりの収入（T/N) 107,059円/利用 102,222円/利用 １㎡あたりの施設コスト（C/M） - -

-

合計（T) 9.1百万円 9.2百万円 利用あたりの支出（P/N) 189,412円/利用 200,000円/利用

その他 - - 合計(P) 16.1百万円 18百万円

- - 減価償却相当額

使用料・手数料 9.1百万円 9.2百万円 その他 -

平成28年度 平成27年度 土地・建物等賃借費 - -

- -

修繕費 - -

7.管理・運営に係る収入 大規模修繕等工事費 - -

利用状況 居住者のみ利用

事業運営コスト 11.8百万円 13.9百万円
施
設
コ
ス
ト
（

C

)

建物管理委託費等 - -

光熱水費

年間利用数（N) 85人 90人 指定管理委託料 4.3百万円 4.1百万円

5.利用状況 6.管理・運営に係る支出

平成28年度 平成27年度 平成28年度 平成27年度

災害対応施設の指定等 - 屋外： -

周辺の災害対応施設の指定等の状況 深沢小学校（避難所）/深沢中学校（避難所・広域避難所）/笛田公園（広域避難所）

4.防災情報

災害危険区域等 - 受入避難者数

浸水情報 内水はん濫浸水想定区域 屋内： -

RC壁式 主要棟延床面積 235.07㎡

バリアフリー
出入口スロープ： 無し 建物内スロープ： 不要
多目的トイレ： 不要 エレベータ： 無し

（老朽化、活用の可能性など）
総戸数70戸。老朽化が進んでい
る。簡易耐火構造のため、活用は難
しい。

主要棟階数 地上２階建て 主要棟建築年度 昭和 39

土地の
状況

（安全性、管理の状況など）　平坦地

アクセス 湘南深沢駅より徒歩15分程度

3.建物情報
棟数（主要棟名） 13棟（笛田第１住宅） 全棟延床面積（M) 2,929.88㎡ 建物の状況

1964 ）年

主要棟耐震性能 耐震診断未済 - 取得価額等 -

主要棟構造

容積率等 150/60

その他の地
域地区

高度地区/建築基準法第22条区域/景観計画区域

バリアフリー -

所有形態 公有地 想定定期借地料 41百万円/年（注）

用途地域等 第一種中高層住居専用地域

取得価額等 －

建築確認： 6,841.32㎡ 評価額等 －

設置目的
など

住宅困窮者に対して住宅を供給すること

写
真
（
内
観
）

2.土地情報

敷地面積 路線価 103,000円/㎡

公簿： 5,882.71㎡

指定管理

昭和35年度

行政地域 深沢地域 所管部署 都市整備部建築住宅課
施設分類（再編計画） （11）市営住宅 設置条例 鎌倉市営住宅条例

施設カルテ （案） 整理番号： 13-３ 平成29（2017）年度版

確認中

1.基本情報

写
真
（
外
観
）

施設名称 市営住宅用地（市営笛田住宅）
所在地 鎌倉市笛田3-23 設置日

財産区分 行政財産 根拠法 公営住宅法

具体用途 住宅 管理形態
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- 裏

【注記】

・深沢行政センター ・容積率等の記載内容：（容積率）/（建ぺい率）

（支所、図書館、学習センター） ・想定借地料単価：

・深沢小学校、深沢中学校 （鎌倉市公共施設再編計画におけるコスト試算単価）

・笛田公園 ・地図及び航空写真は国土地理院ホームページより

周辺の主な公共施設

7,000円/㎡・年

＜行政地域面＞

＜個別施設面＞集約化の第一次集約の候補地として検討
を進める。建替え等には居住者の住居の確保と引越しが
必要。

12.利活用の方向性 備考

市営住宅の集約化＊

＊集約化により余剰となったについては、用地リストを
公開し、その利活用の提案を民間事業者等に求め、市場
性を確認するとともに、市民の意見等も聞きながら、そ
の利活用を慎重に検討することが必要

（この写真の提供は不要です） （この写真の提供は不要です）

9.検討経過

＜検討経過など＞公共施設再編計画（平成27年3月策定）に基づき、老朽化が進む6団地について、1～2箇所程度
集約して整備することとしている。

＜支障となっている課題など＞集約化する候補地、施設計画や事業手法の検討が必要である。

10.市民ニーズ・行政課題 11.サウンディング調査

地図 航空写真

8.大規模工事履歴

年度 工事名称 金額 概要

施設カルテ 整理番号： 13-３ 平成29（2017）年度版
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- 表

（

利用あたりの収入（T/N) 98,413円/利用 92,537円/利用 １㎡あたりの施設コスト（C/M） - -

-

合計（T) 6.2百万円 6.2百万円 利用あたりの支出（P/N) 204,762円/利用 214,925円/利用

その他 - - 合計(P) 12.9百万円 14.4百万円

- - 減価償却相当額

使用料・手数料 6.2百万円 6.2百万円 その他 -

平成28年度 平成27年度 土地・建物等賃借費 - -

- -

修繕費 - -

7.管理・運営に係る収入 大規模修繕等工事費 - -

利用状況 居住者のみ利用

事業運営コスト 9.5百万円 11.1百万円
施
設
コ
ス
ト
（

C

)

建物管理委託費等 - -

光熱水費

年間利用数（N) 63人 67人 指定管理委託料 3.4百万円 3.3百万円

5.利用状況 6.管理・運営に係る支出

平成28年度 平成27年度 平成28年度 平成27年度

災害対応施設の指定等 - 屋外： -

周辺の災害対応施設の指定等の状況 深沢小学校（避難所）/深沢中学校（避難所・広域避難所）/笛田公園（広域避難所）

4.防災情報

災害危険区域等 土砂災害警戒区域 受入避難者数

浸水情報 - 屋内： -

RC壁式 主要棟延床面積 498.47㎡

バリアフリー
出入口スロープ： 無し 建物内スロープ： 無し
多目的トイレ： 不要 エレベータ： 無し

（老朽化、活用の可能性など）
総戸数56戸。老朽化が進んでい
る。特に第2住宅が簡易耐火構造の
ため、活用は難しい。第１、3住宅
は耐震診断済（改修不要）

主要棟階数 地上４階建て 主要棟建築年度 昭和 42

土地の
状況

（安全性、管理の状況など）　2段造成。高低差有（約1.5ｍ）。

アクセス 西梶原バス停より徒歩３分程度

3.建物情報
棟数（主要棟名） ３棟（梶原第１住宅） 全棟延床面積（M) 2,359.48㎡ 建物の状況

1967 ）年

主要棟耐震性能 耐震改修不要 Is値：0.7 取得価額等 -

主要棟構造

容積率等 200/60

その他の地
域地区

高度地区/埋蔵文化財包蔵地/準防火地域/景観計画区域

バリアフリー -

所有形態 公有地 想定定期借地料 31百万円/年（注）

用途地域等 第一種中高層住居専用地域

取得価額等 －

建築確認： 5,260.83㎡ 評価額等 －

設置目的
など

住宅困窮者に対して住宅を供給すること

写
真
（
内
観
）

2.土地情報

敷地面積 路線価 103,000円/㎡

公簿： 4,405.36㎡

指定管理

昭和42年度

行政地域 深沢地域 所管部署 都市整備部建築住宅課
施設分類（再編計画） （11）市営住宅 設置条例 鎌倉市営住宅条例

施設カルテ （案） 整理番号： 13-４ 平成29（2017）年度版

確認中

1.基本情報

写
真
（
外
観
）

施設名称 市営住宅用地（市営梶原住宅）
所在地 鎌倉市梶原4-2-2～4 設置日

財産区分 行政財産 根拠法 公営住宅法

具体用途 住宅 管理形態
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- 裏

【注記】

・深沢こどもセンター ・容積率等の記載内容：（容積率）/（建ぺい率）

・想定借地料単価：

・梶原こども会館 （鎌倉市公共施設再編計画におけるコスト試算単価）

・深沢中学校 ・地図及び航空写真は国土地理院ホームページより

・笛田公園

周辺の主な公共施設

7,000円/㎡・年

＜行政地域面＞

＜個別施設面＞集約化の第二次集約の候補地の一つとし
て検討中。建替え等には居住者の住居の確保と引越しが
必要。

12.利活用の方向性 備考

市営住宅の集約化＊

＊集約化により余剰となったについては、用地リストを
公開し、その利活用の提案を民間事業者等に求め、市場
性を確認するとともに、市民の意見等も聞きながら、そ
の利活用を慎重に検討することが必要

（保育園、子育て支援センター、障害児活動支援センター）

（この写真の提供は不要です） （この写真の提供は不要です）

9.検討経過

＜検討経過など＞公共施設再編計画（平成27年3月策定）に基づき、老朽化が進む6団地について、1～2箇所程度
集約して整備することとしている。

＜支障となっている課題など＞集約化する候補地、施設計画や事業手法の検討が必要である。

10.市民ニーズ・行政課題 11.サウンディング調査

地図 航空写真

8.大規模工事履歴

年度 工事名称 金額 概要

施設カルテ 整理番号： 13-４ 平成29（2017）年度版
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- 表

（

利用あたりの収入（T/N) 98,010円/利用 97,073円/利用 １㎡あたりの施設コスト（C/M） - -

-

合計（T) 19.7百万円 19.9百万円 利用あたりの支出（P/N) 132,836円/利用 145,854円/利用

その他 0.4百万円 0.3百万円 合計(P) 26.7百万円 29.9百万円

- - 減価償却相当額

使用料・手数料 19.3百万円 19.6百万円 その他 -

平成28年度 平成27年度 土地・建物等賃借費 - -

- -

修繕費 - -

7.管理・運営に係る収入 大規模修繕等工事費 - -

利用状況 居住者のみ利用

事業運営コスト 19.6百万円 23百万円
施
設
コ
ス
ト
（

C

)

建物管理委託費等 - -

光熱水費

年間利用数（N) 201人 205人 指定管理委託料 7.1百万円 6.9百万円

5.利用状況 6.管理・運営に係る支出

平成28年度 平成27年度 平成28年度 平成27年度

災害対応施設の指定等 - 屋外： -

周辺の災害対応施設の指定等の状況 深沢小学校（避難所）/深沢中学校（避難所・広域避難所）/笛田公園（広域避難所）

4.防災情報

災害危険区域等 土砂災害警戒区域 受入避難者数

浸水情報 - 屋内： -

RC壁式 主要棟延床面積 772.56㎡

バリアフリー
出入口スロープ： 無し 建物内スロープ： 無し
多目的トイレ： 不要 エレベータ： 無し

（老朽化、活用の可能性など）
総戸数116戸。老朽化が進んでい
る。第１、２住宅は耐震診断済（改
修不要）

主要棟階数 ５階 主要棟建築年度 昭和 44

土地の
状況

（安全性、管理の状況など）　ひな壇造成。高低差有（約5.5ｍ）。
第１、２住宅の敷地と第３～6住宅の敷地が約70ｍ離れている。

アクセス 日当バス停より徒歩３分程度

3.建物情報
棟数（主要棟名） ６棟（梶原東第１住宅） 全棟延床面積（M) 5,538.61㎡ 建物の状況

1969 ）年

主要棟耐震性能 耐震改修不要 Is値：1.0 取得価額等 -

主要棟構造

容積率等 200/60

その他の地
域地区

高度地区/準防火地域/景観計画区域

バリアフリー -

所有形態 公有地 想定定期借地料 37百万円/年（注）

用途地域等 第一種中高層住居専用地域

取得価額等 －

建築確認： 5,260.83㎡ 評価額等 －

設置目的
など

住宅困窮者に対して住宅を供給すること

写
真
（
内
観
）

2.土地情報

敷地面積 路線価 108,000円/㎡

公簿： 5,218.50㎡

指定管理

昭和44年度

行政地域 深沢地域 所管部署 都市整備部建築住宅課
施設分類（再編計画） （11）市営住宅 設置条例 鎌倉市営住宅条例

施設カルテ （案） 整理番号： 13-５ 平成29（2017）年度版

確認中

1.基本情報

写
真
（
外
観
）

施設名称 市営住宅用地（市営梶原東住宅）
所在地 梶原4-2-8・9、4-5-1～4 設置日

財産区分 行政財産 根拠法 公営住宅法

具体用途 住宅 管理形態
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- 裏

【注記】

・深沢こどもセンター ・容積率等の記載内容：（容積率）/（建ぺい率）

・想定借地料単価：

・梶原こども会館 （鎌倉市公共施設再編計画におけるコスト試算単価）

・深沢中学校 ・地図及び航空写真は国土地理院ホームページより

・笛田公園

周辺の主な公共施設

7,000円/㎡・年

＜行政地域面＞

＜個別施設面＞集約化の第二次集約の候補地の一つとし
て検討中。建替え等には居住者の住居の確保と引越しが
必要。

12.利活用の方向性 備考

市営住宅の集約化＊

＊集約化により余剰となったについては、用地リストを
公開し、その利活用の提案を民間事業者等に求め、市場
性を確認するとともに、市民の意見等も聞きながら、そ
の利活用を慎重に検討することが必要

（保育園、子育て支援センター、障害児活動支援センター）

（この写真の提供は不要です） （この写真の提供は不要です）

9.検討経過

＜検討経過など＞公共施設再編計画（平成27年3月策定）に基づき、老朽化が進む6団地について、1～2箇所程度
集約して整備することとしている。

＜支障となっている課題など＞集約化する候補地、施設計画や事業手法の検討が必要である。

10.市民ニーズ・行政課題 11.サウンディング調査

地図 航空写真

8.大規模工事履歴

年度 工事名称 金額 概要

施設カルテ 整理番号： 13-５ 平成29（2017）年度版

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ
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- 表

（

利用あたりの収入（T/N) 80,925円/利用 82,682円/利用 １㎡あたりの施設コスト（C/M） - -

-

合計（T) 14百万円 14.8百万円 利用あたりの支出（P/N) 133,526円/利用 143,575円/利用

その他 0.5百万円 0.5百万円 合計(P) 23.1百万円 25.7百万円

- - 減価償却相当額

使用料・手数料 13.5百万円 14.3百万円 その他 -

平成28年度 平成27年度 土地・建物等賃借費 - -

- -

修繕費 - -

7.管理・運営に係る収入 大規模修繕等工事費 - -

利用状況 居住者のみ利用

事業運営コスト 16.9百万円 19.8百万円
施
設
コ
ス
ト
（

C

)

建物管理委託費等 - -

光熱水費

年間利用数（N) 173人 179人 指定管理委託料 6.2百万円 5.9百万円

5.利用状況 6.管理・運営に係る支出

平成28年度 平成27年度 平成28年度 平成27年度

災害対応施設の指定等 - 屋外：

周辺の災害対応施設の指定等の状況 玉縄中学校（避難所）/県立フラワーセンター大船植物園（広域避難所）

4.防災情報

災害危険区域等 - 受入避難者数

浸水情報 洪水・内水はん濫浸水想定区域（0.5ｍ以上1.0ｍ未満） 屋内：

RC壁式 主要棟延床面積 356.76㎡

バリアフリー
出入口スロープ： 無し 建物内スロープ： 無し
多目的トイレ： 不要 エレベータ： 無し

（老朽化、活用の可能性など）
総戸数100戸。老朽化が進んでい
る。

主要棟階数 ４階 主要棟建築年度 昭和 45

土地の
状況

（安全性、管理の状況など）　第１、第２と第３～５住宅の間に道路がある。平坦地。

アクセス 南岡本バス停より徒歩３分

3.建物情報
棟数（主要棟名） 5棟（岡本東第１住宅） 全棟延床面積（M) 5,023.60㎡ 建物の状況

1970 ）年

主要棟耐震性能 耐震診断未済 - 取得価額等 -

主要棟構造

容積率等 200/60

その他の地
域地区

建築基準法第22条区域/景観計画区域

バリアフリー -

所有形態 公有地 想定定期借地料 36百万円/年（注）

用途地域等 工業地域

取得価額等 －

建築確認： 5,388.40㎡ 評価額等 －

設置目的
など

住宅困窮者に対して住宅を供給すること

写
真
（
内
観
）

2.土地情報

敷地面積 路線価 117,000円/㎡

公簿： 5,181.30㎡

指定管理

昭和45年度

行政地域 玉縄地域 所管部署 都市整備部建築住宅課
施設分類（再編計画） （11）市営住宅 設置条例 鎌倉市営住宅条例

施設カルテ （案） 整理番号： 13-６ 平成29（2017）年度版

確認中

1.基本情報

写
真
（
外
観
）

施設名称 市営住宅用地（市営岡本住宅）
所在地 岡本1324 設置日

財産区分 行政財産 根拠法 公営住宅法

具体用途 住宅 管理形態
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- 裏

【注記】

・玉縄中学校 ・容積率等の記載内容：（容積率）/（建ぺい率）

・フラワーセンター大船植物園（県施設） ・想定借地料単価：

（鎌倉市公共施設再編計画におけるコスト試算単価）

・地図及び航空写真は国土地理院ホームページより

周辺の主な公共施設

7,000円/㎡・年

＜行政地域面＞

＜個別施設面＞集約化の第二次集約の候補地の一つとし
て検討中。建替え等には居住者の住居の確保と引越しが
必要。

12.利活用の方向性 備考

市営住宅の集約化＊

＊集約化により余剰となったについては、用地リストを
公開し、その利活用の提案を民間事業者等に求め、市場
性を確認するとともに、市民の意見等も聞きながら、そ
の利活用を慎重に検討することが必要

（この写真の提供は不要です） （この写真の提供は不要です）

9.検討経過

＜検討経過など＞公共施設再編計画（平成27年3月策定）に基づき、老朽化が進む6団地について、1～2箇所程度
集約して整備することとしている。

＜支障となっている課題など＞集約化する候補地、施設計画や事業手法の検討が必要である。

10.市民ニーズ・行政課題 11.サウンディング調査

地図 航空写真

8.大規模工事履歴

年度 工事名称 金額 概要

施設カルテ 整理番号： 13-６ 平成29（2017）年度版

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ
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- 表

（

利用あたりの収入（T/N) １㎡あたりの施設コスト（C/M） 0円/㎡ 0円/㎡

合計（T) 0百万円 0百万円 利用あたりの支出（P/N)

その他 合計(P) 0百万円 0百万円

減価償却相当額

使用料・手数料 その他

平成28年度 平成27年度 土地・建物等賃借費

修繕費

7.管理・運営に係る収入 大規模修繕等工事費

利用状況

事業運営コスト
施
設
コ
ス
ト
（

C

)

建物管理委託費等

光熱水費

確認中

年間利用数（N) 指定管理委託料

5.利用状況 6.管理・運営に係る支出

平成28年度 平成27年度 平成28年度 平成27年度

災害対応施設の指定等 - 屋外： -

周辺の災害対応施設の指定等の状況 第一小学校(避難所）/鎌倉消防署（津波避難ビル）

4.防災情報

災害危険区域等 - 受入避難者数

浸水情報 津波想定浸水範囲(５ｍ以上８ｍ未満) 屋内： -

ＲＣ(気泡)壁式 主要棟延床面積 494.65㎡

バリアフリー
出入口スロープ： 無し 建物内スロープ： 無し
多目的トイレ： 無し エレベータ： 不要

（老朽化、活用の可能性など）
防災上の観点から、子ども関連施設
としての再利用は難しいと考えてお
り、既存の園舎は解体し、土地を売
却する計画にある。

主要棟階数 地上1階 主要棟建築年度 昭和 47

土地の
状況

（安全性、管理の状況など）　敷地の盤面はほぼ平坦な整形地

アクセス JR鎌倉駅から徒歩約14分ほど(約1,100ｍ)

3.建物情報
棟数（主要棟名） 1棟 全棟延床面積（M) 494.65㎡ 建物の状況

1972 ）年

主要棟耐震性能 耐震改修済 Is値：0.6 取得価額等 -

主要棟構造

容積率等 200/60　

その他の地
域地区

準防火地域/景観地区/埋蔵文化財包蔵地/景観計画区域

バリアフリー 東側の道路とはほぼ平坦で高低差なし

所有形態 公有地 想定定期借地料 8百万円/年（注）

用途地域等 第一種住居地域

取得価額等 －

建築確認： 1,200.23㎡ 評価額等 －

設置目的
など

保育所として

写
真
（
内
観
）

2.土地情報

敷地面積 路線価 156,000円/㎡

実測： 1,200.23㎡

昭和47年

行政地域 鎌倉地域 所管部署 こどもみらい部保育課
施設分類（再編計画） （5）子育て関連施設 設置条例 鎌倉市保育所設置条例

施設カルテ （案） 整理番号： 14-1 平成29（2017）年度版

1.基本情報

写
真
（
外
観
）

施設名称 材木座保育園敷地
所在地 材木座3-5-8 設置日

財産区分 行政財産 根拠法 児童福祉法

具体用途 保育所 管理形態 直営
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- 裏

【注記】

・鎌倉市立第一小学校第一小学校 ・容積率等の記載内容：（容積率）/（建ぺい率）

・鎌倉市体育館鎌倉体育館、見田記念体育館 ・想定借地料単価：

・鎌倉海浜公園鎌倉海浜公園 （鎌倉市公共施設再編計画におけるコスト試算単価）

・鎌倉消防署 ・地図及び航空写真は国土地理院ホームページより

・鎌倉保健福祉事務所鎌倉保健福祉事務所（県施設）

・鎌倉女学院（高校・中学）鎌倉警察署（県施設）

・鎌倉警察署鎌倉女学院（高校・中学）（民間）

・鎌倉簡易裁判所（国施設）

周辺の主な公共施設

7,000円/㎡・年

＜行政地域面＞
（仮称）由比ガ浜こどもセンターへの移転後、既存の園
舎は解体し、土地を売却する計画。

＜個別施設面＞

12.利活用の方向性 備考

　用地リストを公開し、その利活用の提案を民間事業者
等に求め、市場性を確認するとともに、市民の意見等も
聞きながら、その利活用を慎重に検討することが必要

　敷地境界が不明確であり、敷地外と思われるが築造者
不明の危険ブロック塀がある。また、敷地東側の植栽帯
の一部が、建築基準法第42条第２項道路区域（セット
バック区域）に属する。

（この写真の提供は不要です） （この写真の提供は不要です）

9.検討経過

＜検討経過など＞
防災上の観点から、（仮称）由比ガ浜こどもセンターの建設、当センターへの移転を進めており、子ども関連施設と
しての再利用は難しいと考えており、既存の園舎は解体し、土地を売却する計画にある。

＜支障となっている課題など＞
敷地境界が不明確であり、敷地外と思われるが築造者不明の老朽化した危険ブロック塀がある。また、敷地東側の植
栽帯の一部が、建築基準法第42条第２項道路区域（セットバック区域）に属する。

10.市民ニーズ・行政課題 11.サウンディング調査

地図 航空写真

8.大規模工事履歴

年度 工事名称 金額 概要

平成25年度 鎌倉市立材木座保育園耐震改修 26,670千円 鉄骨屋根部分の耐震改修修繕

施設カルテ 整理番号： 14-1 平成29（2017）年度版
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- 表

（

利用あたりの収入（T/N) １㎡あたりの施設コスト（C/M） 0円/㎡ 0円/㎡

合計（T) 0百万円 0百万円 利用あたりの支出（P/N)

その他 合計(P) 0百万円 0百万円

減価償却相当額

使用料・手数料 その他

平成28年度 平成27年度 土地・建物等賃借費

修繕費

7.管理・運営に係る収入 大規模修繕等工事費

利用状況

事業運営コスト
施
設
コ
ス
ト
（

C

)

建物管理委託費等

光熱水費

確認中

年間利用数（N) 指定管理委託料

5.利用状況 6.管理・運営に係る支出

平成28年度 平成27年度 平成28年度 平成27年度

災害対応施設の指定等 - 屋外： -

周辺の災害対応施設の指定等の状況 稲村ヶ崎小学校(避難所)/斉藤ビル/御成中学校(避難所・広域避難所）

4.防災情報

災害危険区域等 - 受入避難者数

浸水情報 津波想定浸水範囲(５ｍ以上８ｍ未満) 屋内： -

サーモコン構造 主要棟延床面積 462.00㎡

バリアフリー
出入口スロープ： 不要 建物内スロープ：

多目的トイレ： 無し エレベータ： 不要

（老朽化、活用の可能性など）
防災上の観点から、子ども関連施設
としての再利用は難しいと考えてお
り、既存の園舎は解体し、土地を売
却する計画にある。

主要棟階数 １階 主要棟建築年度 昭和 50

土地の
状況

（安全性、管理の状況など）　敷地の盤面はほぼ平坦であるが、敷地と前面道路は高低差がある。
隣接する御嶽大神を取り囲む形で、変形の「コ」の字型をした不整形地。

アクセス 江ノ島電鉄長谷駅から徒歩約４分ほど(約300ｍ)

3.建物情報
棟数（主要棟名） １棟 全棟延床面積（M) 462.00㎡ 建物の状況

1975 ）年

主要棟耐震性能 耐震改修済 Is値：0.6 取得価額等 -

主要棟構造

容積率等 200/60　／　200/80

その他の地
域地区

準防火地域/景観地区/埋蔵文化財包蔵地/景観計画区域

バリアフリー 敷地西側および南側の石積擁壁(高さ2.0ｍ程度)が設置されており、敷地と前面道路は高低差がある。

所有形態 公有地 想定定期借地料 10百万円/年（注）

用途地域等 第一種住居地域　／　近隣商業地域

取得価額等 －

建築確認： 1,091.89㎡ 評価額等 －

設置目的
など

保育所として

写
真
（
内
観
）

2.土地情報

敷地面積 路線価 189,000円/㎡

実測： 1,496.52㎡

昭和50年

行政地域 鎌倉地域 所管部署 こどもみらい部保育課
施設分類（再編計画） （5）子育て関連施設 設置条例 鎌倉市保育所設置条例

施設カルテ （案） 整理番号： 14-2 平成29（2017）年度版

1.基本情報

写
真
（
外
観
）

施設名称 稲瀬川保育園敷地
所在地 長谷2-20-18 設置日

財産区分 行政財産 根拠法 児童福祉法

具体用途 保育所 管理形態 直営
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- 裏

【注記】

・鎌倉文学館 ・容積率等の記載内容：（容積率）/（建ぺい率）

・吉屋信子記念館 ・想定借地料単価：

・鎌倉海浜公園 （鎌倉市公共施設再編計画におけるコスト試算単価）

・長谷交番（県施設） ・地図及び航空写真は国土地理院ホームページより

周辺の主な公共施設

7,000円/㎡・年

＜行政地域面＞
仮称）由比ガ浜こどもセンターへの移転後、既存の園舎
は解体し、土地を売却する計画

＜個別施設面＞

12.利活用の方向性 備考

　用地リストを公開し、その利活用の提案を民間事業者
等に求め、市場性を確認するとともに、市民の意見等も
聞きながら、その利活用を慎重に検討することが必要

　敷地西側および南側の石積擁壁については劣化が認め
られる。

（この写真の提供は不要です） （この写真の提供は不要です）

9.検討経過

＜検討経過など＞
防災上の観点から、（仮称）由比ガ浜こどもセンターの建設、当センターへの移転を進めており、子ども関連施設と
しての再利用は難しいと考えており、既存の園舎は解体し、土地を売却する計画にある。

＜支障となっている課題など＞
敷地境界に不明確な部分がある、境界地権者との協議が必要である。また、敷地西側および南側の石積擁壁について
は劣化が認められる。

10.市民ニーズ・行政課題 11.サウンディング調査

地図 航空写真

8.大規模工事履歴

年度 工事名称 金額 概要

平成25年度 鎌倉市立稲瀬川保育園改修修繕 10,301千円 既存建物２階部分の解体撤去

施設カルテ 整理番号： 14-2 平成29（2017）年度版
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- 表

（

利用あたりの収入（T/N) - - １㎡あたりの施設コスト（C/M） - -

合計（T) - - 利用あたりの支出（P/N) - -

その他 - - 合計(P) - -

- - 減価償却相当額 - -

使用料・手数料 - - その他 - -

平成28年度 平成27年度 土地・建物等賃借費 - -

- -

修繕費 - -

7.管理・運営に係る収入 大規模修繕等工事費 - -

利用状況
二階堂親和会及び鎌倉市老人クラ
ブ連合会に一部貸付中。

事業運営コスト
施
設
コ
ス
ト
（

C

)

建物管理委託費等 - -

光熱水費

確認中

年間利用数（N) 指定管理委託料 - -

5.利用状況 6.管理・運営に係る支出

平成28年度 平成27年度 平成28年度 平成27年度

災害対応施設の指定等 - 屋外： -

周辺の災害対応施設の指定等の状況 -

4.防災情報

災害危険区域等 土砂災害警戒区域 受入避難者数

浸水情報 - 屋内： -

主要棟延床面積

バリアフリー
出入口スロープ： 建物内スロープ：

多目的トイレ： エレベータ：

（老朽化、活用の可能性など）

主要棟階数 主要棟建築年度

土地の
状況

（安全性、管理の状況など）　ほぼ平坦な不整形地

アクセス 鎌倉駅から約2.3km（直線距離）

3.建物情報
棟数（主要棟名） 全棟延床面積（M) 建物の状況

）年

主要棟耐震性能 取得価額等

主要棟構造

容積率等 80/40

その他の地
域地区

第2種風致地区/歴史的風土保存区域/宅地造成工事規制区域/土砂災害警戒区域/埋蔵文化財包蔵地/建築基準法第
22条区域/景観計画区域

バリアフリー 道路との高低差なし

所有形態 公有地 想定定期借地料 11百万円/年（注）

用途地域等 第一種低層住居専用地域

取得価額等 -

建築確認： 637.06㎡ 評価額等 -

設置目的
など

土地開発公社の経営の健全化計画に基づき、公社から買換え

写
真
（
内
観
）

2.土地情報

敷地面積 路線価 95,000円/㎡

実測： 1,506.84㎡

平成29年3月7日

行政地域 鎌倉地域 所管部署 総務部管財課
施設分類（再編計画） 対象外施設（⑧その他） 設置条例 -

施設カルテ （案） 整理番号： 15 平成29（2017）年度版

1.基本情報

写
真
（
外
観
）

施設名称 二階堂用地
所在地 二階堂字獅子舞584-２　外 設置日

財産区分 普通財産 根拠法 -

具体用途 - 管理形態 直営
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- 裏

【注記】

・容積率等の記載内容：（容積率）/（建ぺい率）

・想定借地料単価：

（鎌倉市公共施設再編計画におけるコスト試算単価）

・地図及び航空写真は国土地理院ホームページより

周辺の主な公共施設

7,000円/㎡・年

＜行政地域面＞

＜個別施設面＞

12.利活用の方向性 備考

　用地リストを公開し、その利活用の提案を民間事業者
等に求め、市場性を確認するとともに、市民の意見等も
聞きながら、その利活用を慎重に検討することが必要

（この写真の提供は不要です） （この写真の提供は不要です）

9.検討経過

＜検討経過など＞
産業振興課からの依頼で、鎌倉市土地開発公社が市民農園用地として先行取得を行ったが、平成28年２月17日付け
で市民農園としての事業目的を廃止。

＜支障となっている課題など＞

10.市民ニーズ・行政課題 11.サウンディング調査

地図 航空写真

8.大規模工事履歴

年度 工事名称 金額 概要

施設カルテ 整理番号： 15 平成29（2017）年度版
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- 表

（

利用あたりの収入（T/N) - - １㎡あたりの施設コスト（C/M） - -

合計（T) - - 利用あたりの支出（P/N) - -

その他 - - 合計(P) 0.1百万円 0.2百万円

- - 減価償却相当額 - -

使用料・手数料 - - その他 0.1百万円 0.2百万円

平成28年度 平成27年度 土地・建物等賃借費 - -

- -

修繕費 - -

7.管理・運営に係る収入 大規模修繕等工事費 - -

利用状況
子ども広場、材木座自治連合会防
災倉庫、津波避難場所として利用
されている。

事業運営コスト
施
設
コ
ス
ト
（

C

)

建物管理委託費等 - -

光熱水費

確認中

年間利用数（N) - - 指定管理委託料 - -

5.利用状況 6.管理・運営に係る支出

平成28年度 平成27年度 平成28年度 平成27年度

災害対応施設の指定等 - 屋外： -

周辺の災害対応施設の指定等の状況 第一中学校（避難所）

4.防災情報

災害危険区域等 土砂災害警戒区域 受入避難者数

浸水情報 - 屋内： -

主要棟延床面積

バリアフリー
出入口スロープ： 建物内スロープ：

多目的トイレ： エレベータ：

（老朽化、活用の可能性など）

主要棟階数 主要棟建築年度

土地の
状況

（安全性、管理の状況など）　平坦なほぼ整形地

アクセス 鎌倉駅から約1.4km（直線距離）

3.建物情報
棟数（主要棟名） 全棟延床面積（M) 建物の状況

）年

主要棟耐震性能 取得価額等

主要棟構造

容積率等 80/40

その他の地
域地区

第2種風致地区/歴史的風土保全地域/宅地造成等規制区域/土砂災害警戒区域/埋蔵文化財包蔵地/建築基準法第22
条区域/景観計画区域

バリアフリー -

所有形態 公有地 想定定期借地料 61百万円/年（注）

用途地域等 第一種低層住居専用地域、市街化調整区域

取得価額等 -

建築確認： - 評価額等 -

設置目的
など

昭和26年から平成12年まで市営住宅用地として活用

写
真
（
内
観
）

2.土地情報

敷地面積 路線価 133,000円/㎡

公簿： 8,668.66㎡

-

行政地域 鎌倉地域 所管部署 総務部管財課
施設分類（再編計画） （区分外（土地のみ）） 設置条例 -

施設カルテ （案） 整理番号： 16 平成29（2017）年度版

1.基本情報

写
真
（
外
観
）

施設名称 旧市営弁ヶ谷
　　ベニ　ガ　ヤツ

住宅用地
所在地 材木座四丁目540外 設置日

財産区分 普通財産 根拠法 -

具体用途 - 管理形態 直営

参46



- 裏

【注記】

・第一中学校 ・容積率等の記載内容：（容積率）/（建ぺい率）

・想定借地料単価：

（鎌倉市公共施設再編計画におけるコスト試算単価）

・地図及び航空写真は国土地理院ホームページより

周辺の主な公共施設

7,000円/㎡・年

＜行政地域面＞

＜個別施設面＞

12.利活用の方向性 備考

　用地リストを公開し、その利活用の提案を民間事業者
等に求め、市場性を確認するとともに、市民の意見等も
聞きながら、その利活用を慎重に検討することが必要

（この写真の提供は不要です） （この写真の提供は不要です）

9.検討経過

＜検討経過など＞
戸建住宅用地として分譲する事業展開が検討された経過あり。

＜支障となっている課題など＞

10.市民ニーズ・行政課題 11.サウンディング調査

地図 航空写真

8.大規模工事履歴

年度 工事名称 金額 概要

施設カルテ 整理番号： 16 平成29（2017）年度版

ＡＢＡＢ
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２．５つの公的不動産の利活用の効果 

（１）５つの公的不動産の利活用と効果の考え方 

５つの公的不動産の利活用の取組は、「全市的な視点をもった公的不動産の利活用によ

り持続可能な都市経営につながる魅力ある都市創造」を目的としたもので、総合計画や

都市マスタープランといった行政計画に沿って、総合戦略の実現を目指して検討を進め

ることとしています。 

このため、特に総合戦略の基本方針である「働くまち鎌倉」、「住みたい・住み続けた

いまち鎌倉」への寄与、基本目標（数値目標）や基本的方向（重要業績評価指標：KPI※）

との相関関係を整理することで、公的不動産の利活用による効果を評価します。 

※ KPI とは…Key Performance Indicator の略。施策ごとの進捗状況を検証するために設定する指標をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 鎌倉市まち・ひと・しごと創生総合戦略 基本方針「働くまち鎌倉」、「住みたい・住み続けたいまち鎌倉」

と公的不動産の利活用との関係 

鎌倉市まち・ひと・しごと創生総合戦略 公的不動産の利活用 

＜梶原四丁目用地（野村総合研究所跡地）＞ 

郊外の環境の良い、ゆったりとした場所（豊かな緑

に囲まれた広大な敷地）という立地を生かした高度

な研究・開発系の企業誘致（求心力の高い企業を選

定）により、「働くまち鎌倉」の実現を目指す。 

＜深沢地域整備事業用地（行政施設用地）＞ 
本庁舎・消防本部・総合体育館を一体的に整備する
ことでシビックエリアを形成し、新しい拠点の機能
強化・賑わいの創出とともに、市民に「医療」「健康」

などの新たな価値を提供 

＜鎌倉市役所（現在地）＞ 

鎌倉駅直近の一等地において様々な魅力を発信する

ことで鎌倉のブランド力向上・新たなライフスタイ

ルの提案・「住みたいまち鎌倉」の実現を目指す。 

＜資生堂鎌倉工場跡地（寄附予定部分）＞ 
鎌倉のまちに相応しく、都市拠点のまちづくりに積
極的に参画する企業誘致により、企業市民としての
企業のあり方の提案とともに、産業構造の維持、地
域経済の発展を目指す。 

＜扇湖山荘＞ 
旧邸宅群のシンボル（先導的・中核的な存在）とし
て活用することで鎌倉の歴史・文化・まち並みの保
存と新たな価値創造、地域に存在する地域資源の活
用によるまちづくりを誘発 

 鎌倉の魅力に磨きをかけ、新しいひとの流れをつく
る 

 

市内事業所での正社員率 70.03％ （平成 26 年） 71.15％ （平成 31 年） 

31 

仕事と生活のバランスがとれていると感じる市民の割

合 

KPI 

KPI 

KPI 

KPI 
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など 

など 

など 
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（２）５つの公的不動産の利活用による効果の把握 

公的不動産の利活用の効果は、前項で整理した総合戦略の基本目標や数値目標・KPI

との相関関係を踏まえて把握することとします。作業にあたっては、まず、人口に着目

し、今後、予想される急激な人口減少をいかに克服するかの視点（「図 鎌倉市人口ビジ

ョンの考え方」及び「図 鎌倉市まち・ひと・しごと創生総合戦略」参照）から整理を

行うこととします。 

人口減少を克服するためには、拡大する自然減と拮抗してしまいつつある社会増減へ

の対応が必要であり、総合戦略では、「働くまち鎌倉」、「住みたい・住み続けたいまち鎌

倉」の実現を目指し（基本方針）、「鎌倉市における安定した雇用を創出する」、「鎌倉市

の魅力に磨きをかけ、新しい人の流れをつくる」、「鎌倉市で結婚・出産・子育ての希望

をかなえる」、「次世代に続く鎌倉を創出する」ことに取り組む（基本目標）こととして

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 鎌倉市人口ビジョンの考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 鎌倉市まち・ひと・しごと創生総合戦略  
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 このため、公的不動産の利活用が「①人口」の自然増減、社会増減にどの様な影

響を及ぼすのかについて、大きく「②雇用」と「③まちの魅力や活性化」の視点か

ら評価を行います。 

 

〇雇用（従業員） 

・公的不動産の利活用による新たな事業所の増加、戦略的な企業誘致、空き家や空

き店舗の活用、市内事業者の事業拡大や育成支援等による雇用創出の効果を示し

ます。 

 

〇まちの魅力、活性化（住みよさ・永住意向の向上と新たな鎌倉のライフスタイルの

創造） 

・本庁舎移転による防災面・健康面でのバリューや市役所跡地における市民の利便

性の向上や魅力発信、扇湖山荘の旧邸宅のシンボル的活用による新たな価値の創

造などを通じて、市民活動の促進、地域コミュニティの活性化、文化や永住意向

（鎌倉市に住み続けたいと思う人の割合等）や新たなライフスタイルの創造など

の効果を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 公的不動産の利活用に関する効果の関係（イメージ） 
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③ ② 
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①人口 効果：人口減少に歯止めをかける 

 

公的不動産の利活用の推進による「新たな雇用と企業立地の促進」、「住みよさ・永住

意向の向上と新たな鎌倉のライフスタイルの創造」により、次のような人口誘導が期待

できます。これにより、総合戦略の数値目標である「人口増減数（対前年比）」・「人口の

社会増減数（対前年比）」・「合計特殊出生率」や KPI である「年間出産数」などへの貢献

が期待できます。 

 

〇新たな雇用と企業立地の促進による効果 

本市は、東京から 50km 圏内の首都圏に位置し、市内在住の就業者・通学者の６

割以上が市外へ通勤・通学し、なかでも東京都特別区部への通勤が 24％を占める

というベッドタウンとしての機能を持っています。一方で、本市の昼夜間人口比

率は 97.8％であり、ベッドタウンでありながらも高い比率を示しており、市外在

住者に対し、雇用・教育の場を提供していることもわかります。市外通勤が多い

ということは市内雇用が低いことを示しますが、本市の場合は、市内雇用の場は

あるものの、市内で雇用される市内在住者は比較的少なく、多くは市外に就業の

場を求めているということになります。また、本市の人口移動の現状を見ると、

就業・就学のタイミングである 25 歳以下の人口が都心部へ流出していることや、

市外へ転出した方のうち、４割の方々は、転居理由に「通勤・通学時間」を挙げ

ており、通勤・通学が居住地の選択の大きな理由であることが明らかになってお

り、本市の在住者が都心にある企業等への就業志向を有していることを示してい

ます。 

更に、市外へ転出した方のうち、４割の方々は、転居理由に「通勤・通学時間」

を挙げており、通勤・通学が居住地の選択の大きな理由であることが明らかにな

っています。このことから、市内をはじめ、近隣での市内在住者の雇用が増える

ことで、若年層の流出抑制につながると考えられ、公的不動産の利活用により雇

用の場を創出し、また誘発効果により新たな事業所が増加することになれば、人

口減少に歯止めをかけることが可能になると考えます。なお、人口減少に歯止め

をかけるだけでなく、歳入（個人市民税）の低下の軽減についても期待できます。 

併せて、企業誘致とともに本市に転入してくる市民に住み続けてもらえるよう、

住みよさ・永住意向を向上させる取組を進めていくことでより効果が期待できる

ものと考えます。 

 

〇住みよさ・永住意向の向上と新たな鎌倉のライフスタイルの創造による効果 

本市は、貴重な歴史的遺産や豊かな自然環境などが多くの人々を魅了し、都市

ブランド調査や「住みよさランキング」等で上位になるなど、「選ばれるまち」と

してのブランド力を有しています。市民及び転入者・転出者に対するアンケート

の結果からも、自然環境やまち並みに魅力を感じて居住意向を持つ方が多いこと

が明らかになっており、人口動態上、継続して転入者が転出者よりも多い転入超
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過の状況が続いてきました。これは、古都保存法などを背景に、歴史的遺産と周

囲の自然環境が一体をなしたまち並みが保存されていること、都心と一定の距離

感を保ちつつも、通勤・通学圏内にある交通アクセスなどによるものと考えられ

ます。 

一方、本市から特に近隣市へ転出する方へのアンケートでは、転出先の決め手

として「家賃・住宅価格」を選択している方が多く（たとえば藤沢市へ転出した

方の７割超）、 地価等から見られる住宅取得費用が高いことが転入の障害になっ

ていることが考えられますが、これは、結果的に住民の平均課税対象所得額が非

常に高い都市となっていることや選ばれる都市となることにつながっており、単

に低価格の住宅を供給するのではなく、本市の強みを活かすことが重要であると

も考えられます。 

このため、本市の魅力を引き続き高め、また、新たな鎌倉のライフスタイルを

提案することで、転入増の傾向の維持や永住意向を向上させていくことが可能と

なることに加え、人口減少に歯止めをかけることに繋がることが期待できます。 
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②雇用（従業員） 効果：新たな雇用と企業立地の促進 

 

公的不動産の利活用の推進による「新たな雇用と企業立地の促進」により、次のよう

な雇用への影響が期待できます。これにより、総合戦略の数値目標である「市内事業所

従業者数」や KPI である「市内事業所数」・「市内事業所での正社員率」などへの貢献が

期待できます。 

 

〇雇用の確保 

梶原四丁目用地（野村総合研究所跡地）、資生堂鎌倉工場跡地（寄附予定部分）

に企業誘致を行うことで、働く場（雇用）が創出されます。資生堂鎌倉工場跡地

（寄附予定部分）は、閉鎖前約 2.6ha の規模（敷地）があり、従業員数も約 500

名（2013 年２月時点）であったことを考えると、当時の規模には及ばないものの、

誘致する企業（業種）や事業形態、地域への価値創造などによっては象徴的なも

のとなり、波及効果に期待が持つことができます。一方、梶原四丁目用地（野村

総合研究所跡地）は、敷地規模が大きくポテンシャル（建築可能な規模）も高く、

以前研究所として使用されていたものと同程度の規模の床面積を確保することが

可能です。単純に想定床面積から従業員数を算定することは困難ですが、資生堂

鎌倉工場跡地（寄附予定部分）と同様に、一定の働く場（雇用）の創出を見込む

ことができます。また当然のこととして既存の事業所からの異動も想定され、必

ずしも大きな雇用の場が創出されるとまでは考えることができません。 

しかしながら、公的不動産の利活用による企業誘致、また、そのための補助制

度の充実などを総合的に PR して実践することで「働くまち鎌倉」としてのイメー

ジを強く発信することが可能となります。また、企業の移転により一定程度の地

元採用も期待でき、更に移転と同時に事業拡大があればその数も増加することが

期待できます。例えば、長野県駒ヶ根市では、企業誘致に積極的に取り組むこと

で企業進出が進み、ある企業では、新事業所に要する従業員数 29名のうちほぼ全

員を地元から採用するなど、地域の雇用促進にも力を入れています※。 

※参考：企業立地に頑張る市町村事例集 経済産業省 

 

長期的に見れば市内での雇用は拡大することが期待でき、また、梶原四丁目用

地（野村総合研究所跡地）における企業誘致と深沢地域整備事業用地全体の中に

おける業務施設（新たな産業・成長産業）との連携を図ることで、更に関連企業

の誘致やサテライトオフィスの設置、ベンチャー等の集積が期待できます。本市

として積極的に支援を行う業種（成長産業など）を明確にし、戦略的に企業誘致

を行うことでより一層の集積が進み、事業所の増加や就業機会の拡大が期待され

ます。 

なお、総合戦略に基づき、国の地方創生加速化交付金を活用し、市内の空き家・

空き店舗等の不動産を活用した企業活動の拠点を整備するための先行事業を平成

28 年度に実施したところ、事業選定枠５件の募集に対し 12 件の応募があり、５件
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を事業選定（１件は選定後辞退）しました。この事業を通じて、古民家をはじめ

とした空き家・空き店舗などの既存ストックの活用による雇用創出（企業誘致や

創業支援）の可能性を確認することができました。また、整備されたオフィスで

企業が地域住民と交流することなど、地域に根付いた取組を行うことで、ワーク・

ライフ・バランスの取れた働き方の浸透が進み、更なる誘発効果の可能性も確認

することができました。 

公的不動産の利活用において、先導的な取組が進むことで、これらの可能性や

効果が更に高まるなどの期待が持つことができます。 

 

〇既存産業の強化による事業所数の維持 

今回検討を進めている公的不動産の利活用とは直接的に関連するものではあり

ませんが、企業誘致のためのスペースが少ない本市においては、既存事業者の操

業環境を維持し、市内事業者が市外へ転出することを防ぐことが非常に重要とな

ります。近年、特に優良企業の事業規模拡大等により、市外に転出する事例が見

受けられることから、これを防止することにも注力することが必要で、公的不動

産利活用の取組とともに市内事業者の事業拡大・育成支援についても十分に配慮

していくことが必要です。 

 

〇企業立地の促進 

公的不動産における企業誘致や業務施設としての活用を推進することで、市内の事

務所、事業所が増加し働く場が増えるだけでなく、歳入（法人市民税、固定資産税）

の増加についても期待できます。なお、法人市民税は納税対象となる法人の資本金等

の額や従業者数に応じて設定されるため、利活用する企業の業態によって納税額が大

きく異なるため、定量的な算定はできませんが、より長く各敷地を利用することで継

続的な増収効果が期待できます。固定資産税についても、土地・家屋・償却資産に対

して課される税金であり、定量的な算定はできませんが、公的不動産の利活用による

価値等の創出から評価額に影響してくるもの想定されます。  
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③まちの魅力、活性化 
効果：住みよさ・永住意向の向上と新た

な鎌倉のライフスタイルの創造 

 

公的不動産の利活用の推進による「住みよさ・永住意向の向上と新たな鎌倉のライフ

スタイルの創造」により、次のような鎌倉の魅力向上、地域活性化、新しいライフスタ

イルの創造などが期待できます。これにより、総合戦略の数値目標である「鎌倉に住み

続けたいと思う人の割合」や KPI である「住みよさランキング偏差値」・「観光客の満足

度」・「宿泊観光客 1人当たりの観光消費額」・「日帰り観光客 1人当たりの観光消費額」・

「文化活動が活発であり、新たな文化の創造・発信を行っているまちだと感じている市

民の割合」・「豊かな歴史的遺産が大切に保全され、伝統的な文化が保存・継承されてい

るまちだと感じている市民の割合」・「「仕事と生活のバランスがとれている」と感じる市

民の割合」・「健康寿命の延伸」などへの貢献が「住みたい・住み続けたいまち」実現の

推進力となると期待できます。 

 

〇まちに新たな価値を創造 

深沢地域整備事業用地（行政施設用地）への市役所本庁舎移転により防災面のバリ

ュー及び健康面（ウエルネス）のバリューの提供が期待できることは、市役所本庁舎

の移転先の検討の項目で触れました。また、市役所本庁舎移転後の市役所跡地では、

市民の相談・手続きの窓口を一定程度整備するとともに、文化活動・生涯学習・市民

活動の推進・発信及び、多世代交流や子育て支援・シェアオフィスなどの機能の導入

を図ることにより、鎌倉駅直近の一等地に相応しい魅力発信を行うこととしています。 

更に、扇湖山荘は、旧邸宅群のシンボルとして活用することで鎌倉の歴史・文化・

まち並みの保存と新たな価値を創造するとともに、新しい人の流れをつくることを目

指しています。これら公的不動産の利活用により次のような効果が期待できます。 

 

◇参加・交流の場づくりによる市民活動の促進 

魅力的な空間や場づくりが促進されることにより、心地よい場所で本を読む、カ

フェで親しい友人と会話を愉しむ、仲間たちと地域活動の企画を練るというように、

市民活動が活性化され、鎌倉らしい自治活動を支え、創造的な活動を生み出すこと

が期待できます。 

 

◇地域資源の有効活用により、まち並みの魅力（歴史的・文化的価値）向上 

扇湖山荘の活用等により旧邸宅ネットワークが形成され、人々が歴史的な価値や

別荘文化等を知り、体験する機会が増加し、既存の文化財などと相まって、新たな

鎌倉の魅力が創造されることが期待できます。また、潜在的な地域資源の活用が進

むことで、地域の魅力向上とともに活力向上にも期待が持てます。更に旧邸宅ネッ

トワークが観光客に広く認知されることで新しい人の流れができると共に、リピー

ターやリピート回数の増加、滞在時間の延長など、年間を通じて観光消費の増加が

期待できます。 
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◇地域コミュニティ活性化や活性化による安全安心まちづくりを推進 

エリアマネジメントの視点による市民自らが、地域課題を解決するコミュニティ

の活性化や空き家を活用したコミュニティの場づくりなどが進行することにより、

地域力の向上が図られ、安全・安心の地域社会が形成され、永住意向の向上が期待

できます。 

 

〇新たな鎌倉のライフスタイル創造 

企業誘致（雇用の場の創出）による職住近接の実現、起業支援を含めた職住近接

型の雇用形態の確保や保育施設の整備等の子育てしやすいまちづくりを進めること

で、ワーク・ライフ・バランスや市民のライフスタイルが充実すると共に、まちに

新たな価値が創造され、更に魅力的なまちになることが期待できます。また、古都

の魅力の発信・向上等により、多くの歴史的遺産や、海・山に囲まれた豊かな自然

環境に恵まれたまちで働き、暮らしていることを実感し、これまで以上に地域との

関わりを深めることで、新たな鎌倉のライフスタイルが創造されるものと考えられ

ます。このように、都心に通勤するというこれまでのスタイルとは異なった鎌倉で

の生活が定着することが期待できます。 
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３．交通環境への影響等 

５つの公的不動産の利活用や市役所本庁舎の移転による交通量の変化が見込まれることを踏

まえ、敷地周辺の交通環境に与える影響等を把握します。 

 

（１）交通量の変化予想 

公的不動産の利活用により、梶原四丁目用地（野村総合研究所跡地）と深沢地域整備事

業（行政施設用地）については、就業者及び市役所職員の通勤や来庁者等による交通量の

変化が見込まれます。 

 
表 交通量の変化予想 

土地・建物名等 現状 交通量の変化予想 

鎌倉市役所 

（現在地） 

（将来的な跡地活用） 

 

市役所、NPO ｾﾝﾀｰ、

子どもの家 

〇職員及び来庁者等の車両の減少と新たな施設

利用者の車両の発生 

・職員の通勤や来庁者の車両（自動車やバイク

等）は、市役所本庁舎の移転に伴い大きく減

少する。 

・新たに整備される公共施設や民間施設の利用

者による車両は現状ほどの発生はないと想定

する。 

梶原四丁目用地 

（野村総合研究所跡地） 

研究所跡地 

（既存建物あり） 

〇就業者及び企業訪問のための車両の増加 

・研究所として使用され、交通量があった時期

もあるが、現状に比べた場合、就業者の通勤

のための車両、企業訪問のための車両の増加

が想定される。 

深沢地域整備事業用地 

（行政施設用地） 

国鉄大船工場跡地

など 

（一部暫定利用

中） 

〇職員、来庁者による湘南モノレール利用者及び

車両の増加 

・職員の通勤や来庁者の車両（自動車やバイク

等）が増加する。また、湘南モノレールを利

用者する職員・来庁者の増加が想定される。 

扇湖山荘 
企業研修施設跡地 

（既存建物あり） 

〇施設利用者の車両の若干の増加 

・美術館や料亭と使用され、交通量があった時

期もあるが、現状に比べれば、施設の利用者

による車両の若干の増加が想定される。 

資生堂鎌倉工場跡地 

（寄附予定部分） 
工場跡地 

〇施設利用者の車両の若干の増加 

・大船駅から徒歩圏にあることから、鉄道によ

る通勤及び企業訪問が主となり、車両の増加

は限定的であると想定する。 
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（２）交通環境への影響等 

交通量の変化等を踏まえ、５つの公的不動産の利活用による交通環境への影響は少ない

と想定できます。なお、鉄道・モノレールやバス等の公共交通の利用促進や、新たに発生

する交通量を抑制するなどにより、交通環境を持続的に維持・向上させる努力が必要です。 
 

表 交通環境への影響の考察 

土地・建物名等 現状 交通環境への影響の考察 

鎌倉市役所 

（現在地） 

（将来的な跡地活用） 

市役所、NPO ｾﾝﾀｰ、

子どもの家 

〇公共交通の利用促進による、交通量減少を実現 

・駐車場の縮小等により、交通量の減少が期待でき

る。 

・新たな施設の利用に際しては、公共交通の利用を

促進し、現在よりも交通量を減少させ、交通環境

の改善を図る。 

梶原四丁目用地 

（野村総合研究所跡

地） 

研究所跡地 

（既存建物あり） 

〇バスの増便等による車両の発生抑制 

・現状の前面道路は、比較的広幅員であるため、就

業者及び企業訪問による車両の増加による交通環

境の維持を目指す。なお、維持が困難な場合には

バスの増便や利用事業者のシャトルバス等により

一般車両の抑制なども検討できる。 

深沢地域整備事業用

地 

（行政施設用地） 

国鉄大船工場跡地

など 

（更地、一部暫定利

用中） 

〇湘南モノレールの分散乗車や路線バスの利用促進等

による交通環境の変化の抑制 

・深沢地域整備事業の中でも検討しているが、市役

所本庁舎移転による交通量の増加は、その影響を

示す混雑度が一定値以下であることから、交通環

境への大きな影響は生じないと想定できる。 

・湘南モノレールの利用者増に対しては、駅構内及

びホームの混雑回避のために、分散乗車、バスの

利用促進、時差通勤等の検討に取り組む。 

扇湖山荘 
企業研修施設跡地 

（既存建物あり） 

〇新たに発生する交通量を抑制 

・公共交通によるアクセスには難があるが、運営の

工夫などにより、新たなに発生する交通量を最小

限とすることで、現在の交通環境の維持を目指す。

例えば、予約利用者向け送迎バスの運行なども検

討できる。 

資生堂鎌倉工場跡地 

（寄附予定部分） 
工場跡地 

〇公共交通の利用促進による交通環境の変化の抑制 

・従前の土地利用から大きく変更する利活用は想定

していないため、現状の交通環境の維持を目指す。 
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４．コスト削減等の考え方 

５つの公的不動産の利活用の推進と利活用にかかるコストは密接な関係があります。例えば、

高額なコストが集中して発生するような利活用の事業手法は、利活用やそのタイミングが難し

くなり、利活用推進の全体的な取組が停滞する可能性も高くなると予測されます。 

このため、公的不動産の利活用を積極的に行い、鎌倉のまちに新しい価値を創造し、持続可

能な都市経営につながる魅力ある都市創造を進める上では、コスト削減やコストの平準化に対

する検討は欠かせません。 

また、いくつかの民間の資金やノウハウを活用した手法が考えられますが、サウンディング

型市場調査で得られた内容などから以下のような手法により、まず建設費と解体費による本市

の支出を抑えること、支出の平準化を図ることが重要です。 

具体的には次のような考え方でコスト削減等を検討していきます。なお、これは一つのケー

スとして整理したもので、それぞれ実際に利活用する実行段階で事業手法を具体的に検討して

決定していきます。 
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【コスト削減の考え方】 

①公共施設の整備にあたり、業務効率化を前提にしたコンパクトな設計を行うことにより、

計画的な建設費の削減が図れます。例えば、本庁舎の整備について、消防本部との合築

による効率化などにより、延べ床面積を 5,000 ㎡減少させることができれば、約 30 億円

の建設費の削減を図ることができます。同様に、総合体育館やその隣接地に予定してい

る公園整備・管理も含めた、民間の資金やノウハウの活用範囲の拡大を図れば、建設費

用や維持管理費用などを削減できる可能性が期待できます。 

②民間事業者による公的不動産の利活用にあたっては、本市が既存建物を解体するのでは

なく、民間事業者において解体及び建設を同一事業者に担ってもらい、民間事業者が一

般的に使用するノウハウ（スケールメリット、効率化、工事期間の短縮など）を活用す

ることで、建物解体費用や建設費用などを削減できる可能性が期待できます。 

この考え方は既存建物の解体や改修の外、既存橋などの改修などインフラ整備などが

必要な可能性がある鎌倉市役所（現在地）、梶原四丁目用地（野村総合研究所跡地）、扇

湖山荘の利活用で想定可能な手法となります。なお、中央図書館などの集約想定公共施

設の敷地や、鎌倉体育館などの敷地の利活用でも想定可能な手法です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③②に示した手法に関連した PPP の手法として、公共施設部分の建設費用について、PFI

やリース方式などで民間の資金やノウハウを活用して建物を整備することで、解体費用

や建設費用などを削減できる可能性があります。 

この考え方は公共施設部分の整備を予定している鎌倉市役所（現在地）、深沢地域整備

事業用地（行政施設用地）の利活用で想定可能な手法となります。 

 

＜本市で既存建物を解体する事業イメージ＞ 

市 

解体 

建設 

会社 

調査 

会社 

各種調査 

設計 

設計 

会社 

監理 建設 

会社 

建設 

＜民間で解体及び建設する事業イメージ＞ 

市 

民間事業者 
（事業主体） 

契約 

設計 

会社 

建設 

会社 

設計監理 解体・建設 

調査 

会社 

各種調査 
市が全て入札等の契約手続きを個別かつ順番に分

離発注で行っていく。 

（解体が済んでいることにより民間事業者が事業

検討しやすい、市内事業者の受注機会の確保などの
面で本市による分離発注のメリットもある。） 

 

入札等 

入札等の契約手続き

は１回で、民間事業者

が自身やアウトソー

シングで必要な業務

を行っていく。 
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【コストの平準化の考え方】 

①前ページのコスト削減の考え方の②で示した事業手法に土地貸付を組み合わせて行うこ

とにより、建物解体費などに対して、土地貸付による地代収入と相殺させることも期待

できます。また、費用を出来高によって支出する場合に比べ、コストの平準化を図れる

可能性が期待できます。なお、相殺できる額は地代収入と建物解体費用などとのバラン

スを考える必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

②①で示した手法に関連する PPP の手法として、民間の資金やノウハウによって建物を整

備し、その建物の一画を公共施設として本市が賃借し、賃料について土地貸付による地

代収入と相殺させることも期待できます。また、費用を出来高で支出する場合に比べ、

コストの平準化を図れる可能性が期待できます。なお、相殺できる額は地代収入と建設

費用とのバランスを考える必要があります。 

この考え方は公共施設部分の整備を予定している鎌倉市役所（現在地）、深沢地域整備

事業用地（行政施設用地）の利活用で想定可能な手法となります。なお、地代収入は、

民間施設部分が大きいほど多くなり、民間施設部分が小さくなれば少なくなります。こ

のため、いずれの利活用でも民間施設部分としての利用規模がポイントとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、別な考え方として、市が建物を整備し、民間に建物の余剰部分を賃付する手法

で、民間からの賃料収入を得ることで、整備費を補填していくことも考えられます。し

かし、この場合は、建設費の本市の負担が大きい外、貸付部分が空室となるリスクを本

市が負わなければならないというデメリットがあります。 

 

※ これらはあくまで現時点（建物の耐震性や老朽化などの状態の詳細が不明な状況）での
考え方の例示であり、今後詳細な検討にあわせて幅広く様々な手法の可能性を研究し、
財政負担の圧縮に努めることとします。 

  

＜本市で既存建物を解体する事業イメージ＞ 

解体 

費用 

１年目 

＜民間で建物解体などを行う事業イメージ＞ 

（同一年度内に解体工事が終わる場合） 

２年目 １年目 ２年目 

 

地代 

収入 

３年目 … 

 

地代 

収入 

 

解体費用 解体費用 

←
支
出 

収
入
→ 

←
支
出 

収
入
→ 

相殺 

（民間による 
  土地利用） 

 
 
 
 

… 
（解体費用全体） 

＜事業手法の概念図＞ ＜事業手法の概念図＞ 

民間施設 

（民間所有） 

 

 

本市が賃借 

公共施設 

（民間所有）

底地：市 

借地権：民間事業者 

市 

定期 

借地 

民間事業者 
（事業主体） 

地

設計 

会社 

建設 

会社 

管理 

会社 

テナントＡ 

テナントＢ 

賃料 

賃料 
（公共施設部分）

委託 
委託 

（土地・建物を横から見たイメージ） （市と民間事業者等との関係のイメージ） 
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一例として、前ページのコストの平準化の考え方②で示した「PPP の手法として、民間の

資金やノウハウによって建物を整備し、その建物の一画を公共施設として本市が賃借」する

手法を中心として、深沢地域整備事業用地（行政施設用地）における新たな本庁舎整備とそ

の費用の削減の考え方の利活用の全体イメージを示します。 

 

 利活用の全体イメージ（一例） 

（行
政
施
設
用
地
） 

深
沢
地
域
整
備
事
業
用
地 

 

 

 

 

 

 

 

集
約
す
る
公
共
施
設 

公
共
施
設
再
編
計
画
に
基
づ
き 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

鎌
倉
市
役
所
（現
在
地
） 

 

集
約
想
定
公
共
施
設 

 

集約 
施設 

民間 

鎌倉体育館 

大船体育館 

海浜公園プール 

大船消防署 

深沢出張所 

現本庁舎 

中央図書館 

利活用 

移転集約 

公共施設部分は 

4,000 ㎡程度とする 

総合 
体育館 

消防 

本庁舎 

庁舎 
機能 
の移転 

本庁舎延床面積 

30,000 ㎡ 

消防本部延床面積 

3,000 ㎡ 

総合体育館延床面積 

8,000 ㎡ 

移転集約 移転 
集約 

福祉センター 

鎌倉生涯学習 
センター 

（現状：土地は借地） 

市民サービスや相談のための窓口 

（１階にある機能） 

 

跡地の 

公的不動産（土地・建物）の 

有効活用 

 

跡地の 

公的不動産 

（土地・建物）の 

有効活用 

収入の 

創出 

収入の 

創出 

収入の 

創出 

賃料を公的不動産の有効活用による収入で補填 

 民間ノウハウによる整備 

整備費を公的不動産の有効活用による収入で補填 

合築・コンパクト化・民間ノウハウによる整備 

底地：市 
底地：市 

借地権：民間 
地代 
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５．５つの公的不動産の利活用に向けて 

（１）支出入の想定 

前述の利活用時期の想定では、５つの公的不動産の利活用（整備）に関する本市の支出は、

平成 40 年（2028 年）度までの間に発生し、その間で本市の支出が大きくなる要因は建物の

建設費によるものです。 

まず、梶原四丁目用地（野村総合研究所跡地）、扇湖山荘及び資生堂鎌倉工場跡地（寄附予

定部分）の利活用に向けた取組や新たな本庁舎・消防本部の設計を進めていく平成 33 年（2021

年）度までは、公的不動産の利活用に関する建設費は発生しない期間です。その期間におけ

る主な支出としては、本市の負担で解体する場合において、梶原四丁目用地（野村総合研究

所跡地）の解体費約６億円（延べ床面積約 15,400 ㎡×解体費の想定単価（30 千円/㎡））が

想定されます。また、その他の負担の増大の可能性として、事業手法の選定次第では、梶原

四丁目用地（野村総合研究所跡地）の既存橋や扇湖山荘の既存建物の改修費による負担も加

わってくる可能性が考えられます。これらの負担を軽減するには、コスト削減等の考え方に

示しましたが、地代収入との相殺の検討が有効だと考えています。 

その後は、本庁舎・消防本部整備に関する工事が着工し、利用開始を想定した平成 37 年

（2025 年）度までに完了し、新たな本庁舎での業務開始となる期間となります。 

この期間や新たな本庁舎での業務開始後となる平成 35年（2023 年）度から平成 38 年（2026

年）度頃にかけて、本庁舎・消防本部の外、総合体育館、市役所跡地の整備を行う想定とし

ていることから、事業手法や起債の利用状況次第では、大きな費用負担が発生する可能性が

考えられます。このため、本庁舎整備については負担を軽減するため、平成 29年（2017 年）

度から整備のための基金の積立を始めています。 

なお、建設時に対する負担の増加を懸念する一方、事業用定期借地の地代等による収入を

得ることによって、本市の負担を補うことも期待できます。また、実際の利活用に向けた実

行段階時に事業手法を具体的に検討することで、既存建物の解体費や改修費を地代により調

整できる可能性があることがサウンディング型市場調査でも確認できました。 

さらに、より一層の本市の負担の軽減のため、最大の負担となる本庁舎・消防本部整備で

は、消防本部との合築による効率的な整備や業務効率化を前提にしたコンパクトな設計を目

指すと共に、鎌倉市本庁舎整備方針（平成 29 年（2017 年）３月）で示しているように、補

助金等の活用や民間活用の可能性を探り、税金をなるべく使わないよう財源確保や財政負担

の軽減に取り組んでいきます。 

表 主な費用負担の発生時期の想定 

  

土地・建物名等 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40～ 

梶原四丁目用地（野村総合研

究所跡地）などの利活用 
 

 

  

 

      

本庁舎・消防本部の外、総合

体育館、市役所跡地の整備 
      

  

   

本庁舎・消防本部

整備による 

費用負担 

建物解体 

による 

費用負担 

総合体育館、市役所

跡地の整備による 

費用負担 
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【参考】鎌倉市役所（現在地）での事業用定期借地の地代等による収入の試算 

鎌倉市役所（現在地）での事業用定期借地の地代等による収入と集約想定公共施設の整備費の

関係について、想定した上で試算します。事業手法の概念図は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

【事業手法の概念図（土地・建物を横から見たイメージ）】 

 

まず、集約想定公共施設（中央図書館などの公共施設部分）を床面積 4,000 ㎡程度とし、建設

費の単価を低層建物として 700 千円/㎡（本庁舎機能更新に係る基礎調査報告書による単価）と想

定し、試算します。 

 

4,000 ㎡程度×700 千円/㎡＝2,800,000 千円 ⇒ 約 28 億円 …① 

 

民間による整備が可能な床面積を、現在の本庁舎の床面積約 12,000 ㎡から 4,000 ㎡を引いた

8,000 ㎡程度と仮定します。建物全体の床面積に対する民間部分の床面積の割合 2/3（8,000 ㎡

/12,000 ㎡）を全体敷地面積（約 14,300 ㎡）に乗じることで、地代を計算する対象の敷地面積を

試算します。 

約 14,300 ㎡×2/3＝約 9,500 ㎡（過大な試算とならないよう切り捨て処理） 

地代は 7 千円/㎡（再編計画による単価）と仮定して試算します。なお、移転により集約し再整

備が検討できる集約想定公共施設（中央図書館、福祉センター、鎌倉学習センター）の現在地の

利活用による収入として期待する地代等についても試算します。 

 

現在地の地代：約 9,500 ㎡×7千円/㎡・年＝66,500 千円/年 ⇒ 約 0.65 億円/年 

中央図書館の地代：約 1,300 ㎡×7千円/㎡・年＝9,100 千円/年 ⇒ 約 0.09 億円/年 

福祉センターの地代：約 3,400 ㎡×7千円/㎡・年＝23,800 千円/年 ⇒ 約 0.23 億円/年 

約 0.65 億円/年＋約 0.09 億円/年＋約 0.23 億円/年＋約 0.3 億円/年※＝約 1.2 億円/年 

※ 鎌倉生涯学習センターの借地の解消による現状の約 0.3 億円/年の本市の負担軽減も考慮 

（過大な試算とならないよう切り捨て処理） 

 

地代等の約 1.2 億円/年をもとに、神奈川県による事業用定期借地で実績のある 30 年間の期間

での地代の総額を試算します。 

約 1.2 億円/年×30 年間＝約 36 億円 …② 

 

地代等の 30 年間分の収入総額約 36 億円（②）が建設費約 28 億円（①）を上回る試算となり、

地代等により整備費を相殺でき、本市の実質的な負担を調整できる可能性があることが分かりま

す。 

地代・・・① 

（収入） 

集約 
施設 民間 

民間へ借地 
本市の所有 

（底地） 

（建物） 

市 

建設費・・・② 

（支出） 

民間部分の建設費は民間の負担 
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また、既存の建物の解体費を①に含めた場合と②を比べた場合、②に余裕があれば、解体費の

負担も相殺できる可能性があることが分かります。 

 

さらに、鎌倉市役所（現在地）の敷地全体を事業用定期借地とし、民間が整備した建物の床を

賃借し、公共施設を整備する場合についても参考に整理を行います。事業手法の概念図は次のと

おりです。 

 

 

 

 

 

 

【事業手法の概念図（土地・建物を横から見たイメージ）】 

 

まず、年間の地代等の収入は次のように試算します。 

 

（約 14,300 ㎡＋約 1,300 ㎡＋約 3,400 ㎡）×7千円/㎡・年＋0.3 億円/年＝約 1.6 億円/年 

 

年間の地代等の収入として試算した約 1.6 億円と賃料や共益費のバランス次第で、公共施設部

分を民間の建物の床を賃借するかたちで整備する事業手法でも、本市の実質的な負担を圧縮でき

る可能性を持っています。 

 

参考として、鎌倉市役所（現在地）の利活用において、地代等の収入と整備にかかる建設

費や賃料の試算を行いました。地代等の収入が整備にかかる建設費や賃料を上回るかについ

ては、公共施設部分として必要な面積の増減の外、民間の参入要件やそれに伴う民間の採算

性により変動しますが、本市の支出を抑え、当該事業の負担を軽減させるにとどまらず、本

市の資産が民間によって利活用可能となる部分から得られる収入を適切且つ、継続的に生み

出すことは、他の公共施設の更新にかかる本市の負担を軽減させるとともに、市民サービス

や地域の魅力の向上に役立たせることが期待できます。このため、冒頭に述べたとおり、そ

れぞれ実際に利活用する実行段階で事業手法について、まちづくりの視点を持ち具体的に検

討する必要があると考えています。 

 

 

  

地代 

（収入） 

集約 
施設 民間 

民間へ借地 
本市の所有 （底地） 

（建物） 

市 

賃料 

（支出） 

建物の建設費は民間の負担 



 

 

参６７ 
 

６．市民対話の開催結果 

（１）市民対話の目的 

●鎌倉市公的不動産利活用推進委員会（以下「推進委員会」という。）と連携を図りながら、

鎌倉市公的不動産利活用推進方針の検討にあたり参考となる、市民目線や市民感覚に基

づく意見等を、推進委員会に提示する。 

●「中間取りまとめ」までの取組について説明することで、取組に関する周知・理解を進

めるとともに、関連するテーマについて外部講師の講演を参考に、鎌倉市のまちづくり

について対話を行う。 

 

 

（２）市民対話の各回テーマと開催概要 

かまくらまちづくり市民対話として、第１回及び第２回では、講演等の後に、テーマに

沿って、グループごとに対話を行う形で進めました。また、第３回はシンポジウム形式で、

内容は講演やパネルディスカッションを行いました。 

 

日時 講演等 市民対話 参加者 

第１回 

10月29日 

（日曜日） 

・東浦
とううら

亮
りょう

典
すけ

氏 

（東急電鉄(株)執行役員都市創造本部戦略事業部長） 

「成熟時代の人間本位のまちづくり指針」  

・増井
ま す い

玲子
れ い こ

氏 

（東洋大学PPP研究センター リサーチパートナー・ 
鎌倉市公的不動産利活用推進委員会副委員長） 

「鎌倉市のまちづくり」 

 

 

グループワーク形

式で「鎌倉市のまちづ

くりについて考えて

みよう」をテーマに対

話。（アンケート実施） 

 
35名 

第２回 

11月18日 

（土曜日） 

・鎌田
か ま た

恭
やす

幸
ゆき

氏 

（鎌倉投信(株) 代表取締役社長） 

「鎌倉という場の魅力：～『いい会社』をふ
やす金融の仕組み～」 

・鎌倉市「持続可能なまちづくり」 

 

 

グループワーク形

式で「鎌倉という場の

魅力を皆で考えよう」

をテーマに対話。（ア

ンケート実施） 

32名 

第３回 

12月23日 

(土曜日・祝日) 

・大島
おおしま

芳彦
よしひこ

氏 

(建築家、(株)ブルースタジオ 専務取締役） 

「リノベーションによる市民が主役のまちづくり」 

・鎌倉市「持続可能なまちづくり」 

・パネルディスカッション 

 

 

シンポジウム形式

で開催。（アンケート

実施） 

60名 
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（３）市民対話の結果概要 

①第１回市民対話 

日 時：平成29年10月29日（日） 午後２時から午後４時 

会 場：鎌倉市福祉センター ２階 第１・２会議室 

参加者：35人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●講演等と対話の結果概要 

１）「成熟時代の人間本位のまちづくり指針」 

  東浦
とううら

亮
りょう

典
すけ

氏 

（東急電鉄(株)執行役員都市創造本部戦略事業部長） 

  【概要】 

・鉄道会社がまちづくりに関わっていること。イギリスのエベネザー・ハワードの理

念である「田園都市」を日本でも実践。当時日本における渋沢栄一や五島慶太によ

るまちづくりや東急電鉄沿線でのまちづくりの経緯を説明。 

・居住、労働、余暇、移動という４機能のあり方について、かつてのまちづくりと人

口減少時代におけるまちづくりの方向性が変わってきた。 

・住みたいまちのランキング等からみる鎌倉の人気度を紹介。 

・たまプラーザを例にとって、これからのまちづくり「次世代郊外まちづくり」の取

組（コミュニティ・リビングの考え方など）の紹介。 

・連鎖型のまちづくり、没個性化のまちづくり、コミュニティ醸成、交流の場を増や

していく、魅力的な個人経営者を支えていく、ゆっくり散歩しながら良いものを探

増井玲子氏の講演 

対話結果を発表 

東浦亮典氏の講演 

対話グループワークの様子 
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していく、住民が一つになる奇抜なお祭り、といったことが大切。 

・魅力がある都市とは、子どもがいて高齢者もいるまち。 

 

２）「鎌倉のまちづくり」 

  増井
ま す い

玲子
れ い こ

氏 

（東洋大学PPP研究センターリサーチパートナー・鎌倉市公的不動産利活用推進委員会副委員長） 

  【概要】 

・PPP（公民連携）、公共施設の再編についての取組の紹介。 

・民間活用、行政の縦割り解消、市民との連携が大切。 

・図書館サービスの事例の紹介などを通じて、民間活用や従来の概念を取り払った取

組が重要。 

・これまでの鎌倉市の取組を紹介。平成29年３月策定の鎌倉市本庁舎整備方針に続く、

「鎌倉市公的不動産利活用推進方針」の検討状況（中間取りまとめの内容）を５つ

の公的不動産の利活用の基本方針を中心に説明。民間へのサウンディングも実施中。

パブリックマインドをもった企業と連携を図ることを検討していることを紹介。 

 

３）対話（グループワーク） 

・１つのテーブルに４～５人に分かれ、合計７つのテーブルで、市民同士で意見交換

を実施。 

・今回は、市民同士の意見交換を行い、特に内容をまとめることはせず、グループワ

ーク後にアンケート用紙に意見を記載する方法で進行。 

・約30分のグループワーク後、２つのテーブルから意見交換した内容を発表。 

 

【発表１】 

・鎌倉の魅力を支えているものとして、『プライド』の高さがある。 

・自然や歴史があり、市民活動が活発ということがプライドにつながっていて、『鎌

倉人』としてのプライドを共有化し、理解していくことが大切。 

・鎌倉らしさを考える時、こうしたプライドがあるのではないか。古いものを残し、

それを若い人に伝えていくことが大切。 

・そのプライドを良い方向に進めていきたい。 

 

 

【発表２】 

・20代の若い人は、飽きっぽいところがあり、新しいものに次々と移っていく傾向が

あるように思う。 

・施設の建物は、行政が作っていくことになると思うが、施設の運営は市民がやって

いくのが良いのではないか。 

・今は良いと思ってやっていることが、次の世代にとって良いものとは限らないので、

建物の中身は発展性のあるフレキシビリティの高いことが大切。 
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②第２回市民対話 

日 時：平成29年11月18日（土） 午前9時30分から午前11時30分 

会 場：鎌倉市役所本庁舎 ４階 402会議室 

参加者：32人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●講演等と対話の結果概要 

１）「鎌倉という場の魅力：～『いい会社』をふやす金融の仕組み～」 

  鎌田 泰幸氏 （鎌倉投信㈱代表取締役社長） 

  【概要】 

・８年前に、鎌倉投信（株）を立ち上げ。本社は、鎌倉市内の空き家を活用。このこ

とが、地域に根差した企業として情報発信された。鎌倉の「場」の持つ力、ブラン

ド力、環境、価値観等についてあらためて認識。 

・起業の理念、信条「和」「話」「輪」について説明、起業の原点は、「誰のため」、

「何のため」などのビジョン等が重要。それが社会における存在価値ともつながる。 

・いい会社の評価基準は「人」「共生」「匠」を大切にし、本業を通じて社会に還元

すること。 

・投資の効果として、資産の形成、社会の形成、心の形成がある。 

・21世紀は、社会価値創造型の資本主義の時代。 

 

 

全体の様子 

対話結果を発表 

鎌田泰幸氏の講演 

対話結果を発表 
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２）報告「鎌倉市の考えるまちづくり」 

  鎌倉市経営企画部経営企画課 担当課長 関沢勝也 

  【概要】 

・人口減少時代などの背景を踏まえ、現在の検討状況を示した「鎌倉市公的不動産利

活用推進方針」の中間取りまとめの内容を説明。 

・主要な公的不動産の利活用の基本方針について、５つの公的不動産の利活用による

全市的イメージを説明。 

・今後の流れについて、パブリックコメントの実施などについて説明。また、市職員

が自治・町内会等を訊ねて行き、取組の説明を行っていることを説明。 

 

３）対話（グループワーク） 

・１つのテーブルに５～６人に分かれ、合計６つのテーブルで、市民同士で意見交換

を実施。 

・各グループの対話の内容をファシリテーターが記録し、各グループが意見交換した

内容を発表。 

・対話のテーマは、「私たちが考える鎌倉の将来像と公的不動産の活用」と「鎌倉の

魅力をより高めるために」の２つについて話し合った。 

 

【Ａグループの発表概要】 

・公有地活用の話題がいきなり出てきたという印象がある。市役所本庁舎の移転先を

どうするのかという議論が複雑になったのではないか。 

・鎌倉は内輪山、外輪山という捉え方があって、内側を大切にするとか、内側と外側

を住み分けて考えるとかの考えもあるし、全体で考えるといったことが重要。 

・人口が減少する中で、主要産業が観光とするならば、大学の観光学部を誘致して、

若い人の力を活用してはどうか。 

・箱モノをつくるより、ごみの問題等もっと身近な課題を優先して取り組むべき。 

 

【Ｂグループの発表概要】 

・不動産の利活用だけでなく、上下水道や交通等のインフラをきちっとしてもらいた

い。 

・鎌倉の魅力として歩くことを楽しめること、子育て、授乳、トイレを増やしていっ

てはどうか。新たに作るのではなく、今あるコンビニ、民家を活用しても良い。ベ

ンチがあっても良い。フレンドリーなまちにつながると良い。 

・観光客からお金を集めることも大切。例えばSuica（スイカ）で観光税をさりげなく

とるというのはどうか。 

・大学誘致なども大切ではないか。 

 

【Ｃグループの発表概要】 

・公的不動産の価値創造は、一つ一つが大きいテーマである。もう少し一つ一つ丁寧

にやっていってはどうか。テーマを色んな市民に伝えることや情報公開が大切では
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ないか。 

・未来像としては、高齢者支援、安全性、子育て、子どもを育てやすいまちというこ

とを議論した。 

・市役所本庁舎の移転をする前に、他の施設の現場をよく見て一つ一つ進める方が大

切ではないか。 

 

【Ｄグループの発表概要】 

・子どもが健やかに育つまちを理念にした将来像にどう行き着くかを話し合った。 

・知識の共有、継承できる場が必要。 

・前を向くということで、将来像を語り合えば、鎌倉市はうまくいくという流れで考

えたい。 

・リサイクル率が高いにも関わらず、ごみの問題もある。もっと意識を高めて行きた

い。 

・市の実行力がもっとあればよい。 

 

【Ｅグループの発表概要】 

・「わくわくするような未来を」をテーマに、若い人も高齢者もみんなで参加できる

まちにしたい。 

・ミニショッピングモールを作ってはどうか。地域ごとに空き家などを拠点として、

その地域の人が買い物に困ったらそこに集まるなどしたらどうか。インターネット

が使えない方もここで解決する。 

・働くまち鎌倉を目指してはどうか。テレワークも鎌倉でできるのではないか。仕事

を誘致したり、新たな仕事を作ったりしてはどうか。仕事と住居が近いと子育ても

やりやすい。 

・人がいること、仲間があること、集まれる場所があるということが大切。健康でい

たいという意見もあった。ストレスフリーで過ごしたい。24時間対応の病院が近く

にあると安心。 

・鎌倉の財産である緑を守ることが大切。乱開発は止めてほしい。 

・人口は何人ぐらいが適切なのだろうという意見もあった。鎌倉の適正人口は現在の

人口を上限としてその中で暮らしやすいまちづくりを考えていってはどうか。 

 

【Ｆグループの発表概要】 

・市役所本庁舎移転がまずあって、そのあと公有地の利活用をしていくという議論を

進めてもらえばわかりやすかった。 

・住み続けたいまち鎌倉ということがなによりも大切ではないか。既成住宅地での空

き家活用で何かできないか。 

・住民同士がつながるとか、多様な住民を受け入れるということもあっても良い。 

・働くまちでなくても良くて、週末ほっとするために鎌倉で過ごすということもある

のではないか。 
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【講評(増井氏)】 

・まちづくりの主役は市民の皆さんである。どこのまちでもそうだが、市民の意見を

聞く手法としては、インターネットを活用したり、ワークショップとか説明会とか

実施しているが、まだまだ不十分ということもある。 

・これからの進め方についても、アンケート等にご意見をいただきたい。 

 

４）対話（グループワーク）の記録 

【Ａグループ】  
鎌倉の未来像 ○経済的に成り立つ街 

○研究、学園、観光都市 
・産業＝観光レベルの高い 
・大学の観光学部（野村跡地）、若者、税収 

 ○住民自治のまち 
○鎌倉らしさを大切にする 
・行政のトップダウン 
・市民が目で見て確認 

 ○鎌倉に資産を残せるか、他所に移すか、そこに問題が！ 
・墓、寺、住まいを考えたい（個人を大切に） 

 ○鎌倉にはマンションは必要ない 
・旧鎌と後から市域に入ったところはギャップがあり過ぎる（内輪山と

外輪山） 
 ○オールドタウンとニュータウンの住み分けと連立で活性化を図る 

・コミュニティをつくる 
・焼却場のこと（山崎） 
・メリットが必要 
・内輪山は世界の鎌倉 

 ○空き家のないまちづくり 
・ごみ（ごみ袋が高い）、住民が高齢化、分別 
・住民サービスが不十分、箱物優先で良いのか？身近な課題を優先する 

 ○新旧をシャトルバスでつなぐ 
魅力を高める ・市役所をどうするのか。いきなり話が出てきた。複雑にしている。 

・もっとわかりやすく市が説明すればよい 
・公有地は設ける事、活用すること 
・深沢地区のＪＲ工場跡地を譲り受ける 

 ・民の土地がある 
・官が民に頭を下げる、協力を依頼する 
・鎌倉市の職員は鎌倉市民？ 

 ・まちのデザイン：景観を大切にするまちづくりが大切、よいものであ

りたい、景観は思想、文化、人がつくったもの（人中心） 
・分数だとお金もかかる、だけど公平。技術が変化・進歩している、活

用しよう 
・アイディアとして、ごみ焼却場は地域分散型に。リスク負担を公平に。

運営費、人件費の削減、エネルギー創出、道路 
 
 

【Ｂグループ】  
鎌倉の未来像 ○交通渋滞のない街。 

・旧市街は、車は走っていなくてよい。 
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・観光は大事だが、車の通行は別。 
 ○インフラは整っていて欲しい。 

・ガス、水道が老朽化。 
 ・静かなまち、落ち着いたまち、上品なまち。 
 ・自然：豊かな自然を維持。 
 ・古都鎌倉を後世に残すため、文化財的価値の破壊を食い止めるべき。

食い止めていかないと鎌倉の未来はないと思う。 
 ○観光客からまちに経緯を払ってもらうこと。 

・ふるさと WAON、JR 開札。 
 ○教育：大学の誘致による学民連携。 

・北千住は大学を誘致。住みやすい。 
 ○教育：子供を産みやすい鎌倉市。 

・女性、子供にとっての子育て。 
・アフタースクール。知識を豊富に持つ人がたくさんいる。 

 ○ビジネス：温故知新、ベンチャー育成。 
 ・企業誘致は、深沢や外でやればよい。 

・「海がある東京」になってしまう。 
 ○個人の小さな商いが町を楽しくしているので、それが持続できる町 

・授乳する場所、個室。 
・ちょっと腰掛けるベンチが欲しい。 
・高齢者向けに一服できます！ 

 ・夜の観光、朝の観光、昼の観光の分散。 
 
 

【Ｃグループ】  
鎌倉の未来像 ○古都・自然を大切にする 

・旧き良き鎌倉を年大切にする 
・いつまでも変わらないまち、開発をしない、自然を守る 

 ○高齢者が心豊かに暮らせるまち 
・巡回診療や生活サポート 
・介護支援センターの充実 

 ○子育てしやすいまち、子供にとって安全なまち 
・目黒区と鎌倉市では、子育て環境が雲泥の差がある（施設の充実度、

備品などの充実度）。このままだと子育て世代は鎌倉から逃げてしまう 
・人口減少を止めること、子供が増える、子供を育てやすいまち 
・子供に危険のないまち、道路の整備 
○新しいコト（古都）が進められる場をつくる 

 ○世界イベントを活用した活性化 
・東京オリンピックの自転車競技の誘致 

今後の市民対話

等の進め方 
【現状】 
・対話の場が少ない 

 ・現在のプランや進め方に大きな不満や不安がある 
 ・施設整備よりも、現在の生活環境や水準の改善を優先的に実施すべき 
 ・今回の対話のテーマがあまりにも抽象的。 
 【今後の進め方】 
 ・情報の公開と対話の場づくり 

・施設整備は段階的にじっくりと進めるべき 
・プランに対して、公聴会の開催等、市から積極的な説明を 
・何年後であっても市民生活第一を貫いてほしい 
・市は不交付団体であり、他市から見ても豊かなはずなのに、例えば、

学校施設はひどい。子どものための施設は話にならないほど。 
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【Ｄグループ】  
鎌倉の未来像 ・旧鎌倉以外のエリアも鎌倉だと胸を張って言えるゆたかな笑顔の街で

ありたい。 
 ・子供がすこやかに育つ街。 
 ・廃棄物が出ない街（ゼロウェィストタウン）。 
 ・静かで住み良い街。 
 ・伝統文化のある街。 
 ・自然豊かな街。 
 ・住宅確保要配慮者に対する住宅セーフティネット（支援者付き）を整

備して欲しい（公的不動産の利活用として）。 
 ○湘南の海のコーストライン。 

・富士山を含む観光コースと理念と仕掛けを作り、継続する「まち」に

する。 
子供が健やかに

育つまち 
・気持ちが熱い人が多い、意見を集める。 

 ・市の実行力がない、仕組みが必要。理念＋仕組み→継続。 
 ・安全・安心したまち。 
 ・話合の場や職場体験。 
 ・時代が変わってきた！工場でも周辺の人々に奉仕。 
 ・リアルな農業、キッザニア漁業。 
 ・科学博物館がない！ 
 ・１～６次までの産業が必要。 
 ・未来を見つめて！ 

 
 

【Ｅグループ】  
鎌倉の未来像 ○ミニショッピングモール。 

・空き家対策の１つとして。 
・インターネットを使えない人のためにも。 

 ・これ以上乱開発を許さず、落ち着いた緑豊かなまち。 
 ・子ども First！ 
 ・新しい物を受け入れてほしい。 
 ○安心して住み続ける街。 

・自然の豊かさを維持しつつ現代社会の恵みも受け入れられる街 
・渋滞の解消、強い市庁舎、子育てしやすい街、市民が集える公園・場

所を増やす。 
 ・かっこいい街。 
 ・多様性を認め合う街。 
 ○働くまち鎌倉。 

・観光業以外の業種もある多様な働く街。 
 ・テレワークなど鎌倉にいても出来る仕事を誘致して欲しい。 

・仕事と住居が近いと子育てもしやすい。 
・起業支援。 

 ○健康 
・良い病院（24 時間対応）。 

 ○楽しい。 
・友達が居る、場所がある。 

 ○ストレスフリー 
・雑音がしない、騒音がしない。 

 ○食 
・食べ物がおいしい、安全、買い物しやすい。 
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 ○自然 
・緑、海、動植物、虫、人との共存、サイクル。 

 ・災害対策。 
 ・民間導入には慎重に。 
 ・市民の力を活かす。 
 ・ゾーンを決めて残すものと新しくするものを区別する。 
 ・鎌倉において人口はどれくらいがいいのか？環境保全として考えてい

きたい。 
 
 

【Ｆグループ】  
鎌倉の未来像 ・多様な住民を受け入れる場所。 
 ・地域の中でつながり。 
 ・自然環境への意識、自然との共生。 
 ・成熟した住宅地が維持される。 
 ・鎌倉で育った子供たち（若い世代）が市外に出ていかずに住み続けら

れるまち（職場は市外でもＯＫ）。 
 ・観光公害の低減。 
 ・公共施設を核としたまちづくりの実現。 
 ・文化を大切にする鎌倉であって欲しい。 
 ・マイカーが無くても暮らせる公共交通優先のまちづくり。 
 ・鎌倉の人は運転中、遅い車にも待つ、ゆずる。新しく住む人は追いこ

そうとするが、やがて待つようになる。そんな鎌倉でずっとありたい

（材木座に 60 年住む方から伺った話）。 
 ・まず住宅。 

・手仕事に魅力。今だからこそ、第一次産業。 
・週末、鎌倉で過ごす時間がほっとする。 
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③かまくらまちづくり市民シンポジウム（第３回市民対話） 

日 時：平成29年12月23日（土・祝） 午前10時から正午 

会 場：鎌倉商工会議所会館地下ホール 

参加者：60名 

ねらい：まちづくりの引き金としての公的不動産の利活用であること、併せて、まちづく

りの視点による本庁舎の移転整備や（進め方への指摘を踏まえた）今後の市民参

画による施設整備について伝える場として、シンポジウムを開催する。 

 

講演、報告、パネル対話を通じ、公的不動産の利活用による鎌倉（市全体）のま

ちづくりについて、次の点を市民の方々に伝えることで、取組に関する周知とと

もに、今後の取組へ参加を呼びかける。 

 

「住みたい・住み続けたいまち鎌倉」「働くまち鎌倉」の実現が鎌倉市にとっ

て極めて重要な課題である。 

上記の実現にあたり、潜在力のある公的不動産が鎌倉市には多数あることに着

目し、その的確な利活用（リノベーション含む）が、今後のまちづくりにイン

パクトを与え、地域に新たな価値を創造することで、次代に引き継ぐ鎌倉のま

ちづくりの引き金となることを期待している。 

公的不動産の的確な利活用には、市民、民間、公共の連携と参画が欠かせない。 

まちづくりの視点による本庁舎の移転整備について（全市的な防災力向上、跡

地の魅力向上など）。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鎌倉市の報告 

シンポジウム会場全体の様子 

大島芳彦氏の講演 

パネルディスカッションの様子 
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時間 プログラム 登壇者 

10:00〜10:10 開会・挨拶 鎌倉市 

10:10〜10:50 講演： 

「リノベーションによる

市民が主役のまちづくり」 

大島 芳彦さん  

株式会社ブルースタジオクリエイティ

ブディレクター専務取締役 

10:50〜11:10 報告： 

「持続可能なまちづくり」 

比留間 彰 

鎌倉市経営企画部部長 

11:15〜11:55 パネルディスカッション： 大島 芳彦さん 

増井 玲子さん  

(東洋大学 PPP 研究センターリサーチパートナー 

鎌倉市公的不動産利活用推進委員会副委員長) 

比留間 彰 

11:55〜12:00 挨拶・閉会 鎌倉市 

 

 

●パネルディスカッションの結果 

現在の公的不動産の利活用の取り組みが持つ可能性、およびこれを実現していく上で

の課題やチャレンジは？ 

増井 近年、民間のノウハウや資金力を生かした事業手法が続々と誕生し、実績を

上げてきている。今回の鎌倉市の取組でも、官民連携が大きな一つの柱にな

っており、地域価値の向上が期待される。住民には新しい機能やサービスの

提供機会となり、経済的な効果としては雇用の創出や産業の活性化、市には

税収や土地利用等の収入も考えられる。実現に向けての課題は、案件ごとに

公共性、市民の参加性、また鎌倉らしさ、地域性や独自性を追求することで

ある。そのためにも、計画面では行政と市民のコミュニケーションプロセス

の設計がきわめて重要である。長期スパンでのスケジュールの共有ができ、

このプロセスを通して地域への意識や関心を高めていくことが大切である。 

大島さんの目から見て鎌倉市の今の公的不動産利活用の取り組みがどんなように見え

るか？ 

大島 ５つのプロジェクトはいずれも官主導の大きなまちづくりの一環、延長にあ

るように見える。それは非常に大事な事ではあるものの、市民が「自分達は

こうする」というものが見えにくい。生活者にとってのまちの感覚は、徒歩

圏内の半径 2～300m 程のエリアである。その小さなエリアのビジョンを市民

自らが持ち、まちづくりを自分ごととして積み上げていかなければならない。 

本庁舎の移転や跡地の利活用はまちづくりとどのような関係があるか？また，それに

よる市民のメリットは何か？ 

比留間 鎌倉市役所が移転する理由の一つは防災の観点である。今の建物を災害対策

本部として機能させるには脆弱で、かつ、この地域は津波浸水区域にも入っ
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ている。深沢地域整備事業用地内の行政施設用地に移し、総合体育館や消防

本部などと合わせることで、一番安全なものを提供でき、市民の方々の安心

を確保できると考えている。また、鎌倉駅西口の一番近くの良い場所に事務

作業で使う空間はもったいないという意見を多くの市民からいただいてい

る。もっと市民が集い、価値を創造できるような空間として使っていきたい。 

全体の活動を進めるうえで財源をどう考えているか？ 

比留間 財源は、パブリックマインドを持った民間事業者の方々と共同で進めていき

たい。営利の目的だけではなくて鎌倉市と市民の方々と一緒にこのまちをつ

くっていこうという，そういう気持ちを持った事業者の方々の協力を求めて

いく。市として税金を使う範囲は抑えていきたい。 

市民参画をどこまで求めるべきなのか？ 

大島 小さな規模の企業であれば、市民とともに参画を促していくことが重要と考

える。彼らにとってこれは生産活動として生きていくための仕事と商いはセ

ットであり、どうその地域で生きていくかのための商いになる。市民主体で

市民が活動しようとすることを行政がバックアップしていく体制が一番大切

だと思う。 

増井 今回の案件の中には、従来のように行政が運営委託するのではなく、民間企

業が自主事業として回す中で、何かしら公共的、公益的な要素を提供しても

らいたいという考えのものもある。事業が成立しなければ撤退することにな

りかねず、これまでよりも計画プロセスから民間の自由度を高める必要があ

り、うまく実現するためには行政や市民の関わり方も新たな挑戦となる。 

本当の意味での市民参加を得る上で参考となる事例や考え方はあるか？ 

大島 市民にとっての第一の公的不動産といえば、本当は家の目の前の道路であり、

角の公園であり、地域の公民館である。そこであれば、市民も地に足のつい

た活用策が考えられるはず。ボランタリーな活動だけでなく、生産的活動を

考える。それを行政と一緒に具現化しようと考えることが本来の当事者意識

であり、市民参加を越えた公民の連携だ。 

市役所移転のスケジュールについて、もっと短縮してスピードアップできないものか。

10 年かかっていたら、住民のライフスタイルも変わってしまう。 

比留間 建設をしていくとなると、基本構想を作って基本計画を実施して、基本設計、

実施設計というスケジュールがあるので、5〜6年は要することになる。スピ

ード感をもってやっていきたいと思うが、あまり拙速に進める訳にもいかな

い。じっくり市民の方々の意見を聞きながら、計画を実現していきたい。 

民主導のまちづくりを目指し，当事者意識を皆が持つようになればわくわくするが、

同時に日本の街並みの統一感が失われることにならないか。鎌倉でも寺社のすぐ近く

に南国風の家が建っていたりする。ヨーロッパの美しい街並みのような規制とか枠づ

くりが必要と思うが，日本で街並みの統一は難しいものか。 

大島 できてしまったものは受け入れるしかない。必要なのは、活発に活用される

かどうかということであり、それが変化を生み出す。都市景観が非常に美し
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く保存されていたとしても、活用されていなければ、本当の価値とは言えな

い。先人達が様々な状況の中で作り上げ、今あるものは現実として起こって

いることであるが、必要なことはそれを積極的に使いこなすことである。そ

れが鎌倉の人の営みであれば良い。 

比留間 古都鎌倉と言われるが、鎌倉には統一様式を持ったまち並みが存在していな

い。まちにデザインコードを見つけにくいところがある。平成 20年に景観地

区のルールを定めたが、それまでは高さの制限もなく、無制限に建てられる

状態が続いていた。現在、由比ガ浜通りで、地元の建築家の方々が業者から

出てきた申請をレビューしており、設計者に逆提案をするというやり方を 10

年くらい行ってきた。そうするとその地域のデザインコードや文脈らしきも

のが見え始め、いいお店も少しずつ増えてきている。鎌倉の場合はこういう

新たな価値づくりをしていくことが必要だと感じる。 

増井 景観条例のような行政主導のルールづくりもそうだが、鎌倉市の場合、自主

規制的なものが結構働いている地区があるように感じている。ある時期、特

に開発が激しかった時代には様々なものを取り壊して新しい要素を加えたの

だが、鎌倉は頑張って守ってきている。そのことが最近になって高い評価を

受けているように思う。民間の肌感覚で守っていける部分というものもある

のではないか。 
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●意見の内容(原則、原文のまま全て掲載(一部誤記等を修正)。順不同。) 

当事者意識・参画について 

・当事者意識を持つには「共感」が必要とのことでしたが、老若男女がいる”まち”とい

う単位で共感を得るというのはとても難しいことだと思います。共感を得るための具体

的な方策、手法はどのようなものがありますか。ハードではなくソフトの面で。 

・大島さんのお話で「潜在価値」を見立てるアイデア＝なぞかけのように共感力を持つ物

語を作るというアプローチ、物語は「あなたでなければ」「ここでなければ」「いまでな

ければ」というキャスト、シーン、シナリオの力によって強い共感力を持ち、消費者(市

民)を当事者に変える、市民主義のリノベーションまちづくりというコンセプトには大変

共感しました！その前提で 3 点質問があります。 

①象徴的例として「由比ガ浜ショッピングセンター計画」が上げられます。○○でなけ

れば×3つの物語が全くなく市民の共感を得られていません。公的不動産だけでなく民

間だけで行われてしまう、こうした取引・開発計画、パブリックマインドの欠けた事業

者による愚行を今後起こさないために、どのようなアイデアが考えられるのか?良い事

例はあるのか? 

②市の公的不動産利活用方針の 1,2,3 を見ると、「市民の豊かなアイデア」を活かす要

素が不足しています。パブリックコメントは出すだけで一方通行です。（市民の中にプ

ロも多いし潜在価値への理解・見識も深くアイデアも多いのに）市民が当事者となり「物

語」を紡ぐことに重きを置いた参画方法を検討してないのか? 

③市民が公的不動産の利活用の物語作りのプロセスに当事者として参画するためのフ

レームはどう作れるか?良い事例はあるか？" 

・「地域に価値あり」「経営目線」「見立て」非常に共感できますが、民間主導、いわゆる住

人主導となる様々なリスクに対して臆病になりがちかと思います。（本当にその見立てで

良いか？仕掛けが間違ってないか？など）リスクが無いモノ、コトは世の中にありませ

んが、仕掛け側、サポート側として、リスクに対する心構えや分散方法など御助言でき

る事があれば教えて下さい。 

・本庁舎移転は「跡地を考える！」と説明会の開会の言葉にありました。市民の中にそん

な意識があるのでしょうか。鎌倉市全体の将来像が見えるデザインはどこに示されてい

ますか。「市民が主役の」の言葉が空しいのか鎌倉の実態と多くの市民はあきらめ気味の

空気が沈滞しています。まちづくりのデザインを市民から募集していますか 

財源・予算・資産把握について 

・現庁舎の改修費用、新庁舎の建設費用いずれも市民の税金が投入されると思いますが、

市の予算のバランスを十分計算しておられるのか?具体的なお話を聞きたい。 

・財源をどう考えるのか 

・予算計画がよくわかりません。赤字が数十年続く気がします。 

・公的不動産は市の資産です。資産としてきちっととらえるならバランスシートの導入は

必須です。この件をどう考えていますか？有効利用の指標になる等定性的でなく定量的

な価値を示すべきです。 

・公共建築物などの維持費を半分に削減するのはどのようにして削減するのか知りたい。 

公民連携について 

・公の事業を民に任せるとき選定の手法・ポイント 

・市民合意をどこまで求めるべきなのか 

・今後の街づくりについて 官・民＋研究所・大学などアカデミックな要素を取り入れる

ことがイノベーションを加速させると考えているか研究・開発機関との連携について何

か施策や考えはありますか？ 

・もし市役所が移転されたら跡地利用の民間参加は公平にできるのか 

・これから市政と市民、つまり公と民の役割、変化すると考えられますが、どのような未
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来図を考えられますでしょうか？ 

総合デザイン、ビジョンについて 

・個々の利活用よりも鎌倉市のまちづくりのグランドデザインとはまた、そのグランドデ

ザイン形成の方法は？ 

・鎌倉地域発展のためのフォーミュラーについて 理念→仕組み→継続 「仕組み」につ

いてのお考えを述べて下さい。 

・4分の 1世紀後鎌倉市の人口、財政規模、市域（街としてのまとまり）の広さをどのよ

うに想定しているか、又は目標をするべきか？ハード、ソフトを合わせて守るべきまち

の魅力、創るべきまちの魅力の方向をどう考えているか。資産になるべき（100 年～200

年耐用する）建築はどう作るべきか。 

・（鎌倉として）オリンピックをどうむかえ、どう変化させるか、気になります。 

・30 年先の鎌倉にとって必要な判断なのか？その判断基準は何なのか？30 年先の”鎌倉市

の在り方”から導かれる地域社会の設計力が問われている。 

・地域鎌倉の「温故知新」の 2次元的空間から新しい発展を望まれる知識情報空間が融合

した、いわば「3次元空間」（地域）になるために必要なことは出来るのか？ 

・新しいまちをつくると今までの街をさびれさせてしまうような気がしますので街の再開

発という考えを中心に考えてほしい。特に北鎌倉は生活のにおいがしない。観光客のた

めの街になっていくのがさびしい。 

防災拠点について 

・市民、観光客、事業者、道路等の通過者のための広域避難場所の確保はどう計画してい

ますか？私は七里ガ浜東と奥稲村が崎全域を広域避難場所にして、理想的な被災拠点造

りを考えていますが？市内に海峡 30ｍ40ｍ以上の同様の拠点の計画等はありますか？ 

計画について 

・市役所移転のスケジュール もっと短縮してスピード UP できないのでしょうか？10 年

もかかったら今の住民のライフスタイルも変わってしまいます。（死んでしまう） 

具体的な利活用案件について 

・築 50 年以上の市営住宅、残しておく所もあるようですが、意義は？統合して土地を活用

してほしい。 

・野村総研跡地などは結構前から話が出ていると思いますが、実際のところ利用法の決定

が進まないのはどういった原因が主にあるのでしょうか。他の公的不動産の利活用推進

の足かせになっている要因で共通するものがあれば教えてください。 

・資生堂は企業誘致可能かもしれませんが、野村はかなりイノベーティブな戦略がないと

企業誘致が難しいのでは？（シリコンバレーにするとか、そのような企業にインセンテ

ィブを与えられるのか？） 

・鎌倉市には野村総研跡地、扇湖山荘をはじめ、寄付を受けた邸宅群を多数抱え、固定資

産税収入を失う一方で、その活用は全く長い間ないがしろにされている。今経営企画で

取り上げている公的不動産利活用の推進もそれを問題意識の一つとしているとは思う

が、その利用を推進するために一番重要なことは何か。特に利用をはかるための方法論

は何か良いアイデアがあれば教えて欲しい。 

・すでに一部利用されている華頂の宮、吉野信子邸、大仏邸、…についてもその稼働率は

きわめて低く、それらの施設の管理運用は市の各課にバラバラに分担されている。利用

効率市民福祉交流の役に立てるためには、利用効率の UP の観点から、もう少しまとめて

具体策を考える責任体制が必要と思うがどうか？ 

・梶原 4 丁目の野村総研跡地の利用、早期活用について、検討中という御返答ではない御

返答をお願い致します。私自身の提言は、研修施設（宿泊可能）を建てて、海外共の研

修生に提供をです。すでに数回市長宛に差し上げております。メッセージ（用紙）etc

で。 

街並み・景観について 
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・「民主導」の小さなまちづくりを目指し、当事者意識を皆が持つようになればワクワクし

ますが、同時に、日本の街並みは、和風の隣にヨーロッパ風やモダン建築というように

チグハグで、鎌倉でも、寺社のすぐ近くに南欧風の家が建っていたりします。メインス

トリートの 1つ、小町通りもどんどんハデな、どこにでもあるゴチャゴチャした通りに

なっています。ヨーロッパの美しい街並みのような「規制」「枠作り」が必要と思います

が、日本で街並みの統一は難しいでしょうか？" 

・鎌倉の街並みがかつての清里など雑然としたり、全く調和のとれていない色調デザイン

の建物が増え、古都・歴史・文化のある街としての魅力が失われてきている。街として

の魅力（住人＆観光客にとって）ある街づくりを鎌倉市としてつくる必要性をどうお考

えでしょうか？ 

・独自のルール（建物の高さ制限や樹木座にコンビニなし等）について、緩和させるべき

か、維持するのか「らしさ」を保つうえでどうするか。 

高齢者対応について 

・今後ますます増加していく高齢者層が「支援されるだけの存在」ではなく「いつまでも

地域に貢献・活躍できる存在」でいられる街づくりを希望します。居住地の近くで、無

理なく働けて、少なからず収入を得られれば、若い世代に依存しなくてすむのではない

でしょうか？ 

子育ての場づくりについて 

・子供がいないと市が活性化できないというが鎌倉の児童施設はあまりにも貧弱（孫は目

黒区にいるが目黒と比べると雲泥の差、実際鎌倉市を出ている若い人が多い。本当に子

育てを考えているなら市役所移転より児童施設の充実を図るべきと思うがどうか 

ＩＣＴについて 

・もう 10 年もすれば ICT の更なる発達やテレワーク化、ライフスタイルの変化も期待でき、

日本有数のブランディング価値を既に有している鎌倉は、コワーキングシティとして住

＋遊＋就がバランスよく創れるのでは？と期待する部分もあります。10 年後、20 年後の

ICT 技術の変化を鑑みて鎌倉のもてる可能性についてパネリストの皆様が思い描くもの

があれば教えて下さい。 

交通網について 

・利活用のプランを推進するには、これらを結ぶ市全体の交通網の整備が不可欠である。

深沢地区と旧市庁舎を結ぶ道路、玉縄地区と深沢地区を結ぶ道路、バス、梶原 4丁目地

区へのアプローチ等々利活用計画に合わせて鎌倉市の交通計画を推進すべきと思うがい

かが、交通網の整備は人の行動と考えを誘導し、良いコミュニティ形成のために経済的

効果（遊休地活用）以上の意味を持つ。 

・ロードプライシングについて、消滅してしまっている様にも感じていますが？具体的な

進行状況はどうですか？ 

大学の誘致について 

・大学観光学部の設置は利活用手段の 1つとして考えられると思うがその対応は。波及効

果は大きいと思う。 

進め方・体制づくりについて 

・利活用のテーマは市の組織横断的に取り組むものと思う。体制はできているか。 

宿泊、滞在施設について 

・長期滞在・宿泊滞在での観光を増やすことで観光収入の増加が見込めると思うが、鎌倉

市は旅館建設できる用途地域が少なくなり旅館を増やしていく点でもハードルがあると

思う。今後、旅館業や民泊（その他商業系の用途（住宅以外））に対してどのように考え、

取り組む予定でしょうか？（低層～2種中高層）＆市街化調整区域 

規制緩和について 

・空き家活用においても住宅系用途地域や自治体の反対など新しいサービス（企業誘致）
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や活用を拒むものが多いと感じます。条例での緩和等何か施策は検討されているのでし

ょうか？また、規制がある中での空き家活用を進めていく上で、どのような働きかけが

有効か、もし事例があれば教えてほしいです。 

多様性の創出について 

・鎌倉は不動産価格が安くないのですが、その中でストック活用を考えると、低所得者層

を呼び込むのはむずかしく、結局多様性を生むのは難しいのではないでしょうか？→手

頃な賃貸を提供できるしくみがあるとよいのですが教えて下さい。 

市役所移転について 

・「深沢」に移転先は決まっているのになぜ時間をかけ遠回しに深沢へと話を持っていくの

か。形だけの話し合いのようにしか思えない。 

・説明資料 P.27 では市役所本庁舎の移転先は深沢を移転先としますとありますが、今まで

の市民対話及び本日の比留間部長のお話でも決定しているという話は聞いておりませ

ん。どういうことでしょうか？ 

・市役所機能の移転のタイミングとそれまでの空き地活用について伺いたい。（深沢の空き

地の放置は 10 年ではおさまらないのでは。） 

・市長は鎌倉のすぐやらなければならない課題を市役所の移転といった。私には、現在の

市役所が不便とは思わない。移転する必要は全くないし、各支所も重要である。それよ

りも児童施設、小中学校の整備、老人福祉などを充実させることが今すぐ必要と思う。

市役所が移転して「立派」になり市民の施設が「貧弱」なら本末転倒だろう。なんで市

役所移転を急ぎ市民生活のための施設をあとまわしにするのか？ 

市民への周知、説明、対話等について 

・市民合意をどこまで求めるべきなのか 

・公的不動産への市民参加はだれが主導すべきと思うか。 

・特に市役所移転について、出前講座はどこへ、何回行いましたか？今日まで 3回の市民

集会の参加者、のべではなくダブっている人も多いと思いますが、何人くらいでしょう

か？ 

・多くの市民は市庁舎が深沢に移転することを知らなかった。現在の支所が廃止されると

いうことはすでに決定しているのですか？あまりにも”市民参加の市政”といいながら

市民への説明が足りなすぎと思う。各市内の自治会に市から出掛けて行って説明し、市

民に納得してもらうことから、再スタートしてほしい 

・対話に子育て世代のママ、パパは入っていますか？障がい者は入っていますか？市民代

表はその方々の意見も代理で話せますか？ 

・市政に、市民の幸せを測る考え方、それを増やす考え方はありますか？ 

文書館、資料館の設置について 

・鎌倉の魅力・潜在力は中世の歴史と共に明治時代以降の近代の特異な歴史にあると思い

ます。その歴史を証明づける資料の収集、保存、学習が急務です。市民の生涯学習の意

味も大きい。そのための近代史文書館・資料館の設置を強く希望するものです。公的不

動産の再編にあたり要望します。市民と行政の共同で 10 年間「かまくらの女性史 4冊」

を編さんした実感からの強い要望です。公的不動産の一部を近代史文書・資料学習館と

して市民と共同で運用する施設を具体的に検討していただきたい。このような問題・提

案の窓口はどこの部門でしょうか。 

・地域の価値を再認識する資料館の設立 

・今日の鎌倉史の問題は「鎌倉の近代史の不在」が背景にあると思います。近代史の研究

を進展させる必要がある。鎌倉市には近代史を扱う施設（名称は文書館、資料館、博物

館など）がありません。中央図書館の近代史資料室では不十分です。明治以来 150 年、

この間の鎌倉の歴史を扱う拠点をつくる必要があると思います。旧図書館の施設はその

設立の趣旨からふさわしいと考えましたが、結果として学童の施設になりました。今日

の再編の中で近代史の拠点をぜひ整備してほしい 
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物件の魅力の向上について 

・リノベーションをするもとの建物に全く魅力がない場合でもなにか「良くするコツ」み

たいなものはお持ちですか？ 

その他のご意見（市民対話について等） 

・1回目、2回目の市民対話ではどんなお話が出たのでしょうか。1 回目に都合がつかず出

席できなかったので後日経営企画にお話をお伺いに行きました。その時追って HP 等で報

告いたしますとお答えいただいたのですが HP を見ても経過報告等がありません。情報を

共有して今回のシンポに参加したかったのですが、それはなぜでしょう。 

・市民から質問ではなくてどのような鎌倉をつくりたいのか意見をとることが大切なので

はないかと思った。 

・市役所等の移転について、5回の議論を経たというが、多くの市民には寝耳に水であっ

た。もっと多くの市民が討論にかかわらなければ「議論」したとは言えない。一応議論

したというアリバイ作りのようなもの。多くの市民が知らないうちに議論を進めている

のを「反省して」、再度話し合いの場を設ける等はあるのか 

・鎌倉市長松尾さんはなぜ出席しない？市長の HP は深沢移転が大々的に PR している公的

不動産利活用にしても深沢に移転を前提にヒルマさんが会話している 

・移転ありきの理由は？ 

・3回目行う時に 2 回目の内容のまとめが出されてない理由は？ 

・事例に出ていた座間駅の団地についてですが「安いからこの座間に住んでいるお母さん

方を集められる子育てセンターを設置する」と書いてあったが、そのような下調べをど

の様にして行ったのかが教えてもらえますか？ 

・鎌倉市に寄贈された不動産は全て公的不動産（歴史的建造物含めて）ですか。その一覧

表は市役所のどの担当にいけばいただけますか。（その活用予定・保存状態についての進

行状況についても記入している） 

・資料全般、元号ではなく、西暦にして下さい！ 
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④アンケートの結果 

（第１回：ｎ＝31、回答率約 89％、第２回：n=29、回答率約 94％、第３回：n=46、回答率約 77％） 

１）設問１の回答状況 

設問：かまくらまちづくり市民対話は、いかがでしたか。当てはまる数字を○で囲ん

でください。 

 面白かった・ 

ためになった 
（中間値） 

 面白くなかった・ 

 ためにならなかった 無回答 

           
 ５ ４ ３ ２ １ 

【第１回】 
９人 ９人 ７人 ５人 ０人 １人 

30％ 30％ 約23.3％ 約16.7％ ０％ － 

【第２回】 
10人 ４人 ７人 ３人 ３人 ２人 

約38％ 約14％ 約26％ 約11％ 約11％ － 

【第３回】 
17人 12人 ９人 ３人 ２人 ３人 

約37％ 約26％ 約20％ 約６％ 約０％ － 

 

 

２）設問２の回答状況 

設問：鎌倉市が進めている公的不動産の利活用による効果として、特に期待したいと

思うもの（上位３つまで）を○で囲んでください。 

 

【第１回】 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

※その他の自由記入には、「史跡の保護」、「のんびり感を保つ」、「大学観光学部の設置」がありました。 

回答者31人に対して最も回答が多く、約６割の方が選んでいた選択肢は「⑤ 市民

交流・市民活動の促進」でした。次いで約５割の方が「④ 民間と連携による経済効

果の創出」を選んでいました。 

  

※ 

（人） 
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【第２回】 

 

 

回答者29人に対して最も回答が多く、約４割の方が選んでいた選択肢は「⑤市民

交流・市民活動の促進」と「⑥防災対策の促進」でした。次いで約３割の方が「⑧

子育ての支援・サポートの促進」と「⑨自然環境の向上」を選んでいました。 

 

 

 

【第３回】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者46人に対して最も回答が多く、約６割の方が選んでいた選択肢は「⑤市民

交流・市民活動の促進」でした。次いで約４割の方が「④民間と連携による経済効

果の創出」と「⑧子育ての支援・サポートの促進」を選んでいました。 

  

（人） 

（人） 
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３）設問3の回答状況 

【第３回】 

設問：公共施設再編（本庁舎・跡地の整備などを含む）の取組の周知・説明方法とし

て、特に期待したいもの（上位３つまで）を◯で囲んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「その他」の自由記入には、「YouTube」、「もっと大規模な説明会」、「パンフの作成と戸別配布」などがあ

りました。 

 

回答者46人に対して最も回答が多く、約５割強の方が選んでいた選択肢は「④取

組の説明会・出前講座」でした。次いで半数の方が「⑥シンポジウム」を選んでい

ました。 

 

 

４）（自由記入）の主な回答 

（原則、原文のまま全て掲載（一部誤記等を修正）。順不同。） 

【第１回】 

設問：鎌倉市のまちづくりの基本的な考え方（鎌倉・大船・深沢3つの拠点と、これら

を結ぶゾーンを骨格とし、官民での公的不動産の利活用を推進していく）につ

いて、どう思われますか？ご意見やアイデアをお聞かせください。 

分類 意見やアイデア 

基本的な考え方な

どに関する回答 

・子供、大人、高齢者が安全で安心して暮らしていける様なまちづく

りを大きなコンセプトとして欲しい。 

・３つの拠点案について、特に問題なく進めてほしい。 

・全くその通りです。旧鎌倉の外側（玉縄）に住んでいる者の考え方

として旧鎌倉－新鎌倉（old town - new town) という構想の下に

（人） 
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市役所移転は重要な施策であり、野村跡地へは大学観光学部を誘致

して若い鎌倉を推進したい。また山崎焼却場もOK。その代り、排熱

利用をメリットとして考える解が必要。老人ホーム、温水プール、

温室で野菜栽培etc・・・ 

・良いと思う。現在、旧鎌倉の一部に集中しているものを全て分散し

ていって欲しいと思います。 

・市のグランドデザインが見えない。成熟都市として古の鎌倉の

Original 姿から考える。あまりトレンディーな発想は不要ではな

いか？ 

・賛成はできない。それぞれの土地で生きている人ひとがいる中で、

ドラスティックな”行政が考える役割”を押し付けてから、その先

を考える方針には反対する。 

 

公的不動産の利活

用などに関する回

答 

・住民交流の場が少ない。 

・市民が生き生き活動できる場を増やす。 

・既存所有不動産の有効活用は大変良いことだと思います。但し、市

民の利便性をより高める必要があると思います。 

・深沢を進めるべき。 

・財政困難の中、新たな施設の建設に少し疑問を持った。新しい生産

の場、交流の場になるのであれば、次世代、次々世代にもつないで

いかれるような場所、機会にならなければいけないと思う。今後の

具体的な案、民間の関わり方に期待している。 

・鎌倉は高齢化が県内でも１、２を争うほど進んでいる市であること

を認識し、welness（健康）、高齢者、子育てでの交流の場をいか

に作るか、近隣の都市（例 藤沢市、逗子市、横浜市南区）などの

取組みの例（鎌倉市よりは、一寸進んでいるのでは）を参考にして、

具体的に取組んで欲しい。私は鎌倉は取組が一寸遅れているように

思っている。 

・公的不動産が塩漬けにならないようなアクションプランに期待して

おります。もっと若い世代や大学とのアイデアソンなどを実施され

ることが良いかと思いました。 

・高齢者も子供も孤独な人達がたくさんいます。そんな人たちが一人

でも多く関われるコミュニティを公的不動産の利活用に活かして

ほしいと思います。震災銭湯を各地域に作って欲しい。世代を越え

てつどえるコミュニティ作りをお願いします。 

・テレワーク化は世の中的に確実に進みますので、大企業を誘致する

だけでなく、「コワーキングタウン」としての鎌倉は魅力的だし、

可能性があると思います。町の雰囲気は変えずに、プラットホーム

を作る町づくりってできないですかね。都市への通勤時間の２～３

時間を、鎌倉で使いたい人は多数いると思います。 

官民の連携方法な

どに関する回答 

・市民が大家、行政が管理人であると考える。 

・ハコモノは行政が作り、運用や店舗の誘致等は民間に任せてはどう

だろうか。 

・特に民活について、本腰を入れて取り組んで欲しい。 

交通などに関する

回答 

・旧鎌倉⇔深沢の（公共）交通整備。 

・鎌倉⇔深沢（大船⇔深沢はモノレールとバスのみ？）の交通をかな
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りちゃんと考えないと。 

・深沢への足の利便性の不安があり。 

・鎌倉の最大の問題は交通であると考えます。大きな建物を作る場合、

どうしても人の流れが大きく変わり、今の交通インフラでは対応し

きれないのではないだろうか。限られたインフラを最大限に活かし

て、必要な部分は改善するべきではないだろうか。 

・深沢と鎌倉を交通的にどう結ぶのか。観光客との関係（動線、経済

活動etc）をどう整理されているのかなという疑問があります。 

・深沢に移転した場合、交通の便（モノレール、バスしかない）。 

今後の進め方など

に関する回答 

・先を考え、未来志向で。 

・深沢地区の行政機能（何を移すか）と民間共創（どのような形？）

の計画を知りたい。 

・（文化的な要素、頭脳）等を、地元の個人店の努力を活かしながら、

市民主体での町に、観光客の人への意識を持ちながら、歴史的遺産

を活かす。環境が良いのだから。 

・これに関しては市民全体のパブコメを求め全体の意見を聞いた方が

良い。 

・将来の鎌倉の姿がどうなるのが一番理想的なのか、もっと考えてみ

たい。理念のようなものがまだはっきりしていません。 

・もっと市民どうしが話し合い、何を考えているのか知りたかった。 

・絵に描いた餅にならぬような、しっかりとしたビジョン、話し合い

が必要と感じた。特に、旧市役所に関してフラットの面として、そ

の時必要な区分がフレキシブルに区切って活用できることが大事

だと思う（細かく部屋を区切って立派なものにしない→費用をかけ

ない）。 

・高齢者からクラウドファンディングした費用を集め高齢者の施設を

作る等。 

・今回のお話を聞き、基本的な考えは良いと思いましたが、市民の方

への理解を深める機会をもっと増やしてほしいとおもいました。動

画やHP等でわかりやすい案の解説の発信をお願い致します。 

・考えさせられる課題…いい加減な意見を述べることが出来ませんの

でまた次回機会があれば。今回の対話も良かったです。 

・先代が残してくれたこの素晴らしい環境を市民の手で次世代に残し

ていく活動をしていければと思います。 

・里山保全では、樹木の循環を考えないといけないので間伐材を利活

用できる仕組み作りがしたい。鎌倉ブランドを活かして間伐材を加

工して販売できると良い！武家の古都にふさわしい甲冑姿を感じ

られる街にしてみたい。馬で街をかっ歩する！ 

・住民がスピーカーであるべき。 

・大きな流れは良いと思います。「見えないまちづくり」も色々議論

したいものです。 

・意見を言うには、まだ情報不十分である。 

・この会の目的が判らない！全体プロセス/意見の吸い上げなどにつ

いて、冒頭に市の説明がなければ、意味がない！ 

・主旨が良くわからない。歴史まちづくりとのかかわりはどうか？ 
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【第２回】 

設問：鎌倉市のまちづくりや公的不動産の利活用について、ご意見やアイデアをお聞

かせください。   

分類 意見やアイデア 

公的不動産の利活

用などに関する回

答 

・公的不動産をオフィスにして「働くまち鎌倉」に向けて仕事を都内、

横浜、海外から集め、働く人は鎌倉市民が行う事で働く街になるよ

うにすることが重要かと思います。 

・働く場としての利用 

・岩手県のオガールを見て途中のプロセスはわからないですが、現状

はうまく人が集まる場所にしているなあと思いました。成功してい

るところの一つは、バレーボール競技場という他にない施設をつく

っているところと伺いました。例えば鎌倉も当地独自の集積拠点が

つくれたらよいのでしょうが。 

・扇湖山荘はじめ旧邸宅ネットワークの利活用に関する具体性が見え

なかった（民間企業が本当に入っていけるルートがあるのかギモ

ン・・・結局特定業者なのでは？）市役所移転はしても良いと思う

が、旧跡地にもサテライトを設置して利便性（高齢者・子育中の女

性）は保って欲しい。サテライトを中心とした楽しい交流の場にな

るとなお良いです。 

・大学や高専のサテライト教室などの誘致による学民連携の場を創出

して下さい。 

・公的不動産の利活用については、施設の現状（利用率、それぞれの

施設に投入されている年間予算額（※寄付物件の場合は、固定資産

税などの逸失分も含む）、利用時間など）の統計データを施設ごと

に開陳し、それにもとづき具体的に利活用を論じるべきと思う。そ

うでないとパブコメすら書けない。データ不足。 

・野村総研あとに大学観光学部を誘致する。例えば東洋大など（その

他約10校が対象となる）この場所は交通の便が悪いため一度に2～

300人位の人を集めなくては活用できない。学生という若者の参加

で観光のレベルUP。 

・鎌倉市役所・・・議論不足→現在地移転の理由が薄い。 

・深沢・・・自転車競技場含めた総合スポーツセンター。 

・梶原4丁目・・・鎌倉アカデミア大学（市民もつどえる男女共学新

大学）。 

・扇湖山荘・・・鎌倉山は交通不便問題含め再構築。 

・資生堂・・・市内で活用公募が最適か。 

官民の連携方法な

どに関する回答 

・拡大する市民要望に対して減少する税収が予想される今日、いかに

民間の力を借りて市政を充実させるかが鍵になると思う。公平性、

公正性を維持しつつ、民間にも行政の事業をやってもらうかが重要

だと思う。声の大きな人に引きずられないようにして欲しい。 

まちの魅力創出に

関する回答 

・公的不動産もですが、駅前広場やまちなかに一休み出来る場所を創

出してくださると町の魅力が上がると思います。 

・古都鎌倉としての未来を踏まえ有識者の意見も取り入れ、史学的価

値等のある未来づくりを推進して頂きたく存じます。開発の進む方

向性によっては全く価値のない都市化になってしまっては潜在能

力を引き出すことは出来ません。鎌倉で最重要にしなくてはいけな
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い事は古都鎌倉の破壊を守るということです。 

・働きやすく！子どもFirst! 

・マンション提供公園が重なっている所ではその一部を喫茶店などに

開放し、近隣のコミュニケーションの場をつくるとともに添付例

（植木）では観光コースのトイレ提供の役もはたす。 

進め方や周知等に

関する回答 

・鎌倉にはブランド価値がある。だから民間に参入してまちづくりを

進めるのが有効だということ。「パブリックマインド」をもった企

業というのはありますよね、ということを伝えたい講演の設定だっ

たのかもしれませんが、ブレインストーミング的なものだったの

で、参加者からハレーションが出たのではないですか。市民対話の

テーマは中間取りまとめの方針について単刀直入に議論すべきだ

と思います。「市民の想い」を推進委員会に伝えるという仕掛けそ

のものが上から目線。前回の市民対話は「対話」で何を話すのか参

加者がわからないまま終わってしまい、また時間も短すぎて推進委

員会に申し送りできる意見が出たとは思えない。前回も今回も講演

の内容自体は面白かったが、その後に続く市民対話とのつながりが

見えない組み立てが問題。 

・行政の思いも市民一人ひとりのわかるよい機会となりました。 

・公聴会を開いて下さい。 

・皆様が考えている事がとても幅広く課題が多くある事がわかりました。 

・市民に対しては周知が不足しているのでは？市庁舎移転についての

情報がテーブル各自ばらばらであったような気がします。 

・上から目線はやめなさい。共有はダメ。 

・昨年の市民対話は市役所本庁舎の課題が明確でしたが、「公的不動

産活用」というテーマがやや唐突だったかもしれません。今日はテ

ーブルで市の職員とも対話でき、より認識深め、市民同士のコミュ

ニケーションも素晴らしい。（仕事の関係で一時的に東京に住民票

を移しましたが必ず戻って住民税払います）とりあえずは「ふるさ

と納税」！ 

・本日の運営に問題がありますね。講演は理解できなくもないですが、

長すぎの話でした。反発があったことは重く受け止めるべきです。 

・公共施設の再編計画（市役所移転）が基本方針とまでなっている中

で、大きな「鎌倉の未来について」話し合わせるのは本末転倒です。

市は外部に丸投げですか？ 

・これはダメ！ 

・若い方の参加が少ないのがざんねんである。 

・会議時間の25％以上講演に時間を割いた理由が全く理解出来ない。

理念→仕（掛）組み作り→継続した「まち」づくり。公的不動産の

利活用は市の提案を深く理解し、市民も努力することにつきる。 

御苦労様！！ 

・市民に委ね、市民が創るまちづくり。それをサポートする市役所の

ようにもっと巻き込んでいただきたいと思います。ありがとうござ

いました。 

・鎌倉に総合的ビジョンがない。しっかりした考えでプラン作成。 

・「鎌倉市域」でのまちづくりを検討する前提として、地勢、歴史的

経緯、残存資（遺）産、などに理解が不十分すぎる。 
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・過去100年の30年単位で、鎌倉への参入/流出の実態をみると現状の

問題点、今後の展望/発展等が自ら解明できる。 

・２回目の「市民対話」と言う事ですが、時間が短すぎる。まちづく

りとして広い間口で開くのでは「3月に確定」を狙っている再編計

画になかなか結び付けられないとテーブルの参加者皆感じていた。

具体の公的不動産（面積含め）が明らかにされてはじめて、ソコに

はナニがふさわしいという提案が可能になると考えます。アイデ

ア、提言はあるのですが書ききれません。 

その他 ・もっと市民が本当に必要としている問題（Ex. 空き家増加、ゴミ（観

光ゴミ、焼却場、京都市の2倍のゴミ袋料金）、休日交通渋滞、車、

江ノ電）に真剣に優先して取り組んで欲しい。 

・防災対策は安全安心とは程遠い街だと思っております。それぞれの

街の中にある活断層の位置と自覚した上で避難場所を確保する 

・だいたい、各検討会に参加している人は全てに参加している人がい

る。意見がかたよる事になるので見直しを求めたい。 

・ハコものの活用より、心の問題を先にすべきだ。 

 

 

【第３回】 

設問：今後の公共施設再編（本庁舎・跡地の整備などを含む）に対する市民参画の方

法について、ご意見やアイデアをお聞かせください。 

分類 意見やアイデア 

公的不動産利活用

の考え方 

・自分ごとにするための、自分ごとの公共施設に対して、対話を進め

た方が良い。今は、市の行政がやりたいことを"シンポジウム"とい

う場で"市民の声を聞いたことにして"進めているなと思いました。

「私達は市民の代理でやっている感」がひしひしと感じました。 

・不動産の活用も大事であるが、現在の公共施設（支所、xxx社会xx

生活xxセンター）等のトイレなどの改善が優先されるべき 

・新たな観光案内所 

・近現代史資料収集保存学習館を市民・行政と共働でとりくむ。この

ことによって、鎌倉の真の魅力・歴史を学ぶことが、同時スタート

の必要がある。土地の魅力は資料の中から学ぶ、知る。これが原点。

原点をスタートする場を市と行政で設立する。 

・税金の有効活用。・鎌倉に住むことによる価値向上 

・大島氏の意見大変有意義です。 

・市役所等にマンション等で利益を!! 

・大島講師の発言に共感した。今後の計画に反映してほしい。 

・５ヶ所にしぼった利活用という点でなく、広く利活用を考える視点

で計画があり、その上での個別計画としていくべきと思いました。 

・市民の多くが参加し、市役所等の移転について話し合う場をつくる

べき。市役所移転は絶対に拙速にすべきでない。 

・各地域に計画を委任する。 

市民とのコミュニ

ケーションの方

法、プロセスにつ

・開催を知りませんでした。知らない市民は多いと存じます。 

・急には思いつきませんので、パブリックコメントの機会に提出させ

ていただきます。今日のようなシンポジウムでも、2時間ではなく、



 

 

参９４ 
 

いて この後に意見討論の機会をプラスする、もしくは後日各々準備して

討論する場があると幸いです。回覧板で告知して頂けると有難いで

す。いつもどうでもいいような内容ばかり、このような大切な取り

組みこそ載せてほしい。 

・市の方針計画はともかく市民（参加した人）の声をフィードバック

をスピード感をもって公開してほしい。 

・理想論を言っている場合ではないので、具体的にいつ、どこがどう

なるか、はっきり発信してほしいです。そこで賛成か反対か、なぜ

反対か市民に問えばいいのでは。もやっとした意見ばっかり聞いて

たら、いつまでも決まりませんよ！ 

・鎌倉市長の参加はmust（大きな内容）アイデアは山のようにある。 

・市民への説明が不足していると思われます。もっと周知徹底の方法

を模索されるべきではないでしょうか。 

・学生などの若い意見も取り入れるために市内の学校、大学とも協力

が必要なのではないでしょうか 

・アイデアソン 

・公共施設再編の計画自体に、市民の心や生活という視点より、街作

りのセオリーやあるべき論が軸になっているようにも感じるので、

市民同士の対話から生まれるアイディアを大切にしたらもっとよ

くなると思う。説明ではなく、ディスカッション。アイディアの集

め方も一方通行にならないようにして欲しい。 

・具体的意見をよく個別に聞いて、活かせるアイディアを活用してく

ださい。 

・市内の小中高生から意見を集める。 

・鎌倉にある図書館（本館、地域館４ヶ所）において、中規模の説明

会を行い、意見集約したら如何ですか？ 

・公募＋市内の高・大学生。なるべく若い人が集まる方法の検討。 

・市民を集めるのではなく、市から積極的に出て行くべき。 

・朝まで生討論とか、金がかからずメディア露出ができるイベントを

立ち上げるとか。話題にするのは非常に大事かと。 

・市民主導のイベントのサポート。自発的市民中心に。・大きな報告

会でなく、簡単なアンケート、意見交換会。 

・地域の特質がすでに出来上がっていると思う。再編に住民がついて

いけるかが心配。その為、地域にそれぞれ出むき、ていねいな変化

についての説明が必要とされる。 

・市長をパネリストの一人になって頂いて、有志によるシンポジウム。 

・市の機能・目的別の協議会と市民との絶えざる密な意見交換。すり

合わせを含む。協議会（地域別）の設置-特に具体的政策のために

は必要と思う。意味のある「市民からのパブコメ」は具体策につい

てのある程度の絵が描けた後が最適ではないのか？ 

・「民間」に市民及び市内中小企業が含まれていないように見えるの

が大変残念。パブコメもいいが、出すだけで一方通行。シンポジウ

ムと説明会もまた逆の一方通行。「まち」の潜在価値を深く日々知

り、体験し、未来のアイデアを豊かに持っている市民も多く様々な

プロフェッショナルも多い。また鎌倉をあえて選択しているベンチ

ャー、鎌倉に長く根付いた老舗企業も多い。これらをプロジェクト
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メンバーとして加えた、前例にとらわれない挑戦的なやり方を作る

べき。例えば「百人委員会」とか銘打ってメンバーを募集するのは

どうでしょう？やるのであれば、チームビルディングもファシリテ

ーションも全力で支援します!!比留間部長のプレゼンもご発言も

とても骨太で根っこにビジョンと確信があるパワフルさと説得力

があり、意気込みが届いたと思います！素晴らしかったです！！ 

・質問をセレクトしすぎている 

・もう少し若い人を巻き込む手法を考えたい。（例えば若手職員チー

ムを作って若い人の目にとまる様なSNS発信、みせ方の工夫、公の

宣伝周知にとらわれない発信をしてみては？広告という感覚で。フ

ァッショナブルに。ゲストも若い人に人気の著名人など） 

・市民の関心がますます高まり、増えていることを感じます。このプ

ロセスこそ良い結果につながると思います。 

・広く一般市民が参加できる様なシステムを、この再編計画に関して

あまり市民に知られていないのが実情 

・大島さんの話は役所の方も市民の考えも変わったと思います。この

ようなシンポジウムをもっと市民に参加してもらえるようにする

のがいいと思います。 

 

５）アンケート回答者の属性 

【性別】 

 男性 女性 未記入 

【第１回】 
21人 10人 ０人 

約67.7％ 約32.3％ － 

【第２回】 
17人 10人 ２人 

約58.6％ 約34.5％ 約6.9％ 

【第３回】 
34人 12人 ０人 

約73.9％ 約26.1％ ― 

 

【年齢】 

 10代 20代 30代 40代 50代 60代以上 未記入 

【第１回】 
０人 １人 ２人 ５人 ７人 16人 ０人 

０％ 約3.2％ 約6.5％ 約16.1％ 約22.6％ 約51.6％ ― 

【第２回】 
０人 １人 ０人 ６人 １０人 ８人 ４人 

０％ 約3.4％ 約０％ 約20.7％ 約34.5％ 約27.6％ 約13.8％ 

【第３回】 
０人 ９人 ５人 ４人 10人 18人 ０人 

０％ 約19.6％ 約10.9％ 約8.7％ 約21.7％ 約39.1％ ― 

 

【過去の市民対話の参加状況】 

【第２回】 第１回、第２回ともに出席された方は、12名であり約41％となっている。 

【第３回】 
両方参加 10/29のみ 11/18のみ どちらも不参加 未記入 

７人 ５人 ６人 26人 ２人 
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７．公的不動産の利活用に関するサウンディング型市場調査の対話結果 

（１）趣旨 

本市とともにまちづくりに取り組み、自身の利益の追求だけにとらわれず、鎌倉のまち

や地域の価値を高めていくといった理念「パブリックマインド」を持った民間事業者等と

の連携を目指し、民間事業者等との“対話”を通じて、公的不動産の利活用のアイデア（利

活用の方法、事業手法など）を広く聞くため、サウディング型市場調査を実施しました。 

 

 

（２）経過 

平成 29 年 10 月２日 サウンディング型市場調査の実施について公表 

 10 月２日～10 月 10 日 現地見学会募集期間【応募：１１グループ】 

 10 月 13 日 現地見学会の実施【参加：１０グループ】 

 10 月２日～10 月 17 日 対話募集期間【応募：１６グループ】 

 10 月 25 日～10 月 27 日 対話の実施【参加：１６グループ】 

 

 

（３）現地見学会 

対話の実施にあたり、梶原四丁目用地（野村総合研究所跡地）及び扇湖山荘の現地見学

会を実施しました。 

対象の公的不動産 参加グループ数 

梶原四丁目用地（野村総合研究所跡地）及び扇湖山荘 ６ 

梶原四丁目用地（野村総合研究所跡地） ２ 

扇湖山荘 ２ 

 

 

（４）対話の概要 

①対話への参加理由について 

・公民連携（PPP）事業の推進に参加したいため。 

・これまでの実績を事業に生かしていくため。 

 

②対話の対象となる公的不動産（複数選択可） 

・鎌倉市役所（現在地）に関心を持つグループが 10 グループと最も多かった。 

・その他の公的不動産は２～６グループであった。 
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対象の公的不動産 参加グループ数 

鎌倉市役所（現在地） １０ 

梶原四丁目用地（野村総合研究所跡地） ６ 

深沢地域整備事業用地（行政施設用地） ５ 

扇湖山荘 

４ 

（うち、２グループは旧華頂宮邸、旧前田邸、旧和

辻邸、旧今井邸跡地、旧村上邸、１グループは旧華

頂宮邸、旧前田邸、旧今井邸跡地の活用を含む） 

資生堂鎌倉工場跡地（寄附予定部分） ２ 

 

 

（５）対話の結果と今後の対応 

①公的不動産の個々の対話結果の概要 

・公的不動産ごとの対話結果の概要は次頁以降参照。 

 

②公的不動産全体の市場性等について 

・いずれの公的不動産も市場性があるとの結果が得られた中で、パブリックマインドと強

い意欲を持った提案が複数ありました。 

 

③公的不動産全体の事業手法について 

・本市の財政負担を軽減するような提案が複数ありました。 

・事業手法については、PPP を基本としながら、PFI や賃貸、リース方式など、様々な

手法の提案がありました。 

 

④鎌倉市、地域や市民との関わりについて 

・事業を実施することにより、雇用の促進や産業の活性化、鎌倉の歴史文化の発信を

通じて、地域経済への貢献が期待できるという提案がありました。 

・敷地周辺の地域や市民への開放、商店街との連携による地域活性化、学校の社会科

教材としての活用等、地域や市民と積極的に関わろうとする提案が複数ありました。 

 

⑤鎌倉市の費用削減や歳入増加について 

・本市の初期投資に関する負担の軽減や、公共施設と民間施設の一体的な維持管理な

どにより、財政負担を軽減するような提案が複数ありました。 

・新たな民間施設の整備や地域の雇用促進により、固定資産税等の歳入の増加が期待

できるという提案がありました。 

 

⑥今後の対応 

・今回の対話の結果を参考にしながら、公的不動産ごとに、事業の実施に向けて更に

検討を進めていきます。 
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（６）－１．鎌倉市役所（現在地） 

◇事業実施・参入の意向内容について 

・宿泊施設や商業施設（飲食系や物販系）、健康・スポーツ関連施設の提案がありました。 

・また、施設整備（建設）への参入意向が複数示されました。 

◇事業実施（利活用）のコンセプト、ターゲットとする使用者・利用者像等について 

・宿泊施設は、観光客を対象とし、富裕層をターゲットする提案が複数ありました。 

・商業施設や健康・スポーツ関連施設は、主に市民や地域住民を対象とし、地域に密着し

た施設展開への意欲を持つ提案が複数ありました。 

◇事業計画や事業の実施主体や運営方法などについて 

〇土地の扱い 

・本市が所有し、事業主体が借地する方法を希望する提案が大半でした。 

〇建物の扱い 

・既存施設を活用する提案、既存施設を解体し、新たに施設整備する提案がありました。 

・民間施設と公共施設を一体的に整備する提案と、分棟とする提案があり、施設の管理・

運営も一体的に行うものと官民がそれぞれの施設を管理・運営する提案がありました。 

◇鎌倉市、地域、市民との関わり方について 

・商業施設や公共施設の利活用について、地域住民や市民との連携を図りながら実施する

などの提案が複数ありました。 

・民間施設の整備による新たな雇用の促進や地域の活性化等への寄与、民間施設の一部を

市民開放により市民サービスの向上や市民活動拠点の創造、市民と観光客との交流など

が期待できるという提案がありました。 

・鎌倉の魅力向上や発信により、新住民の流入を期待できるとの提案がありました。 

◇本市の費用削減、歳入増加に資するなど、期待される効果について 

・事業者が本市から土地を借地することによる歳入の増加が期待できる旨の提案が複数あ

りました。 

・本市が実施する公共施設整備費と事業者が支払う地代を相殺することによる本市の初期

投資に関する負担の軽減、公共施設と民間施設の合築による施設整備費の削減が期待で

きる旨の提案がありました。 

・事業者が民間施設と公共施設を一体的に管理・運営することにより、本市の公共施設の

管理費の削減、集客や市民サービスの向上が期待できるとの提案がありました。 

・歳入については、民間施設を新たに整備することにより、固定資産税等の歳入の増加が

期待できるという提案がありました。 

◇その他、公的不動産の利活用に関する意見や要望について 

・事業の持続性を確保するため、社会情勢の変化に応じた借地料の見直しを求める意見が

ありました。 

・市民との合意形成を十分に行うことが、着実に事業を進める上で重要であるとの意見が

ありました。 

・埋蔵文化財や近隣住民への対応については、本市のバックアップを期待するとの意見が

ありました。 

 



 

 

参９９ 
 

（６）－２．梶原四丁目用地（野村総合研究所跡地） 

◇事業実施・参入の意向内容について 

・新産業施設、宿泊施設、医療施設、文化施設の提案がありました。 

◇事業実施（利活用）のコンセプト、ターゲットとする使用者・利用者像等について 

・宿泊施設は観光客を対象とし、新産業施設や文化施設は地域住民や市民、市内外の事業

者をターゲットとする提案がありました。 

・積極的に市民利用を促す提案がありました。 

◇事業計画や事業の実施主体や運営方法などについて 

〇土地の扱い 

・本市が所有し、事業主体が借地する方法の提案がありました。 

・借地の対象は、主に平地を対象としたいという提案がありました。 

〇建物の扱い 

・既存施設を活用する提案、既存施設を解体し、新たに施設整備する提案がありました。 

◇鎌倉市、地域、市民との関わり方について 

・積極的に地域住民や市民に開放する提案がありました。 

・施設整備による新たな雇用の促進や地域の企業と優先的に提携するなど、地域の活性化

等への寄与、敷地の一部を市民開放することにより市民サービスの向上や市民と自然環

境との接点が持てるなどの提案がありました。 

◇本市の費用削減、歳入増加に資するなど、期待される効果について 

・本市の費用削減については、事業者が本市から土地を借地することによる歳入の増加が

期待でき、事業性が向上すれば、本市の支援を最小限に抑えられるなどの提案がありま

した。 

・利活用にあたっての初期投資は、できれば本市の負担で行ってもらいたいが、事業者が

実施して地代と相殺することも検討できるとの提案がありました。 

・緑地やグラウンドを民間事業者に委託することにより、管理費の削減につながる可能性

があるとの提案がありました。 

◇その他、公的不動産の利活用に関する意見や要望について 

・事業性を更に検討するために、実現までのスケジュールや事業者の決定手順などの提示

が必要との意見がありました。 

・事業検討には、既存施設の耐震診断の調査及び結果の開示が必要との意見がありました。 

・道路付けは良いが、敷地が広すぎるため面積や容積を消化しきれず、利用が難しいとの

意見がありました。 
・市街化調整区域の区域区分の変更を希望するとの意見がありました。 

 

  



 

 

参１００ 
 

（６）－３．深沢地域整備事業用地（行政施設用地） 

◇事業実施・参入の意向内容について 

・具体的な施設例としては、スポーツ関連施設、商業施設（飲食系や物販系）が挙げられ

ました。 

・施設整備（建設）への参入意向が複数示されました。 

◇事業実施（利活用）のコンセプト、ターゲットとする使用者・利用者像等について 

・スポーツ関連施設は、主に市民を対象とし、商業施設は市内外からの利用が想定できる

との提案がありました。 

・また、医療福祉、健康を中心とすることで、老若男女を問わず多くの市民がこの地域を

訪れることが期待できるとの意見がありました。 

◇事業計画や事業の実施主体や運営方法などについて 

・事業手法として、PFI、賃貸やリース方式の検討も可能との提案がありました。 

・PFI 事業で整備することで、民間事業者の資金、技術力、運営能力等のノウハウの導入

が可能となり、市の財政負担の軽減、平準化につながるとの提案がありました。 

・PFI 事業のほか民間事業者が土地を借り上げて建物を建て、行政機能はテナントとして

入るといった提案がありました。 

◇鎌倉市、地域、市民との関わり方について 

・施設の整備を通じて、地域の活性化や新しいビジネスの創造支援等の提案がありました。 

◇本市の費用削減、歳入増加に資するなど、期待される効果について 

・PFI 手法の導入による整備費の削減、余剰床の民間への賃貸などにより、歳入への効果

が期待できるとの提案がありました。 

◇その他、公的不動産の利活用に関する意見や要望について 

・深沢地域整備事業の土地区画整理事業との関連性が強いことから、その実現スケジュー

ルの明示や相互に連携した事業手法の検討が望ましいとの意見がありました。 

 

  



 

 

参１０１ 
 

（６）－４．扇湖山荘 

◇事業実施・参入の意向内容について 

・宿泊施設・料理旅館、婚礼・宴会場、多目的スペースの提案がありました。 

◇事業実施（利活用）のコンセプト、ターゲットとする使用者・利用者像等について 

・宿泊施設は、インバウンドや富裕層の観光客を対象とする提案がありました。 

・婚礼・宴会場、多目的スペースは、市民や来訪者を対象とする提案がありました。 

◇事業計画や事業の実施主体や運営方法などについて 

〇土地の扱い 

・本市が所有し、事業主体が借地する方法を希望する提案が大半でした。 

〇建物の扱い 

・既存施設を改修しながら利活用したいとの提案がありました。また、施設の歴史的・文

化的な価値を損ねないようにするため、改修の方法は協議しながら進めたいという意向

がありました。 

〇その他 

・利用者は予約制とすることや、利用者の移動にバスなどを活用するなど、アクセス状況

が良くないことへ配慮された提案がありました。 

・扇湖山荘を拠点として、旧邸宅で食事や宿泊、文化的な体験等ができるよう機能連携さ

せるといった、一体的な利活用提案がありました。 

◇鎌倉市、地域、市民との関わり方について 

・市民の利用(庭園の開放)などに積極的に取り組むという提案がありました。 

・施設を学校の社会科教材として活用する、住民を対象とした食事会の開催、施設周辺の

清掃活動等、市民や地域との積極的な関わりを持つといった提案がありました。 

◇本市の費用削減、歳入増加に資するなど、期待される効果について 

・鎌倉市に事業法人の子会社を設立することで、地域の雇用促進と財政面への貢献を図る

という提案がありました。 

・また、本市の初期投資（施設の改修など）は期待するが、その後は、賃料収入が得られ

るなど、維持管理にかかる本市の費用は不要との提案がありました。 

◇その他、公的不動産の利活用に関する意見や要望について 

・庭園の維持管理は、本市の協力を求めたいとの意見がありました。 

 

  



 

 

参１０２ 
 

（６）－５．資生堂鎌倉工場跡地（寄附予定部分） 

◇事業実施・参入の意向内容について 

・商業施設、事務所、学校等の可能性があるという意見がありましたが、具体的な提案に

は至らないものでした。 

◇事業実施（利活用）のコンセプト、ターゲットとする使用者・利用者像等について 

・具体的な提案や意見はありませんでした。 

◇事業計画や事業の実施主体や運営方法などについて 

・事業者により、借地又は土地購入のいずれも可能性があるという意見がありました。 

◇鎌倉市、地域、市民との関わり方について 

・具体的な提案や意見はありませんでした。 

◇本市の費用削減、歳入増加に資するなど、期待される効果について 

・具体的な提案や意見はありませんでした。 

◇その他、公的不動産の利活用に関する意見や要望について 

・市場で広い敷地がほとんど出回っていない現状を踏まえると、インターチェンジにも容

易にアクセスできるため、ポテンシャルを持っているのではないかとの意見がありまし

た。 

・無理のない地代設定、景気の変動による地代の弾力的な運用を求める意見がありました。 

 


